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【第
肛
部

国
土
交
通
行
政
の
動
向
霊

第
杠
部
で
は
、
国
土
交
通
行
政
の
各
分
野
に
お
け
る
動

向
を
、
政
策
課
題
ご
と
に
報
告
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
以
下
｢平
成
一
八
年
度

国
土
交
通
白
書
｣

の
概
要
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
す
る
。

【第
I
部
艦

地
域
の
活
力
向
上
に
資
す
る

国
土
交
通
行
政
の
展
開

第
一
章

地
域
の
置
か
れ
て
い
る
状
況

j
社
会
･
経
済
構
造
の
変
化
の
中
で
転
換
点
に
立
つ
地
域
;

[第
一
章
の
ポ
イ
ン
ト
]

地
域
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
見
る
と
、
一
人

当
た
り
県
民
所
得
の
地
域
間
格
差
が
戦
後
長
期
的
に
は
縮

全
体
構
成

平
成
一
八
年
度
の
国
土
交
通
白
書
は
、
そ
の
年
毎
に
一

つ
の
テ
ー
マ
を
決
め
て
記
述
す
る
第
I
部
と
国
土
交
通
行

政
の
動
向
を
政
策
課
題
ご
と
に
記
述
す
る
第
□
部
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。

【第
I
部

地
域
の
活
力
向
上
に
資
す
る
国
土
交
通
行
政
の
展
開
】

我
が
国
は
、
戦
後
初
め
て
人
口
の
減
少
を
記
録
す
る
な

ど
、
歴
史
的
な
転
換
点
に
立
っ
て
い
る
。
今
後
、
中
長
期

的
に
も
人
口
は
減
少
し
、
急
速
な
高
齢
化
も
見
込
ま
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
地
域
の
活
力
を
将
来
に
わ
た

っ
て
維
持
･
向
上
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
我
が
国
の
持

続
的
な
成
長
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
地
域
づ
く
り
は
各
地
域

が
主
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し

た
前
提
の
下
、
地
域
の
将
来
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く

の
か
、
い
た
ず
ら
に
不
安
を
あ
お
る
こ
と
な
く
、
地
域
の

置
か
れ
た
状
況
を
客
観
的
に
分
析
し
、
課
題
を
見
極
め
、

そ
れ
に
対
す
る
対
応
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
は
、
国
土
政

策
、
社
会
資
本
整
備
、
交
通
施
策
等
の
地
域
に
密
着
す
る

行
政
分
野
を
担
う
国
土
交
通
省
の
責
務
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
第
I
部
で
は
、
｢地
域
の
活
力
向
上
に
資
す

る
国
土
交
通
行
政
の
展
開
｣を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、

地
域
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
基
本
的
な
分
析
を

行
う
と
と
も
に
、
社
会

･
経
済
構
造
の
大
き
な
変
化
の
中

で
地
域
の
活
力
を
維
持

･
向
上
さ
せ
て
い
く
た
め
の
課
題

に
つ
い
て
整
理
し
、
地
域
活
性
化
に
向
け
た
国
土
交
通
施

策
の
展
開
に
つ
い
て
提
示
し
て
い
る
。
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　　第 l人当たりのG D Pの地域間格差 (ジニ係数) の国際比較

小
し
て
き
た
こ
と
等
が
確
認
で
き
る
が
、
今
後
、
人
口
減

少

･
高
齢
化
の
進
行
が
地
域
の
あ
り
方
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

地
域
の
活
力
を
維
持

･
向
上
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、

こ
の
よ
う
な
人
口
構
造
の
変
化
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
東
ア
ジ
ア
地
域
の
成

長
を
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
o地

域
に
対
す
る
国
民
の
意
識
に
つ
い
て
、
内
閣
府
の

｢社
会
意
識
に
関
す
る
世
論
調
査
｣
を
見
る
と
、
｢現
在
の

日
本
の
状
況
に
つ
い
て
、
悪
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
分
野
｣
と
し
て

｢地
域
格
差
｣
を
選
択
し
た
人

の
割
合
は
、
平
成

一
八
年
二
月
の
調
査
に
お
い
て
は
一

五
･
0
%
で
あ
り
、
二
六
の
選
択
肢
中
で
は
一
三
番
目
と

上
位
に
位
置
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
前
々
回
調
査

(平

成
一
六
年
一
月
)
の
七
･
五
%
、
前
回
調
査

(平
成
一
七

年
二
月
)
の
九
･
七
%
か
ら
増
加
し
て
い
る
。

一
方
で
、
経
済
協
力
開
発
機
構

(O
E
C
D
)
が
行
っ

た
一
人
当
た
り
G
D
P
等
に
関
す
る
国
際
比
較
に
よ
れ

ば
、
我
が
国
は
O
E
C
D
加
盟
国
の
中
で
最
も
地
域
間
格

差
の
小
さ
い
国
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(図
1
)
。

[地
域
に
対
す
る
国
民
の
意
識
]

国
土
交
通
省
で
は
、
国
民
が
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
地

域
の
現
在
の
状
況
や
将
来
の
見
通
し
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
感
じ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
地
域
格
差
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
か
、
平
成
一
人
年
二
月
に
意
識
調

査
を
実
施
し
た
o

そ
の
結
果
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
に
関
し
、
現
状

に
つ
い
て
は
、
以
前
よ
り
悪
く
な
っ
た
と
す
る
回
答
は
少

数
で
あ
っ
た
が
、
将
来
に
つ
い
て
は
、
不
安
を
感
じ
る
と

す
る
回
答
が
町

･
村
の
居
住
者
を
中
心
に
比
較
的
高
く
、

具
体
的
に
は
、
高
齢
化
や
少
子
化
、
人
口
減
少
と
い
っ
た

点
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
地

域
格
差
の
拡
大
を
感
じ
る
と
す
る
回
答
の
割
合
は
高
く
な

っ
て
お
り
、
地
域
格
差
の
拡
大
を
感
じ
る
点
と
し
て
は
、

所
得
水
準
や
雇
用
情
勢
を
挙
げ
る
回
答
が
上
位
を
占
め
て

い
る

(図
2

･
3
)。
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3図図3 自分の住んでいる地域の将来について不安を感じるか

[地
域
の
基
本
的
な
状
況
]

◆
人
口
の
動
向

我
が
国
の
人
口
は
、
戦
後
、
一
貫
し
て
増
加
し
て
き
た

が
、
人
口
増
加
率
は
、
昭
和
五
〇
年
以
降
、
徐
々
に
低
下

し
て
い
っ
た
。

平
成
一
七
年
国
勢
調
査
に
よ
る
我
が
国
の
人
口
は
一
億

二
、
七
七
七
万
人
で
あ
っ
た
が
、
前
回
の
平
成
一
二
年
国

勢
調
査
に
比
べ
八
四
万
人
、
0
･
七
%
の
増
加
で
あ
り
、

戦
後
最
も
低
い
人
口
増
加
率
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
前
年

の
一
六
年
の
推
計
人
口
と
比
べ
る
と
、
一
万
九
千
人
減
少

し
て
お
り
、
我
が
国
の
人
口
は
減
少
曲
面
を
迎
え
た
と
言

え
る
。

都
道
府
県
ご
と
の
人
口
動
向
を
見
る
と
、
前
回
国
勢
調

査
に
比
べ
、
地
方
圏
を
中
心
に
三
二
道
県
で
人
口
が
減
少

し
て
い
る

(図
4
)。

◆
所
得
や
雇
用
の
状
況

一
人
あ
た
り
の
県
民
所
得
の
地
域
間
格
差
を
、
ジ
ニ
係

数
を
用
い
て
見
て
み
る
と
、昭
和
四
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
、

現
在
よ
り
相
対
的
に
高
い
水
準
に
あ
り
、
こ
の
所
得
格
差

が
、
地
方
圏
か
ら
三
大
都
市
圏
へ
の
人
口
移
動
を
引
き
起

こ
す
一
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
〇
年
代
後
半
以

降
は
、
主
に
地
方
圏
に
お
け
る
産
業
構
造
の
変
化
等
を
通

じ
た
所
得
増
加
に
よ
り
、ジ
ニ
係
数
は
急
速
に
低
下
し
た
。

五
〇
年
代
以
降
は
、
バ
ブ
ル
期
に
上
昇
が
あ
っ
た
後
、
再

び
低
下
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
直
近
で
は
、
平
成
一
三

年
度
の
〇
･
0
七
〇
か
ら
一
六
年
度
は
0
･
0
七
九
へ
上

昇
し
て
い
る

(図
5
)。

地
方
ブ
ロ
ッ
ク
別
の
有
効
求
人
倍
率
に
つ
い
て
、
昭
和

五
〇
年
代
以
降
の
推
移
を
見
る
と
、
有
効
求
人
倍
率
の
相

対
的
に
高
い
地
域
と
低
い
地
域
が
あ
る
。

最
近
は
、
景
気
の
回
復
を
反
映
し
て
、
す
べ
て
の
地
域

ブ
ロ
ッ
ク
で
有
効
求
人
倍
率
が
上
昇
し
て
い
る
が
、
北
海

道
、
東
北
、
九
州
に
お
い
て
は
、
雇
用
の
改
善
の
動
き
が

弱
い
状
況
と
な
っ
て
い
る

(図
6
)
。

◆
産
業
構
造
･
産
業
立
地
の
状
況

平
成
一
七
年
に
お
け
る
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
別
の
産
業
別
就

業
者
構
成
比
を
見
る
と
、
東
北
と
四
国
に
お
い
て
第
一
次

ロ

　
　

平成2

曄　人
^　

　7年 (沖縄返還)以前は沖縄を含まない,
7年、48年は沖縄返還による膨讐が大きいため破線とした。
日本統計年鑑｣より作成

図 4 我が国の人口増加率と人口の推移
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生産を使用)のものとは異なる。
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3 県民所得は、平成元年度までは鴎S N A、 2年度以降は鞘S N Aに基づく数値
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図 5 1人当たり県民所得の地域間格差 (ジニ係数) の推移
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図 6 地域ブロック別有効求人倍率の推移
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図 7 地域ブロック別就業者数構成比 (平成17年)



産
業
就
業
者
数
の
比
率
が
比
較
的
高
い
ほ
か
、
北
関
東

･

数
の
構
成
比
を
比
較
す
る
と
、
平
成
一
〇
年
ま
で
は
三
大

甲
信
、
北
陸
、
東
海
で
は
第
二
次
産
業
就
業
者
数
の
比
率

都
市
圏
が
約
二
割
、
地
方
圏
が
約
八
割
と
い
う
シ
ェ
ア
の

が
三
0
%
超
と
際
立
っ
て
お
り
、
ま
た
、
北
海
道
と
南
関

東
で
は
第
三
次
産
業
就
業
者
数
の
比
率
が
七
0
%
を
超
え

て
い
る
な
ど
、
地
域
ご
と
に
特
徴
が
見
ら
れ
る

(図
7
)。

最
近
の
新
規
工
場
立
地
件
数
に
つ
い
て
平
成
一
四
年
と

一
七
年
の
件
数
を
比
較
す
る
と
全
て
の
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
に

お
い
て
増
加
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
北
関
東
･
甲
信
、

東
海
、
近
畿
に
お
い
て
は
二
倍
以
上
の
増
加
と
な
っ
て
い

る
。ま

た
、
三
大
都
市
圏
と
地
方
圏
と
の
新
規
工
場
立
地
件

表 地域ブロック別新規工場立地件数の推移

平成14年 碎 葺 奔
北海道 35 46 5l 57

北東 112 133 -56 17t
南関東 78 8t 98 13g

北関東･甲信 119 158 226 238

鰻 74 斜 94 鰐
臟 10g 協

- ~
鱒
*〆 248

繊 105 一癖 ~覇壽 }知増 54 50 52 99

幽 37 待 50 40

洲 12f 筋 171 203
全国合計 844 嬬 緋 緋資料) 経済産業省 ｢工場立地動向調査｣ より作成

ま
ま
横
ば
い
で
推
移
し
て
き
た
が
最
近
の
立
地
件
数
の
伸

び
率
が
三
大
都
市
圏
の
ほ
う
が
高
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
、

一
七
年
の
構
成
比
は
三
大
都
市
圏
が
約
三
割
、
地
方
圏
が

約
七
割
と
な
る
な
ど
、
近
年
三
大
都
市
圏
へ
の
立
地
の
割

合
が
や
や
高
く
な
っ
て
い
る

(表
)。

[地
域
の
将
来
展
望
]

我
が
国
の
人
口
は
既
に
減
少
局
面
を
迎
え
て
い
る
が
、

今
後
、
さ
ら
に
人
口
減
少
･
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
く
こ

と
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
地
域
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
ま
た
、
急
速
な
経
済
成
長
を
遂
げ

て
き
て
い
る
東
ア
ジ
ア
地
域
の
存
在
は
、
経
済
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
進
む
中
で
地
域
経
済
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で

重
要
性
を
増
し
て
き
て
い
る
。

東
ア
ジ
ア
地
域
は
、
こ
れ
ま
で
高
い
成
長
を
維
持
し
て

き
て
お
り
、
名
目
G
D
P
の
シ
ェ
ア
は
、
平
成
一
七
年
に

は
世
界
全
体
の
一
○

･
0
%
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
高
い
経
済
成
長
を
背
景
に
、
我
が
国
と
東

ア
ジ
ア
地
域
と
の
経
済
関
係
は
拡
大
を
続
け
て
お
り
、
貿

易
額
で
見
る
と
、
日
本
の
輸
出
額
、
輸
入
額
全
体
に
占
め

る
東
ア
ジ
ア
の
地
域
の
シ
ェ
ア
は
平
成
一
七
年
に
は
そ
れ

ぞ
れ
四
七

･
四
%
、
四
三

･
六
%
を
占
め
て
い
る
(図
8
)
。

以
上
の
よ
う
に
、
我
が
国
は
、
人
口
減
少

･
高
齢
化
の

進
行
と
い
う
人
口
構
造
の
変
化
や
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

轉国、台湾、香港
nd Econo m ic o utlook D atabase,S eptem ber2006｣ より作成
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化
が
進
展
す
る
中
で
の
東
ア
ジ
ア
地
域
の
急
速
な
経
済
成

長
と
い
う
国
際
的
な
経
済
環
境
の
変
化
に
直
面
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
は
、
地
域
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
地
域
の
活
力
を
い
か
に
し

て
維
持
･
向
上
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
国
土
交

通
行
政
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

第
二
章

社
会
･
経
済
構
造
の
変
化
に
伴
う
地
域
に
お
け
る
課
題

[第
二
章
の
ポ
イ
ン
ト
]

地
域
の
活
力
を
維
持

･
向
上
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、

地
域
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
、
東
ア
ジ
ア
を
始
め
と
す
る
海
外

の
成
長
を
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
等
を
通
じ
て
、
自
立
的

発
展
を
可
能
と
す
る
経
済
的
基
盤
を
確
立
す
る
と
と
も

に
、
生
活
圏
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
人
口
減
少
を
前
提
と
し

な
が
ら
も
、
人
々
の
暮
ら
し
の
質
を
確
保
し
充
実
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

[地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
自
立
的
発
展
と
社
会
資
本
整
備
]

人
口
が
減
少
し
、
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
展
す
る
中

で
、
我
が
国
の
活
力
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
経
済

成
長
が
不
可
欠
で
あ
り
、
先
端
産
業
に
代
表
さ
れ
る
付
加

価
値
の
高
い
生
産
活
動
を
国
内
で
続
け
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
一
方
で
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
、
企

業
は
、
製
造
拠
点
等
に
つ
い
て
世
界
規
模
で
最
適
な
立
地

選
択
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
な
ど
、
地
域
は
厳

し
い
国
際
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

の
下
、地
域
が
自
立
的
な
発
展
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

成
長
著
し
い
東
ア
ジ
ア
地
域
と
、
各
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
が
、

競
争
し
つ
つ
も
、
交
流
や
連
携
を
直
接
深
め
て
い
く
こ
と

が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

産
業
立
地
等
に
お
け
る
国
際
競
争
力
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
東
ア
ジ
ア
地
域
を
始
め
と
す
る
海
外
の
成
長
や
活

力
を
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
我
が
国
に
お
い
て
、

引
き
続
き
東
ア
ジ
ア
地
域
と
世
界
を
結
ぶ
国
際
交
通
拠
点

機
能
を
担
う
と
と
も
に
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
と
東
ア
ジ
ア
地

域
を
直
接
結
ぶ
総
合
的
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す

る
こ
と
に
よ
り
、
円
滑
な
物
流
や
人
流
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

東
ア
ジ
ア
地
域
と
の
間
の
物
流
は
、
平
成
一
六
年
に
お

け
る
日
本
か
ら
東
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
港
湾
貨
物
輸
出
量
が

一
億
三
、
八
九
二
万
ト
ン
と
な
り
、
日
本
か
ら
世
界
へ
の

港
湾
貨
物
輸
出
量
全
体
の
五
六
%
を
占
め
て
い
る
な
ど
、

近
年
著
し
く
増
大
し
て
い
る
。

東
ア
ジ
ア
地
域
と
の
物
流
の
特
徴
と
し
て
、
我
が
国
の

国
内
物
流
と
距
離
的
に
大
差
の
な
い
圏
域
の
中
で
大
量
か

つ
頻
繁
に
輸
送
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
｢準
国
内
物
流

化
｣
が
進
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
国

内
物
流
と
同
程
度
の
迅
速
さ
や
低
廉
な
コ
ス
ト
が
求
め
ら

れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
高
速
海
上
輸
送
を
介
し
て
貨
物

を
翌
日
中
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
｢貨
物
翌
日
配
達
圏
｣

の
形
成
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
も
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

東
ア
ジ
ア
地
域
と
の
人
流
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
ニ
ー
ズ
や
観

光
交
流
の
拡
大
等
を
受
け
て
、
東
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
日
本

人
航
空
利
用
出
国
者
数
が
平
成
三
年
か
ら
平
成
一
七
年
の

間
に
約
一
･
七
倍
に
増
加
す
る
な
ど
、
近
年
活
発
化
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
人
流
の
緊
密
化
が
進
む
中
で
、
我
が
国
の

各
地
と
東
ア
ジ
ア
地
域
と
の
間
に
お
い
て
、
出
発
し
た
そ

の
日
の
う
ち
に
目
的
地
で
一
定
の
用
務
が
行
え
る

｢東
ア

ジ
ア
一
日
圏
｣
の
拡
大
や
、
さ
ら
に
は
、
用
務
が
終
了
し

た
後
に
は
速
や
か
に
我
が
国
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
も
可
能

な

｢日
帰
り
ビ
ジ
ネ
ス
圏
｣
の
形
成
を
促
進
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

(図
9
)。

経
済
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
中
で
、
地
域
が
発
展
し
て

い
く
た
め
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
国
際
的
な
物
流
や
人
流

に
関
す
る
課
題
に
対
応
し
、
東
ア
ジ
ア
地
域
を
始
め
世
界

の
成
長
や
活
力
を
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
あ
わ
せ
て
、
国
内
に
お
け
る
経
済
活
動
の
広
域
化
に

対
応
す
る
こ
と
や
、
交
流
人
口
の
拡
大
を
促
進
す
る
こ
と

も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
地
域
の
あ
り

方
に
つ
い
て
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
て
い
く
と
と
も

に
、
こ
う
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
い
て
、
優
先
度
の
高
い

と
こ
ろ
か
ら
集
中
的
に
事
業
を
行
う

｢選
択
と
集
中
｣
に

よ
り
、
戦
略
的
な
社
会
資
本
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
港
湾
･
空
港
手
続
き
の
改
善
等
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の
ソ
フ
ト
施
策
の
活
用
や
民
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
連
携

等
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
資
本
の
整
備
効
果
を
相

乗
的
に
高
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

[人
口
減
少
の
下
で
の
ま
ち
づ
く
り
･
地
域
づ
く
り
]

平
成
一
七
年
国
勢
調
査
で
は
前
回
一
二
年
調
査
よ
り
人

口
減
少
と
な
っ
た
市
町
村
が
全
体
の
七
割
を
超
え
て
お

り
、
多
く
の
地
域
が
人
口
減
少
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、生
活
圏
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、

人
口
減
少
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
固
有
の
文
化

･
伝

統
･
自
然
条
件
等
を
い
か
し
て
質
の
高
い
暮
ら
し
を
営
む

こ
と
の
で
き
る
、
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ま
ち
づ
く
り
に
当

た
っ
て
は
、
人
口
増
加
に
伴
う
都
市
の
拡
大
に
合
わ
せ
て

基
盤
整
備
を
行
う
と
い
う
考
え
方
か
ら
脱
し
、
既
存
ス
ト

ッ
ク
の
状
況
に
合
わ
せ
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
へ

と
発
想
を
転
換
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
が
、
そ
の
地
域
独
自
の
資
源
等
を
い
か
し

て
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

地
域
活
性
化
の
た
め
の
取
組
み
と
し
て
、
人
口
減
少
三

〇
市
町
村
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど

の
市
町
村
で
地
域
固
有
の
自
然
･
文
化
等
を
い
か
し
た
観

光
の
振
興
を
始
め
と
す
る
交
流
人
口
の
拡
大
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
ま
た
、
地
元
特
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
等
の
農
林

水
産
業
を
始
め
と
す
る
地
域
産
業
の
振
興
も
、
主
に
小
規

模
な
市
町
村
に
お
い
て
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
さ
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鉄道 ･バスの輸送人員の推移

注
料
(
資

ら
に
、
い
く
つ
か
の
市
町
村
で
は
住
民
と
協
働
し
た
地
域

活
性
化
を
模
索
す
る
動
き
も
見
ら
れ
て
い
る
。
地
方
財
政

が
厳
し
く
な
る
中
で
、
地
域
固
有
の
資
源
を
い
か
し
つ
つ

活
性
化
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
住
民
主

体
の
取
組
み
が
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
性
を
増
し
て
い
く

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

[地
域
の
活
力
を
支
え
る
公
共
交
通
]

公
共
交
通
は
地
域
の
足
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
が
、
自
家
用
車
の
普
及
等
に
よ
り
輸
送
人
員
が
減

少
し
て
い
る
。

鉄
道
の
輸
送
人
員
を
見
る
と
、
三
大
都
市
圏
で
は
堅
調

な
推
移
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
地
方
圏
で
は
落
ち
込
ん

で
い
る
。
ま
た
、
バ
ス
の
輸
送
人
員
は
、
三
大
都
市
圏
、

地
方
圏
と
も
に
減
少
し
て
い
る
が
、
特
に
地
方
圏
で
は
落

ち
込
み
が
激
し
い
。
こ
の
よ
う
な
利
用
者
の
減
少
に
よ
り
、

鉄
道
路
線
の
廃
止
が
続
い
て
い
る
ほ
か
、
バ
ス
系
統
数
も

近
年
ま
で
減
少
し
て
き
た

(図
態
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
中
心
市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
向
上
さ
せ
、
ま
ち
な
か
の
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す
こ
と
等

を
目
指
し
、
地
域
の
需
要
や
実
情
に
応
じ
た
新
た
な
交
通
体

系
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
地
域
も
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
取
組
み
と
し
て
は
、
次
世
代
型
路
面
電
車
シ

ス
テ
ム

(L
R
T
)
や
日
本
型
B
R
T
の
導
入
、
交
通
空

白
地
帯
の
解
消
等
を
目
的
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

導
入
、
N
P
O
等
に
よ
る
福
祉
有
償
輸
送
の
実
施
等
が
挙

げ
ら
れ
る
。

地
域
公
共
交
通
は
、
地
域
住
民
の
自
立
し
た
生
活
を
支

え
る
と
と
も
に
、
活
力
あ
る
都
市
活
動
の
実
現
、
観
光
を

始
め
と
す
る
地
域
間
の
交
流
の
促
進
、
環
境
負
荷
の
低
減

等
を
通
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
暮
ら
し
の
質
を

確
保
し
充
実
さ
せ
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い

る
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
の
た
め
に
も
、

市
街
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
公
共
交
通
の
活
性
化

･
再
生
は
、
地
域
の
活
力
を
向

上
さ
せ
る
た
め
の
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
る

(写
真
)。写真 L R T の例 (富山ライトレール)



[人
口
減
少
･
高
齢
化
の
下
で

地
域
の
活
力
を
支
え
る
担
い
手
]

人
口
減
少

･
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る

諸
活
動
を
誰
が
担
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な

っ
て
く
る
。

一
つ
に
は
、
地
域
経
済
を
支
え
る
労
働
力
人

口
が
今
後
減
少
し
て
い
く
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
も
う
一

つ
は
、
地
域
経
済
の
縮
小
に
よ
る
財
政
上
の
制
約
等
か
ら

従
来
ど
お
り
の
水
準
で
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
困
難

に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
の
問
題
に
対

し
て
は
、
多
様
な
人
材
が
活
躍
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
特
に
女
性
が
子
育
て
期
に
も
働
き
や
す

い
環
境
の
整
備
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
後
者
の

問
題
に
対
し
て
は
、
多
様
な
民
間
主
体
と
行
政
の
協
働
に

よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
充
実
を
図
る

｢新
た
な
公
｣
を

基
軸
と
し
た
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
そ
の
担
い
手
と
し
て
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
大
量
退

職
が
始
ま
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る

｢団
塊
の
世
代
｣

の
動
向
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。

[交
流
人
口
拡
大
に
向
け
た
観
光
振
興
]

観
光
は
、
各
地
域
の
資
源
を
い
か
し
た
地
域
独
自
の
創

意
工
夫
に
よ
る
取
組
み
が
可
能
で
あ
り
、
大
き
な
経
済
効

果
や
、
地
域
の
交
流
の
活
発
化
を
通
じ
て
、
地
域
の
活
性

化
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
観
光
客
を
誘
致
す
る
た
め
の
取
組
み
は
、
各
地

域
が
自
ら
を
見
つ
め
直
し
、
地
域
の
魅
力
等
を
再
確
認
し

て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
、
地
域
の
人
々
が
そ
の
地
に
住
む

銘

動
【
り

管
三
乗

活

く
鑑
き
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こ
と
に
誇
り
と
愛
着
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
一
層
活
発
に

地
域
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
o

観
光
振
興
に
向
け
た
取
組
み
は
、
地
域
に
よ
り
、
主
体

的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
国
と
し
て
は
、
こ

う
し
た
各
地
域
の
主
体
的
な
取
組
み
を
、
ハ
ー
ド
、
ソ
フ

ト
の
両
面
か
ら
支
援
し
て
い
く
と
と
も
に
、
外
国
人
観
光

客
を
誘
致
し
て
い
く
た
め
の
活
動
等
の
条
件
整
備
を
進
め

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

現
在
、
我
が
国
で
は
、
観
光
立
国
の
実
現
に
向
け
、
政

府
を
挙
げ
た
取
組
み
を
進
め
て
い
る
。
加
え
て
、
｢団
塊

の
世
代
｣
は
、
旅
行
に
対
す
る
志
向
が
強
く
、
観
光
の
需

要
は
高
ま
っ
て
い
く
状
況
に
あ
る
。
地
域
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
機
会
を
と
ら
え
、
観
光
振
興
に
向
け
た
取
組
み

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

(図
椚
)。

[地
域
の
条
件
整
備
に
係
る
課
題
]

我
が
国
は
、
そ
の
位
置
、
地
形
、
気
象
等
の
国
土
･
自

然
条
件
か
ら
、
地
震
、
台
風
、
集
中
豪
雨
等
の
自
然
災
害

に
対
し
脆
弱
な
国
土
と
な
っ
て
お
り
、
地
震
対
策
や
治
山

治
水
対
策
等
の
災
害
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
地
域
で

の
生
活
を
可
能
と
す
る
最
も
基
本
的
な
条
件
で
あ
る
。

高
齢
化
の
進
行
に
伴
い
、
近
年
、
自
然
災
害
に
よ
っ
て

高
齢
者
が
被
災
す
る
事
例
が
多
発
し
て
お
り
、
こ
う
し
た

問
題
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
、
防
災
情

報
の
よ
り
一
層
の
周
知
徹
底
や
災
害
時
に
お
け
る
高
齢
者

の
支
援
体
制
の
確
立
等
の
ソ
フ
ト
対
策
を
含
む
総
合
的
な

災
害
対
策
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

地
域
の
暮
ら
し
を
豊
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
下

水
道
や
都
市
公
園
、
生
活
道
路
等
の
身
近
な
生
活
を
支
え

る
各
種
イ
ン
フ
ラ
や
住
宅
の
質
の
向
上
が
不
可
欠
で
あ

る
。特

に
高
齢
化
の
進
行
の
中
で
、
公
共
交
通
機
関
、
住
宅
、

建
築
物
、
歩
行
空
間
、
都
市
公
園
等
を
通
じ
て
、
よ
り
一

体
的

･
総
合
的
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
推
進
し
て
い
く
こ

と
は
、
高
齢
者
･
障
害
者
等
を
含
む
す
べ
て
の
人
が
暮
ら

し
や
す
い
地
域
を
実
現
し
て
い
く
上
で
重
要
で
あ
る
。

我
が
国
の
人
口
が
減
少
局
面
に
入
っ
た
中
で
、
既
に
過

疎
が
進
ん
で
き
て
い
た
地
域
の
状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て

い
る
。
平
成
一
七
年
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
五
年
前
の
前

回
調
査
時
か
ら
人
口
が
五
%
以
上
減
少
し
た
市
町
村
は
六

五
四
あ
る
が
、
人
口
五
、
0
0
0
人
未
満
の
小
規
模
市
町

村
で
見
る
と
、
全
三
六
一
市
町
村

(調
査
当
時
)
の
う
ち

二
五
四
市
町
村
と
約
七
割
を
占
め
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど

は
、
離
島
や
半
島
部
、
都
市
か
ら
離
れ
た
山
間
部
、
豪
雪

地
帯
等
、
地
理
的
･
自
然
的
条
件
の
不
利
な
地
域
に
位
置

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
条
件
不
利
地
域
に
つ
い
て
は
、
国
土
保
全
の

観
点
か
ら
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
地
域
資
源
を
最
大
限

に
活
用
し
つ
つ
、
自
然
環
境
と
生
産
基
盤
、
生
活
環
境
の

調
和
が
図
ら
れ
た
地
域
づ
く
り
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
必
要
な
基
盤
整
備
や

生
活
交
通
の
確
保
等
の
取
組
み
を
重
点
的
に
支
援
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
三
章

地
域
活
性
化
に
向
け
た
国
土
交
通
施
策
の
展
開

[第
三
章
の
ポ
イ
ン
ト
]

地
域
活
性
化
策
の
展
開
に
当
た
り
、
国
土
政
策
、
社
会

資
本
整
備
、
交
通
政
策
等
の
地
域
に
密
着
し
た
行
政
分
野

を
幅
広
く
担
う
国
土
交
通
省
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
大
き

い
。
既
に
平
成
一
八
年
三

月
に
は

｢国
土
交
通
省
地
域

活
性
化
戦
略
｣
を
取
り
ま
と
め
て
お
り
、
そ
の
際
の
基
本

的
認
識
に
沿
っ
て
、
地
域
活
性
化
に
向
け
た
国
土
交
通
施

策
の
展
開
に
つ
い
て
提
示
す
る
。

[地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
自
立
的
発
展
を

可
能
と
す
る
国
土
構
造
へ
の
転
換
]

◆
国
土
形
成
計
画
の
策
定
の
推
進

地
域
ブ
ロ
ッ
ク
自
立
型
の
国
土
構
造
を
目
指
す
国
土
形

成
計
画
(全
国
計
画
)
を
策
定
す
る
(平
成
一
九
年
中
頃
)。

さ
ら
に
、
こ
れ
を
受
け
、
広
域
地
方
計
画
協
議
会
を
通
じ
、

国
と
地
方
が
連
携

･
協
力
し
つ
つ
、
広
域
地
方
計
画
を
策

定
す
る

(二
○
年
中
頃
)
(図
g
o

◆
民
間
と
連
携
し
た
地
域
の
発
意
に
よ
る

広
域
的
な
地
域
自
立
･
活
性
化
戦
略
の
推
進

民
間
と
連
携
し
た
地
域
の
発
意
に
よ
る
広
域
的
な
地
域

自
立
･
活
性
化
戦
略
を
推
進
し
、
地
域
社
会
の
自
立
的
な

発
展
を
図
る
た
め
、
地
域
自
立
･
活
性
化
総
合
支
援
制
度

を
創
設
す
る

(図
態
。
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図12 広域地方計画の枠組み
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※分科会 ･合同協議斜について、日本海と
両海洋の活用等も含めた銘想や区核にま
逓課題を協議するために設置

広域的な経済活動等の基盤整備の
ための交付金の交付 (都道府県)

=地域自立 ･活性化交付金

" ◆都道府県が実施する公共施設の整備 (ハード)
(道路、 河川、鉄道、港湾、空港、下水道、都市 ･住宅、公園)

" { '地域の発意による事業 (ソフト)
(交付対象事業の活用に関する調査、都市と地方の交流事業等)
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図13 地域自立 ･活性化総合支援制度の概要
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閥蓚例措置】
･民間都市開発推進機権からの出資
･都市計画の提案 等

… 設整備事業計画
く民間事業者作成)
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◆
広
域
的
な
成
長
基
盤
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

ア
ジ
ア
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
機
能
の
向
上
等
を
通
じ
て
東

ア
ジ
ア
地
域
を
始
め
と
す
る
海
外
の
成
長
と
活
力
を
取
り

込
む
と
と
も
に
、
地
域
間
の
連
携
･
交
流
を
促
進
し
て
い

く
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
広
域
的
な
成
長
基
盤
イ
ン
フ
ラ

の
整
備
を
推
進
す
る
。

･
拠
点
港
湾
の
機
能
強
化

･
羽
田
再
拡
張
事
業
等
に
よ
る
地
方
空
港
路
線
の
便
数

増
を
通
じ
た
利
便
性
の
向
上

･
空
港
･
港
湾
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
･
鉄
道
の
整
備

･
地
域
間
連
携

･
交
流
を
強
化
す
る
高
規
格
の
道
路
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

･整
備
新
幹
線
の
着
実
な
整
備
推
進

[生
活
圏
レ
ベ
ル
で
の
自
主
的
な
地
域
づ
く
り
の

総
合
的
支
援
]

◆
地
域
の
に
ぎ
わ
い
と
活
力
の
創
出
･
都
市
再
生
の
推
進

地
域
の
に
ぎ
わ
い
と
活
力
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
都

市
再
生
を
推
進
す
る
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
施
策
を
展
開

し
て
い
く
。

･
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
の
活
用

･
中
心
市
街
地
の
再
生

･
民
間
都
市
開
発
へ
の
支
援

･
密
集
市
街
地
対
策
の
強
化

･
交
流
拠
点
の
整
備
に
よ
る
地
域
振
興

･
高
速
道
路
の
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備

促
進

･
二
地
域
居
住
等
の
促
進

･
建
設
業
の
新
分
野
進
出
等
に
よ
る
経
営
基
盤
の
強
化

の
促
進

◆
地
域
の
活
力
を
支
え
る
交
通
･
物
流
施
策
の
推
進

地
域
の
活
力
を
支
え
る
交
通
の
活
性
化
や
利
便
性
の
向

上
、
物
流
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
施

策
を
推
進
す
る

(図
14
･
倦
)。

･
都
市

･
地
域
に
お
け
る
総
合
交
通
戦
略
の
推
進
等

･
都
市
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
･
地
方
鉄
道
の
活

性
化

･
物
流
業
者
の
3
P
L
事
業
へ
の
進
出
支
援

･
都
市
内
物
流
ト
ー
タ
ル
プ
ラ
ン
の
策
定

◆
美
し
い
地
域
づ
く
り
の
推
進

景
観
法
の
活
用
に
よ
る
良
好
な
景
観
形
成
や
、
｢日
本

風
景
街
道
｣
、
無
群
趨
柱
化
、
美
し
い
水
辺
の
再
生
と
い
っ

た
施
策
を
推
進
す
る
。

今
少
子
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た
地
域
づ
く
り
･

住
ま
い
づ
く
り

高
齢
者
や
新
婚

･
子
育
て
世
帯
等
に
や
さ
し
い
住
ま
い

づ
く
り
や
、
地
域
住
宅
交
付
金
を
活
用
し
た
地
域
に
お
け

る
住
生
活
の
質
の
向
上
を
推
進
す
る
。

◆
地
域
住
民
等
と
の
協
働
に
よ
る
地
域
づ
く
り

多
様
な
民
間
主
体
と
行
政
の
協
働
に
よ
っ
て
、
き
め
細

か
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

｢新
た
な
公
｣
の
概
念
を
基

軸
と
し
た
地
域
づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
、
居
住

環
境
の
維
持
･
向
上
の
た
め
の
地
域
住
民
に
よ
る
取
組
み

や
、
多
様
な
主
体
の
参
画
に
よ
る
道
路
･
沿
道
空
間
の
整

備
･
利
活
用
、
住
民
や
N
P
O
等
の
担
い
手
が
参
画
し
た

ま
ち
づ
く
り
の
促
進
等
を
推
進
す
る
。

[地
域
の
交
流
人
口
拡
大
に
向
け
た
観
光
立
国
の
推
進
]

地
域
の
交
流
人
口
拡
大
に
向
け
た
観
光
立
国
伸
推
進
の

た
め
、
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り
や
外
国
人
観
光
客
の
訪

日
促
進
等
に
つ
い
て
、
地
域
の
に
ぎ
わ
い
の
創
出
や
美
し

い
地
域
づ
く
り
の
推
進
等
の
既
述
の
諸
施
策
も
含
め
、
ハ

ー
ド
･
ソ
フ
ト
の
施
策
を
総
合
的
に
展
開
し
て
い
く
。

◆
魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り

魅
力
あ
る
観
光
地
づ
く
り
の
た
め
、
観
光
ル
ネ
サ
ン
ス

事
業
の
活
用
や
観
光
地
づ
く
り
を
担
う
人
材
の
育
成
を
進

め
る
と
と
も
に
、
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
強
化
等
を
推

進
す
る
。

◆
外
国
人
観
光
客
の
訪
日
促
進

外
国
人
観
光
客
の
訪
日
を
促
進
す
る
た
め
、
ビ
ジ
ッ

ト

･
ジ
ャ
パ
ン

･
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
高
度
化
や
外
国
人
観

光
客
の
受
入
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る

(図
態
。

◆
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
活
性
化

新
た
な
旅
行
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
観
光
資
源
の
特
性
を
踏

ま
え
た

｢
ニ
ュ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
｣
を
促
進
す
る
。

[地
域
活
性
化
の
た
め
の
条
件
整
備
]

地
域
活
性
化
を
進
め
る
上
で
の
大
前
提
と
し
て
、
ハ
ー

ド
･
ソ
フ
ト
一
体
の
災
害
対
策
や
、
地
域
に
お
け
る
快
適

な
生
活
環
境
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
良
質
な
住
宅
ス

ト
ッ
ク
の
形
成
、総
合
的
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
施
策
の
推
進
、
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図15 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案の枠組み



戦略的な日本ブランドの発信

大規模商談会 (YOKOSO U APAN
トラベルマート) (2006年9月)

韓国国際観光展
【2006年6月)

鬮
海外テレビ局取材班を招裁資し、
日本の旅行番組を制作･放映

鬮 釀豊麗

日中翁観光大臣会合
く2006年7月)

-中国国民訪日団体観光査証の 2007年
発給対象地域の全土拡大 日中文化スポーツ交流年
(3市5省37億人→総億人が対象に〕 日タイ観光交流年

図16 ビジット ･ジャパン ･キャンペーンの高度化

第
□
部
で
は
、
国
土
交
通
行
政
の
動
向
を
横
断
的
政
策

課
題
ご
と
に
報
告
し
て
い
る

(次
頁
参
昭
宅

国
ま
交
通
行
政
の
動
向

課

　　　　
と 都 部

離
島
地
域
･
半
島
地
域
･
豪
雪
地
帯
と
い
っ
た
条
件
不
利

地
域
の
振
興
、
地
理
空
間
情
報
の
活
用
、
地
籍
整
備
を
推



第肛部 国土交通行政の動向

にこた

･成果重視の施策展開……政策評価の推進、事業評価の厳格な実施
･効率性 ･競争性を重視した施策展開……公共事業コスト構造改革の推進など
･新たな国と地方、民間との関係の構築……民間の創意工夫の活用など
･国土 ･社会資本の将来ビジョンの策定……国土形成計画等の策定の推進など
･ I C T の刺活用による国土交通分野のイノベーションの推進
･海洋 ･沿岸域政策の推進

2 しい玉づ り

･観光をめぐる動向……観光立国の意義、国際 ･国内観光と観光産業の現状
･国際観光交流の拡大……ビジット ･ジャパン ･キャンペーンの高度化など
･魅力ある観光地 ･観光産業の創出等
･良好な景観形成等美しい国づくり……良好な景観の形成、誇りを持てる魅力的な景観形成

3 彦 9 ･都 再生の推進

･地域再生 ･都市再生に向けた取組み
･地域再生 ･都市再生を支える施策の推進……地域の自主性 ･裁量性を高めるための取組みなど
･都市再生プロジェクト等の推進……多様で活発な交流と経済活動の実現など

した古人の生き生きとした 、しの

･ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の実現
･少子化社会の子育て環境づくり (｢巣づくり支援｣)
･高齢社会への対応……高齢者が安心して暮らせる生活環境の整備など
･豊かな住生活の実現……住生活基本計画 (全国計画) の推進、良好な宅地供給の推進
･快適な暮らしの実現……下水道整備の推進、都市公園等の整備の推進、水資源の安定供給など
･利便性の高い交通の実現
･ - C Tの利活用……ユビキタス技術を活用した場所情報システムの展開、交通分野の I C T化など

かれ

･交通ネットワークの整備……幹線道路の整備、幹線鉄道ネットワークの整備など
･複数の交通機関の連携強化……マルチモーダルな交通体系の構築、空港への交通アクセス強化
･総合的 ･一体的な物流施策の推進……国際物流機能の強化、効率的な物流システムの構築
･産業の活性化……鉄道関連産業、自動車運動事業、海事産業、航空事業、貨物利用運送事業など

6 女 ･安心 雲の 葉
･自然災害対策……災害に強い安全な国土づくり、災害に備えた体制の充実など
･建築物の安全性確保
･交通分野における安全対策の強化……公共交通機関における安全管理体制の構築など
･危機管理 ･安全保障対策……犯罪 ･テロ対策等の推進、事故災害への対応体制の確立など

“ 美しく良好な環境の保全と創造 -
･地球温暖化対策の推進……京都議定書目標達成計画の実施と見直しなど
･循環型社会の形成促進……建設リサイクル等の推進、循環型資源物流システムの構築など
･豊かで美しい自然環境を保全 ･再生する国土づくり……河川環境の形成、港湾行政のグリーン化など
･健全な水循環系の構築……水環境改善への取組み、水をはぐくむ ･水を上手に使うなど
･海洋環境等の保全
･大気汚染 ･騒音の防止等による生活環境の改善……ヒートアイランド対策など
･地球環境の観測 ･監視 ･予測

l8 多様性をいかした活力ある地域の形成I

･地域 ･国土づくりの方向性……国土計画の推進、地域の拠点形成の促進など
･個性をいかした活力ある地域づくり……地域の連携 ･交流を促進するネットワークの形成など
･地域の足の確保……生活交通路線の確保、離島との交通への支援
･特定地域振興対策の推進……豪雪地帯対策、離島対策、奄美黄島 ･小笠原諸島の振興開発など
･北海道総合開発の推進

49 我が国の持続的発展のための国際的な連携の強化と国際貢献l
･国際的な連携 ･協調メカニズムの構築とイニシアティブの発揮、国際標準への取組みなど



一

は
じ
め
に

国
土
交
通
省
で
は
、
国
が
管
理
す
る
国
道
に
お
け
る
道

路
占
用
料

(以
下

｢道
路
占
用
料
｣
と
い
う
。)
の
改
{

に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
平
成
一
八
年
一
一
月
に

｢道

路
占
用
料
制
度
に
関
す
る
調
査
検
討
会
｣
(委
員
長

…
山

内
弘
隆
一
橋
大
学
大
学
院
商
学
研
究
科
長
･
商
学
部
長
)

を
設
置
し
、
こ
れ
ま
で
五
回
に
わ
た
っ
て
検
討
会
を
開
催

し
て
き
ま
し
た
。

検
討
会
に
お
い
て
道
路
占
用
料
制
度
全
般
に
つ
い
て
検

討
し
た
結
果
、
本
年
三
月
に
報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ

ま
し
た
の
で
、
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、
道
路
占
用
料
制
度
に
関
す
る
調
査
検
討
会
委
員

及
び
検
討
経
緯
に
つ
い
て
は
、
表
1
及
び
表
2
の
と
お
り

で
す
。

表 2 道路占用料制度に関する調査検討会検討経緯

覊

『遣
略
占
爛
料
制
度
に
関
す
る
調
査
検
討
会
』

書
に
う
もも

て

表 1 道路占用料制度に関する調査検討会委員

委員長 :山内
委 員 :内海

新藤
月山

林部

松尾 弘
望月 正善

一橋大学大学院商学研究科長 ･商学部長
東京都建設局道路管理部長
財団法人日本不動産研究所理事 ･鑑定審査部長
道路占用者中央会議代表幹事
独立行政法人日本高速道路保有 ･

債務返済機構総務部長
慶應義塾大学大学院法務研究科教授
静岡市建設局土木部長

◆第1回

令第3回

第 4 回

◆ 第 5回

平成 18 年 1 1月 16日 (木)
道路占用制度及び現行の道路占用料の概要について

道路占用料制度に関する課題について

平成 18年 12月 19日 (火)
道路占用について

使用料率調査について

所在地区分について

公益事業者からのヒアリング

平成 19年 2月 8日 (木)
道路占用料制度に関する検討課題について

平成 19年 2月 2 0日 (火)
道路占用料制度に関する検討課題について

道路占用料制度に関する調査検討会報告書骨子案について

平成 19年 3月 2 7日 (火)
道路占用料制度に関する調査検討会報告書 (案) について

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室



二

報
告
書
の
内
容

報
告
書
は
、
｢
I

占
用
料
制
度
改
定
の
必
要
性
｣
、

｢
□

占
用
料
の
基
本
的
な
考
え
方
｣
、
｢田

占
用
料
改

定
の
方
向
｣
、
｢N

引
き
続
き
検
討
す
べ
き
事
項
こ
、
｢V

参
考
資
料
｣
の
五
つ
の
章
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
下
で
は
、
報
告
書
の
内
容
を
紹
介
し
ま
す

(線
囲
み

部
分
は
報
告
書
の
抜
粋
)。

I

占
用
料
制
度
改
定
の
必
要
性

国
が
管
理
す
る
国
道
に
お
け
る
占
用
料
に
つ
い
て

は
、
道
路
法
施
行
令
別
表
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

現
行
の
別
表
に
お
け
る
占
用
料
は
、
平
成
八
年
四
月

に
改
定
さ
れ
て
以
降
、
見
直
し
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま

現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
間
、
地
価
が
全
国
的
に
下
落
し
て
い
る
と
と

も
に
、
近
年
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な
市
町
村
合
併

が
進
展
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
行
占
用
料
は
、
全
国
の
市
区
町
村
を
三
つ
に
区

分
(①
甲
地
"
二
三
区
･
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
市
、

②
乙
地
…
甲
地
以
外
の
市
、
③
丙
地

…
町
村
)
し
、

各
区
分
毎
に
道
路
価
格
を
基
礎
と
し
て
占
用
料
を
設

定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
区
分
の
構
成
市
町
村
の

変
更
や
こ
れ
に
伴
う
道
路
価
格
の
変
動
は
、
占
用
料

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
占
用
料
の
適
正
な
水
準
を
把
握
す
る
必
要

が
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
占
用
料
の
使
用
料
率
を

定
め
る
際
に
参
考
と
し
て
い
た
国
の
庁
舎
等
の
使
用

又
は
収
益
を
許
可
す
る
場
合
の
土
地
の
使
用
料
の
算

定
基
準
に
お
け
る
全
国
一
律
の
率
が
定
め
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
民
地
に
お
け
る
土

地
の
賃
料
水
準
を
調
査
し
、
占
用
料
算
定
に
用
い
る

使
用
料
率
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
甲
地
の
対
象
市
区
町
村
が
政
令
に
お
い
て

限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
町
村
合
併
等
に

よ
り
甲
地
の
人
口
規
模
に
該
当
す
る
市
と
な
っ
た
場
合

で
も
、
政
令
改
正
に
よ
ら
な
け
れ
ば
区
分
が
変
更
さ
れ

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
町
村
が
市
と

な
っ
た
場
合
に
は
、
自
動
的
に
区
分
が
変
更
と
な
る
た

め
、
制
度
上
の
整
合
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
以
外
に
も
、
各
方
面
か
ら
の
現
行
占
用
料
制

度
に
関
す
る
様
々
な
意
見
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
行

制
度
全
般
に
わ
た
り
、
見
直
し
の
検
討
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

道
路
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
施
行
令
の
別
表
に

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
六
年
度
当
時
の
デ
ー
タ
を
ベ

ー
ス
に
算
定
さ
れ
た
道
路
占
用
料
の
単
価
な
ど
が
規
定
さ

れ
、
平
成
八
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

後
見
直
し
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
間
、
全
国
的
に
地
価
の
値
下
が
り
が
大
き
く

(図

1
)、
市
町
村
合
併
が
進
展
し
て
い
る

(図
2
)
こ
と
な

ど
か
ら
、道
路
占
用
料
の
改
定
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
、

示
示
示
)
)

公
公
公
額
額
)
)
)

8

価
価
価
評
評
額
額
額

H

地
地
地
間
固
評
評
評

(
(
(
(
(

間
固
固

地
地
途
地
地
(
(
(

宅
業
用
宅
業
地
畑
林

野

住
商
全
住
商
宅
田
山

図 1 地価公示価格及び固定資産税評価額の推移 (全国)
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｢規
制
改
革
･
民
間
開
放
推
進
3
か
年
計
画

(再
改
定
)｣

(平
成
一
人
年
三
月
三
十
一
日
閣
議
決
定
)
に
お
い
て
も
、

｢道
路
占
用
料
単
価
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
市
町
村
合
併

の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
平
成
一
人
年
中
に
結
論
を
得
る

こ
と
を
目
途
と
し
て
検
討
す
る
｣
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、道
路
占
用
料
を
改
定
す
る
方
針
と
な
り
ま
し
た
。

　　　
　　

　
　

a

ジ

甜

一

肛

占
用
料
の
基
本
的
な
考
え
方

占
用
料
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
公
共
用
物
の
利
用

に
よ
っ
て
占
用
者
が
受
け
る
利
益
を
徴
収
す
る
と
い

う

｢対
価
説
｣
と
、
公
共
用
物
の
管
理
は
住
民
一
般

の
負
担
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
占
用
は
特
定
人
の
特
別
の
使
用
を
許
し
、

か
つ
、
公
共
用
物
の
管
理
費
用
を
増
加
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
費
用
の
一
部
を
徴
収
し
て
負
担
の

公
平
を
図
る
と
い
う

｢報
償
説
｣
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
占
用
料
算
定
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し

て
は
、
｢対
価
説
｣
に
よ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

引
き
続
き

｢対
価
説
｣
に
基
づ
き
、
道
路
の
利
用
の
対

価
と
し
て
一
般
的
な
土
地
利
用
に
お
け
る
質
料
相
当
額

に
よ
る
べ
き
こ
と
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
占
用
料
制
度
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
道

路
法
令
に
基
づ
く
占
用
物
件
の
構
造
や
工
事
の
実
施

方
法
な
ど
の
制
限
が
あ
る
こ
と
や
、
法
令
に
定
め
る

…
定
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
許
可
が
取
り
消
さ
れ

得
る
内
在
的
制
約
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
占
用
の
権
利

特
性
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
占
用
者
の
予
見
可
能

性
や
大
量
処
理
の
観
点
か
ら
、
シ
ン
プ
ル
で
分
か
り

や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

占
用
料
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
占
用
料
と
し
て

直
接
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
土
地
の
賃
料
に
関
す
る

指
標
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
土
地
の
利
用
の

対
価
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い

る
土
地
の
価
格
に
一
定
の
率
を
乗
じ
る
方
法
に
よ
る

こ
と
と
し
、
よ
っ
て
、
基
本
的
な
算
定
式
に
つ
い
て

は
、
現
行
を
維
持
し
た
次
の
式
と
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。

道
路
占
用
料
の
算
定
は
、
公
共
用
物
で
あ
る
道
路
を
継

続
的
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
占
用
者
が
受
け
る

利
益
を
徴
収
す
る
と
い
う
｢対
価
説
｣
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

一
般
的
な
土
地
利
用
に
お
け
る
賃
料

(地
代
)
相
当
額
に

よ
る
こ
と
が
基
本
と
な
り
、
右
の
よ
う
な
算
定
式
で
占
用

料
の
額
を
求
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
算
定
式
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
標
準
的
な
モ
デ

ル
に
よ
り
政
令
で
単
価
を
規
定
し
て
い
る

｢定
額
物
件
｣

會
阻
柱
、
ガ
ス
管
、
看
板
等
)
と
、
政
令
で
は
土
地
の
時

価
に
乗
じ
る
率
を
定
め
、
近
傍
類
似
の
土
地
の
時
価
と
実

際
の
占
用
面
積
を
用
い
て
個
別
に
占
用
料
額
を
算
定
す
る

｢定
率
物
件
｣
(高
架
下
の
駐
車
場
等
)
に
分
か
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
(占
用
料
収
入
に
お
け
る
各
業
種
の
割
合

は
図
3
を
参
昭
巴

道
路
占
用
料
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
現
行
を

維
持
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
、
具
体
的
な
改
定

つつ こす雪クニー1そ うnnヴく

(基
本
的
な
算
定
式
)

占
用
料
の
額
=

道
路
の
存
す
る
土
地
の
更
地
価
格

(道
路
価
格
)
×

占
用
面
積
×
使
用
料
率
×
修
正
率



足場等

図 3 平成T7年度占用料収入における業種等別割合
(直轄国道)

　　
　
　

水

電

の
方
向
性
に
つ
い
て
次
の
m
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

m

占
用
料
改
定
の
方
向

印
道
路
価
格
に
つ
い
て

①

道
路
価
格
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て

現
行
の
占
用
料
は
、
電
柱
や
ガ
ス
管
な
ど
の
単
位

数
量
当
た
り
の
額
を
定
め
て
い
る
定
額
物
件
と
、
地

下
街
や
高
架
下
の
駐
車
場
等
の
よ
う
に
近
傍
類
似
の

土
地
の
時
価
に
乗
じ
る
率
を
定
め
て
い
る
定
率
物
件

に
分
か
れ
て
お
り
、
定
額
物
件
の
道
路
価
格
に
つ
い

て
は
、
固
定
資
産
税
評
価
額
を
も
と
に
造
成
費

(田

畑
、
山
林
部
分
の
み
)
を
加
算
し
た
も
の
と
し
、
定

率
物
件
の
道
路
価
格
に
つ
い
て
は
、
近
傍
類
似
の
土

地
の
時
価
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
来
、
道
路
価
格
は
、
個
々
の
場
所
ご
と
に
異
な

る
も
の
で
あ
り
、
占
用
料
も
個
々
の
道
路
価
格
に
よ

り
求
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
定
額
物
件
に
つ
い
て
は
、
大
量

処
理
が
必
要
で
あ
り
、
地
下
埋
設
管
の
よ
う
に
相
当

区
間
の
道
路
を
連
続
的
に
占
用
す
る
も
の
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
個
々
の
場
所
ご
と
に
価
格
を
調
査
し
、
占

用
料
を
求
め
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。

こ
の
た
め
、
平
均
的
な
道
路
価
格
を
求
め
て
算
定

す
る
こ
と
と
な
る
が
、
占
用
料
算
定
の
た
め
に
改
め

て
道
路
価
格
を
調
査
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
既
存
の
調
査
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
な
か

で
も
、
調
査
地
点
数
が
多
く
、
全
国
の
全
て
の
用
途

の
土
地
が
評
価
、
集
計
さ
れ
て
い
る
な
ど
他
の
調
査

に
比
べ
て
優
れ
た
点
を
有
す
る
固
定
資
産
税
評
価
額

を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
定
率
物
件
に
つ
い
て
は
、
定
額
物
件
と
比

較
し
て
は
る
か
に
数
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

周
辺
の
民
地
に
お
い
て
も
同
様
の
事
業
が
行
わ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
民
地
に
お
け
る
事
業
と
の
均
衡
か
ら

み
て
も
個
々
具
体
の
立
地
に
即
し
て
道
路
価
格
を
算

定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
傍
類
似

の
土
地
の
時
価
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
定
額
物
件
の
道
路
価
格
に
つ
い
て
、
固
定

資
産
税
評
価
額
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
の
で
は
な

く
、
道
路
と
し
て
の
用
途
限
定
性
が
あ
る
た
め
私
道

評
価
同
様
の
減
価
補
正
が
必
要
で
は
な
い
か
と
の
意

見
も
あ
っ
た
が
、
物
件
を
設
置
し
て
一
定
の
土
地
を

利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益

(利
用
価
値
)

は
、
道
路
も
宅
地
等
も
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
ま

た
、
例
え
宅
地
な
ど
地
価
の
高
い
土
地
で
あ
っ
て
も

道
路
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
に

か
ん
が
み
れ
ば
、
減
価
補
正
の
必
要
は
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

道
路
価
格
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
考
え
方
を
維
持
し

た
次
の
式
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

前
述
の
算
定
式
に
よ
り
、
｢定
額
物
件
｣
に
つ
い
て
は

固
定
資
産
税
評
価
額
を
基
に
甲
地
･
乙
地
･
丙
地
そ
れ
ぞ

れ
の
平
均
的
な
道
路
価
格
を
算
出
し
、
｢定
率
物
件
｣
に

つ
い
て
は
近
傍
類
似
の
土
地
の
時
価
を
基
に
個
別
の
占
用

ご
と
に
道
路
価
格
を
算
出
し
ま
す
。

②

道
路
価
格
へ
の
地
価
動
向
の
反
映
に
つ
い
て

定
額
物
件
の
道
路
価
格
=

固
定
資
産
税
評
価
額

(所
在
地
区
分
毎
の
該
当
地
目
の
平
均
値
)
+

造
成
費

(田
畑
、
山
林
部
分
の
み
)

定
率
物
件
の
道
路
価
格
=
近
傍
類
似
の
土
地
の
時
価



近
年
の
地
価
下
落
の
動
向
を
道
路
価
格
へ
反
映
さ

せ
る
た
め
、
直
近
の
値
で
あ
る
平
成
一
人
年
度
の
固

定
資
産
税
評
価
額
に
よ
り
道
路
価
格
を
算
出
す
る
必

要
が
あ
る
。

道
路
占
用
料
の
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
｢定
額
物
件
｣

の
道
路
価
格
に
つ
い
て
、
利
用
で
き
る
最
新
デ
ー
タ
で
あ

る
平
成
一
人
年
度
の
固
定
資
産
税
評
価
額
を
基
礎
と
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
｢定
額
物
件
｣
に
つ
い
て
適
正
な
占
用
料
単
価
と

す
る
た
め
、
固
定
資
産
税
評
価
額
の
評
価
時
点
と
、
次
で
述

べ
ら
れ
る
使
用
料
率
を
設
定
す
る
に
当
た
っ
て
行
う
こ
と
と

な
る
調
査
の
時
点
を
あ
わ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

②

使
用
料
率
に
つ
い
て

①

使
用
料
率
の
設
定
方
法
に
つ
い
て

ア

新
た
な
使
用
料
率
を
設
定
す
る
必
要
性

現
行
占
用
料
の
算
定
に
お
け
る
使
用
料
率

(地
価

に
対
す
る
賃
料
の
割
合
)
に
つ
い
て
は
、

国
の
庁

舎
等
の
使
用
又
は
収
益
を
許
可
す
る
場
合
の
土
地
の

使
用
料
の
算
定
基
準
に
お
け
る
全
国

一
律
の
率

(｢国
の
庁
舎
等
の
使
用
又
は
収
益
を
許
可
す
る
場
合

の
取
扱
い
の
基
準
に
つ
い
て

(昭
和
三
三
年
一
月
七

日
蔵
管
第

一
号
))
を
参
考
と
し
て
い
た
が
、
現
在

こ
の
率
は
、
民
間
賃
料
水
準
を
よ
り
的
確
に
反
映
さ

せ
る
た
め
、
全
国
一
律
の
率
で
は
な
く
、
個
々
に
周

辺
の
賃
貸
取
引
事
例
等
を
十
分
調
査
の
上
、
算
定
を

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
占
用
料
の
算
定
に
お
い
て
は
、
大
量
処

理
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
占
用
物
件
ご
と
に

個
々
に
周
辺
の
賃
貸
取
引
事
例
等
を
十
分
調
査
の

上
、
使
用
料
率
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
費
用
、
人
員
、

事
務
の
効
率
化
の
観
点
か
ら
困
難
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
従
前
の
使
用
料
率
に
代
わ
る
使
用
料

率
を
新
た
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
用
い
て
い
る
国
の
庁
舎
等
の
使
用
又
は
収
益

を
許
可
す
る
場
合
の
土
地
の
使
用
料
の
算
定
基
準
に
お
け

る
全
国
一
律
の
率
が
設
定
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、

道
路
占
用
料
の
改
定
に
当
た
り
、
新
た
に
使
用
料
率
を
設

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
道
路
占
用
料
は

｢対
価
説
｣
に

よ
っ
て
い
る
た
め
、
基
本
的
に
は
一
般
的
な
土
地
利
用
に

お
け
る
賃
料

(地
代
)
相
当
額
と
さ
れ
ま
す
が
、
賃
料
に

も
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
調
査
方
法
も
い
ろ
い
ろ
考
え
ら

れ
ま
す
。使
用
料
率
を
新
た
に
設
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

次
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
す
賃
料
に
関
す
る
調
査
結
果
に

基
づ
く
べ
き
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

イ

設
定
す
べ
き
使
用
料
率

占
用
料
の
算
定
に
用
い
る
べ
き
使
用
料
率
に
つ
い

て
は
、
占
用
料
が
一
般
的
な
土
地
利
用
に
お
け
る
賃

料
相
当
額
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が

み
れ
ば
、
見
直
し
時
期
の
直
近
の
時
期
に
お
け
る
民

間
の
土
地
の
賃
料
水
準
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
全
国
的
な
調
査
等
で
あ
っ
て
、
新
規
賃
料
か
つ

正
常
賃
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
質
賃
料
を
用
い
て

算
出
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
占
用
料
の
算
定
に

当
た
っ
て
は
、
占
用
の
権
利
特
性
を
勘
案
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
権
利
特
性
が
類
似

す
る
も
の
を
調
査
し
、
新
た
な
使
用
料
率
を
設
定
す

べ
き
で
あ
る
。

道
路
占
用
料
の
算
定
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
使
用
料

率
は
、
こ
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

土
地
の
賃
料
に
関
す
る
既
存
の
指
標
と
し
て
は
次
の
よ

う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
国
土
交
通
省
に
お

い
て
実
施
し
た

｢道
路
占
用
料
算
定
の
た
め
の
使
用
料
率

調
査
｣
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

ウ

使
用
料
率
の
設
定
に
係
る
検
討

現
在
、
土
地
の
民
間
賃
料
水
準
に
関
す
る
既
存
の

指
標
と
し
て
は
、
非
常
に
限
定
的
な
も
の
し
か
存
在

し
て
お
ら
ず
、
使
用
料
率
と
し
て
直
接
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
状
況
で
あ
る
が
、

参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
民
事
法

定
利
率

(五
%
)、
商
事
法
定
利
率

(六
%
)、
法
人



税
に
お
け
る
使
用
の
対
価
と
し
て
の
相
当
の
地
代
と

し
て
の
率

(六
%
)、
公
共
用
地
の
取
得
に
伴
う
損
失

補
償
基
準
細
則
に
お
け
る
土
地
の
使
用
に
係
る
補
償

の
率

(六
%
又
は
五
%
)、
定
期
借
地
権
付
持
家
の
土

地
価
格
に
対
す
る
地
代
の
割
合

(
一
･
九
%
等

…
平

成
一
七
年
度
定
期
借
地
権
供
給
実
態
調
査
報
告
書

(平
成
一
八
年
三
月
国
土
交
通
省
土
地
･
水
資
源
局
土

地
政
策
課
土
地
市
場
企
画
室
)
よ
り
)
が
あ
る
。

他
方
、
国
に
お
い
て
は
、
全
国
の
各
市
区
町
村
に

お
け
る
民
間
賃
料
水
準
を
把
握
す
る
た
め
、
使
用
料

率
の
調
査

(｢道
路
占
用
料
算
定
の
た
め
の
使
用
料

率
調
査
｣
)
を
行
っ
て
お
り
、
当
該
調
査
に
お
い
て

は
、
各
市
区
町
村
の
平
均
地
及
び
商
業
地
に
お
け
る

標
準
的
な
使
用
料
率
を
求
め
る
た
め
、
各
市
区
町
村

を
代
表
す
る
調
査
地
点
を
設
定
し
、
当
該
調
査
地
点

に
お
け
る
土
地
の
賃
貸
借
を
想
定
の
う
え
、
各
調
査

地
点
の
所
在
地
域
に
精
通
し
た
不
動
産
鑑
定
士
が
賃

料
を
査
定
し
、
使
用
料
率
を
算
出
し
て
い
る
。

土
地
の
賃
貸
借
に
お
い
て
借
地
借
家
法
の
対
象
で

あ
る
か
否
か
は
賃
料
に
影
響
を
与
え
る
重
要
な
要
素

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
調
査
に
お
い
て
は
、
建
物

所
有
を
目
的
と
せ
ず
、
ま
た
、
全
国
的
な
比
較
検
証

が
可
能
な
も
の
等
の
要
件
を
満
た
し
、
占
用
に
態
様

が
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、
平
面
式

(屋
根
な
し
)

の
月
極
駐
車
場
を
想
定
し
、
賃
料
を
査
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
既
存
の
指
標
を
比
較
し
つ
つ
、
道
路
占
用
料

を
算
定
す
る
た
め
の
使
用
料
率
と
し
て
設
定
で
き
る
か
ど
う

か
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
結
論
と
し
て
は
、
次
の
と
お
り
、

国
土
交
通
省
に
お
い
て
実
施
し
た

｢道
路
占
用
料
算
定
の
た

め
の
使
用
料
率
調
査
｣
以
外
に
直
接
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
は
な
く
、
同
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
新
た
な
使
用
料
率

を
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
同
調
査
は
、
全
国
の
市
区
町
村
の
代
表
地
点
に

つ
い
て
、
平
面
式

(屋
根
な
し
)
の
月
極
駐
車
場
を
想
定

の
上
、
賃
料

(地
代
)
を
不
動
産
鑑
定
士
が
査
定
し
、
地

価
に
対
す
る
賃
料
の
割
合

(使
用
料
率
)
を
調
査
し
て
い

ま
す
が
、
こ
の
調
査
結
果
の
う
ち
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な

率
を
道
路
占
用
料
の
使
用
料
率
と
し
て
用
い
る
べ
き
か
に

つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

工

使
用
料
率
の
設
定
方
法

使
用
料
率
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
上
記
イ
を
満

た
す
も
の
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
既
存
の
指
標
で
は
、

事
例
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
や
偏
り
が
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
国
が
行
っ
た

｢道
路
占
用
料
算
定
の
た
め

の
使
用
料
率
調
査
｣
の
結
果
の
他
に
直
接
用
い
る
こ

と
が
可
能
な
も
の
も
見
当
た
ら
な
い
。

こ
の
た
め
、
当
該
調
査
結
果
を
基
本
と
し
つ
つ
、

公
的
利
率
や
賃
貸
借
事
例
に
お
け
る
率
な
ど
を
参
考

と
し
て
、
そ
の
妥
当
性
を
検
討
し
た
上
で
、
土
地
の

賃
貸
借
と
占
用
と
の
権
利
特
性
の
相
違
を
補
正
す
る

な
ど
し
て
適
当
な
率
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
、
道
路
に
つ
い
て
生
じ
る
諸
経
費
か
ら
使
用

料
率
を
考
え
る
と
、
民
地
と
異
な
り
道
路
に
は
通
常
公

租
公
課
は
課
さ
れ
な
い
一
方
、
道
路
で
あ
る
こ
と
に
よ

る
管
理
コ
ス
ト
も
大
き
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
一

概
に
算
定
し
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
観
点
で
の
率
の
調
整
は
困
難
で
あ
る
。

当
該
調
査
に
お
い
て
は
、
公
租
公
課
相
当
額
を
含

む
率

(時
価
ベ
ー
ス
平
均
地
%
三

･
一
七
、
固
定

資
産
税
評
価
額
ベ
ー
ス
平
均
地
四
･
五
三
%
)
と

こ
れ
を
除
く
率

(時
価
ベ
ー
ス

平
均
地
二

･
五

二
%
、
固
定
資
産
税
評
価
額
ベ
ー
ス
平
均
地
三
･

六
0
%
)
を
調
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
現
実
に
は
公

租
公
課
が
課
さ
れ
て
い
な
い
点
や
上
記
の
補
正
の
観

点
な
ど
を
勘
案
し
て
、
占
用
料
の
使
用
料
率
と
し
て

｢公
租
公
課
相
当
額
を
除
く
率
｣
を
用
い
る
こ
と
に

つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

道
路
に
は
、
通
常
公
租
公
課
が
課
さ
れ
な
い
点
や
、
土

地
の
賃
貸
借
と
占
用
許
可
と
い
う
行
政
処
分
に
基
づ
く
占

用
と
の
権
利
の
相
違
な
ど
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
同
調
査

結
果
の
う
ち

｢公
租
公
課
を
除
く
率
｣
(時
価
ベ
ー
ス
平

均
地
二
･
五
二
%
、
固
定
資
産
税
評
価
額
ベ
ー
ス
平
均

地
三
･
六
0
%
)
を
用
い
る
べ
き
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い

ま
す

(現
行
で
は
、
時
価
ベ
ー
ス

一
･
八
%
、
固
定
資

産
税
評
価
額
ベ
ー
ス

ニ
･
六
%
)。



な
お
、
道
路
占
用
料
の
算
定
に
当
た
り
、
｢時
価
ベ
ー

ス
｣
は
定
率
物
件
に
用
い
、
｢固
定
資
産
税
評
価
額
ベ
ー

ス
｣
は
定
額
物
件
に
用
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
率
に
差

が
あ
る
の
は
、
土
地
評
価
の
方
法
に
差
が
あ
る
た
め
で
あ

り
、
｢時
価

(公
示
価
格
)｣
と

｢固
定
資
産
税
評
価
額
｣

に
つ
い
て
、
通
常
前
者
が
後
者
の
7
/
10
と
い
う
関
係
で

あ
る
た
め
、
逆
に
使
用
料
率
で
は
二
･
五
二
%

(時
価
ベ

ー
ス
)
×
10
/
7
=
三
･
六
〇

(固
定
資
産
税
評
価
額
ベ

ー
ス
)
の
関
係
と
す
る
こ
と
で
最
終
的
な
占
用
料
水
準
を

合
わ
せ
て
い
ま
す
。

将
来
の
占
用
料
改
定
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
が
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

国
の
庁
全
量
寸
の
使
用
又
は
収
益
を
許
可
す
る
場
合
の
土

地
の
使
用
料
の
算
定
基
準
に
お
け
る
全
国
一
律
の
率
が
定

め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
道
路
占
用
料
の
改
定
の

度
に
、
新
た
な
使
用
料
率
の
設
定
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
今
回
の
調
査
方
法
以
外
に
も
、
将
来
改
定
し
よ

う
と
す
る
時
の
土
地
賃
貸
借
の
市
場
動
向
に
よ
っ
て
は
、

よ
り
適
切
な
調
査
方
法
や
指
標
が
な
い
か
ど
う
か
を
検
討

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
使
用
料
率
と
土
地
価
格
は
セ
ッ
ト
で
見
直
す
べ

き
で
あ
り
、
両
者
の
調
査
時
点
が
で
き
る
だ
け
一
致
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
結
果
に
基
づ
く

使
用
料
率
は
あ
く
ま
で
全
国
平
均
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が

必
要
で
す
。

現
行
の
定
額
物
件
の
道
路
占
用
料
に
お
い
て
は
、
道
路

価
格
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
固
定
資
産
税
評
価
額
の
地
目

を
平
均
地
と
商
業
地
に
分
け
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
乗
じ

る
使
用
料
率
は
一
律
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
調
査
に
お
い
て
は
、
平
均
地

と
商
業
地
を
分
け
て
使
用
料
率
を
調
査
し
て
お
り
、
地
目

に
対
応
し
た
使
用
料
率
を
分
け
て
設
定
す
る
こ
と
も
検
討

す
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
価
の
下
落
状
況
及
び
使
用
料
率
の
上
昇
幅
を
勘
案
す

る
こ
と
に
よ
り
、
現
時
点
で
も
、
改
定
後
の
占
用
料
額
の

大
ま
か
な
動
向
が
推
測
で
き
ま
す

(図
4
参
照
)。

見
直
し
に
よ
る
道
路
価
格
の
下
落
が
大
き
い
定
額
物
件

に
つ
い
て
は
占
用
料
水
準
が
引
き
下
げ
と
な
る
一
方
、
毎

年
の
占
用
料
算
定
に
当
た
っ
て
近
傍
類
似
の
土
地
の
時
価

を
用
い
る

(よ
っ
て
、
既
に
地
価
水
準
の
下
落
が
こ
れ
ま

で
に
継
続
し
て
反
映
さ
れ
て
き
た
)
定
率
物
件
に
つ
い
て

は
、
使
用
料
率
の
上
昇
の
影
響
を
受
け
、
前
年
度
と
比
べ

れ
ば
占
用
料
額
が
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
全
体
的
に
は
引
き
下
げ
が
予
想
さ
れ
る
定
額
物

件
で
あ
っ
て
も
、
個
別
箇
所
に
つ
い
て
見
れ
ば
市
町
村
合
併

や
所
在
地
区
分
の
変
更
の
影
響
を
受
け
て
占
用
料
額
が
上
昇

オ

将
来
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

今
回
の
国
の

｢道
路
占
用
料
算
定
の
た
め
の
使
用

料
率
調
査
｣
は
、
平
面
式

(屋
根
な
し
)
の
月
極
駐

車
場
を
現
時
点
で
の
最
適
な
想
定
事
例
と
し
て
、
当

該
調
査
結
果
を
使
用
料
率
の
検
討
の
基
本
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
将
来
に
お
け
る
占
用
料
の
見
直
し
に

際
し
て
は
、
土
地
賃
貸
借
の
市
場
動
向
に
よ
っ
て
は
、

よ
り
適
切
な
事
例
に
つ
い
て
模
索
す
る
な
ど
、
一
層

の
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
使
用
料
率
は
、
土
地
価
格
に
対
す
る
質
料

の
割
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
見
直
し
を
検

討
す
る
際
に
は
、
今
回
同
様
、
道
路
価
格
と
使
用
料

率
を
あ
わ
せ
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

②

地
目
に
応
じ
た
使
用
料
率
の
設
定
に
つ
い
て

定
額
物
件
に
つ
い
て
は
、
占
用
物
件
の
性
格
に
応

じ
て
地
目

(平
均
地
又
は
商
業
地
)
を
設
定
し
て
道

路
価
格
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
地
目
に
対
応

し
て
使
用
料
率
を
分
け
て
設
定
す
る
こ
と
も
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

《
㈲
及
び
②
に
よ
る
占
用
料
の
動
向
》

前
回
改
定
時
か
ら
の
地
価
の
下
落
及
び
新
た
に

用
い
ら
れ
る
使
用
料
率
と
を
あ
わ
せ
て
勘
案
す
る

と
、
定
額
物
件
に
つ
い
て
は
占
用
料
水
準
が
引
き
下

げ
と
な
り
、
定
率
物
件
に
つ
い
て
は
近
傍
類
似
の
土

地
の
時
価
に
乗
じ
る
率
が
引
き
上
げ
と
な
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。



す
る
場
合
も
あ
り
、
一
概
に
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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修
正
率
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
占
用
の
形

態
に
よ
る
土
地
の
利
用
制
約
を
補
正
す
る
観
点
か
ら

定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

①

上
空
と
地
下
の
修
正
率
に
つ
い
て

現
行
の
修
正
率
は
、
上
空
よ
り
も
地
下
の
方
が
道

路
の
目
的
で
あ
る
安
全
、
快
適
な
通
行
へ
の
影
響
が

少
な
く
、
地
下
を
低
く
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
民
間
の
土
地
賃
貸
借
の
実
態
を
参
考
と

し
て
、
上
空
2
/
3
、
地
下
1
/
3
と
し
て
い
る
。

利
用
制
約
に
よ
る
補
正
の
観
点
に
加
え
、
道
路
の

本
来
の
効
用
に
対
す
る
影
響
、
電
線
類
地
中
化
推
進

等
の
政
策
的
観
点
も
考
慮
し
つ
つ
、
単
純
に
当
て
は

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
公
共
用
地
の
取
得

に
伴
う
損
失
補
償
基
準
等
を
参
考
に
見
直
し
を
検
討

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
o

な
お
、
具
体
の
修
正
率
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、

地
下
に
占
用
物
件
が
あ
る
方
が
道
路
の
本
来
の
効
用

に
対
す
る
影
響
が
少
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
減
額

幅
は
上
空
よ
り
地
下
を
大
き
く
す
る
べ
き
で
あ
る
。

地価水準

固定資産税評価額

｢の“t辞書そ で、′ は、 だ公
料算出時の道路価格の水準 (地方税
の特例措置にならい3/ 4 (商業地
　　　
格等の概要調書 (総務省)における
より、｢商業地｣は、第4表の商業地
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図

次
に
、
上
空

.
地
下
.
高
架
下
な
ど
、
特
殊
な
場
所
に

お
け
る
占
用
の
形
態
に
よ
る
土
地
の
利
用
制
約
を
補
正
す

る
た
め
の

｢修
正
求土

に
つ
い
て
で
す
。

上
空
の
修
正
率
に
つ
い
て
は
電
線
な
ど
に
、
地
下
の
修

正
率
に
つ
い
て
は
埋
設
さ
れ
て
い
る
ガ
ス
管
な
ど
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
占
用
料
単
価
を
決
定
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。

占
用
物
件
が
道
路
の
本
来
の
効
用
に
与
え
る
影
響
か
ら

考
え
た
場
合
に
は
、
路
面
等
V
上
空
V
地
下
の
関
係
と
な

る
べ
き
で
あ
り
、
今
後
も
こ
の
関
係
は
維
持
す
べ
き
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
現
行
で
は
、
路
面
等
を
占
用
す
る
場
合
の
占
用

料
を
1
と
す
る
と
、
上
空
が
2
/
3
、
地
下
が
1
/
3
と

な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
高
架
下
等
に
お
け
る
定
率
物
件
に
つ
い
て
は
、

甲
･
乙
･
丙
の
所
在
地
区
分
ご
と
、
か
つ
、
実
際
に
占
用

さ
れ
る
施
設
の
階
数
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
近
傍
類
似
の
土

o

大

瑳
の

出

等

維

価地

②

高
架
下
等
の
修
正
率
に
つ
い
て

高
架
下
等
に
設
け
る
施
設
や
地
下
街
等
に
つ
い
て

は
、
階
数
に
よ
る
修
正
率
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
高
架
下
等
に
設
け
る
施
設
に
つ
い
て
は
、

甲
乙
丙
の
地
域
ご
と
に
よ
る
土
地
の
利
用
制
約
の
度

合
い
を
考
慮
し
た
修
正
率
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
対
価
説
の
観
点
や
、
今
回

の
使
用
料
率
の
設
定
の
基
本
と
な
る
調
査
が
最
有
効

使
用
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
平
面
式

(屋

根
な
し
)
の
月
極
駐
車
場
使
用
を
想
定
し
て
算
出
し

た
率
で
あ
る
こ
と
、
現
実
の
利
用
も
平
面
利
用
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
そ
の
見
直

し
を
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。



地
の
時
価
に
乗
じ
る
率
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
甲
地
の
1
階
建
て

(平
置
き
)

の
場
合
に
は
、
1
/
2
×
1
/
2
=
1
/
4
と
い
う
修
正

率
が
現
在
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
行
で
は
、
全
国
の
市
区
町
村
を
甲
地

(東
京
二
三
区

及
び
一
部
の
都
市
の
区
域
)、
乙
地

(市
の
区
域
で
甲
地

以
外
の
も
の
)
及
び
丙
地

(町
村
の
区
域
)
に
分
け
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
区
分
の
方
法
は
、
地
価
水
準
か
ら
厳
密
に

分
け
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
区
域
の
明
確
性
や
制

度
の
安
定
性
の
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
こ
の
よ
う
な
三
区

分
が
適
当
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
現
行
の

｢人
口
五
〇
万

人
以
上
の
市
｣
の
考
え
方
が
、
政
令
指
定
都
市
の
要

件
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
市
町
村
合
併
に
よ
る
面
積

増
に
よ
っ
て
人
口
五
〇
万
人
以
上
と
な
っ
た
市
を
除

け
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
｢都
の
特
別
区

の
存
す
る
区
域
及
び
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条

の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
区
域
｣
と
す
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
。

な
お
、
新
た
に
政
令
指
定
都
市
と
な
っ
た
場
合
に

お
け
る
激
変
緩
和
措
置
に
つ
い
て
は
、
別
途
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。

現
行
の
甲
地
の
考
え
方
は
、
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
市

で
あ
る
こ
と
を

一
つ
の
目
安
と
し
て
限
定
列
挙
し
た
も
の

で
す
が
、
市
町
村
合
併
や
人
工
の
自
然
増
減
な
ど
が
生
じ

て
も
政
令
改
正
を
し
な
い
限
り
占
用
料
制
度
が
対
応
で
き

な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。
報
告
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
限

定
列
挙
方
式
を
改
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
、
例

え
ば
、
東
京
二
三
区
+
政
令
指
定
都
市
と
い
う
よ
う
な
定

義
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

回

占
用
物
件
区
分
に
つ
い
て

地
下
埋
設
管
の
管
径
区
分
の
細
分
化
に
つ
い
て

現
行
の
地
下
埋
設
管
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
管
の
外

径
に
よ
り
六
つ
に
区
分
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
該
区
分
の
細
分
化
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
際
に

㈲

所
在
地
区
分
に
つ
い
て

①

現
行
の
所
在
地
区
分
に
つ
い
て

現
行
の
所
在
地
区
分
に
つ
い
て
は
、
地
価
水
準
が

地
域
に
よ
り
異
な
る
こ
と
か
ら
甲
地
、
乙
地
、
丙
地

の
三
つ
に
区
分
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
地
価
水
準
に
つ
い
て
は
、
区
分
数
を
増
や
し

て
細
分
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
精
緻
に
道
路
価

格
に
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
が
、
仮
に
厳
密

に
地
価
水
準
に
よ
り
区
分
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
各
区
分
と
も
対
象
市
区
町
村
を
限
定
列
挙
す
る

こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
、
地
価
変
動
に
よ
り
各
区
分

の
対
象
市
区
町
村
が
頻
繁
に
変
動
す
る
こ
と
か
ら
、

制
度
と
し
て
不
安
定
と
な
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
頻
繁
な
政

令
改
正
は
実
務
上
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
厳
密
に

地
価
水
準
に
よ
り
区
分
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
占
用
者
及
び
道
路
管
理
者
の
双
方
に
と

っ
て
、
明
確
性
や
制
度
の
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
三
区

分
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②

甲
地
の
定
義
に
つ
い
て

現
行
甲
地
の
対
象
市
区
町
村
は
、
都
市
の
人
口
と

地
価
に
あ
る
程
度
の
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
た
こ
と

や
政
令
指
定
都
市
の
要
件
を
参
考
と
し
て
、
基
本
的

に
は
、
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
市
を
限
定
列
挙
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

町
村
が
市
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
所
在
地
区
分
が

丙
地
か
ら
乙
地
に
自
動
的
に
変
更
と
な
る
一
方
で
、

対
象
が
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
甲
地
に
つ
い
て
は
、

市
町
村
合
併
等
に
よ
り
甲
地
の
人
口
規
模
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
政
令
改
正
を
行
わ
な

い
限
り
区
分
が
変
更
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
現
行
甲
地
の
区
分
の
考
え
方
に
つ
い

て
は
、
乙
地
及
び
丙
地
の
区
分
を
限
定
列
挙
す
る
こ

と
が
現
実
的
で
は
な
く
、
町
村
が
市
に
な
っ
た
場
合

と
の
制
度
上
の
整
合
を
図
る
観
点
か
ら
、
現
行
甲
地

の
限
定
列
挙
方
式
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。



は
、
占
用
の
実
態
に
見
合
っ
た
形
で
見
直
す
こ
と
が

適
当
で
あ
る
。

な
お
、
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
、

指
定
区
間
内
の
国
道
の
占
用
実
態
か
ら
判
断
す
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
条
例
で
定
め
る
占
用
料
へ
の
影
響

に
つ
い
て
も
考
慮
し
た
上
で
、
細
分
化
を
検
討
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ガ
ス
管
な
ど
の
地
下
埋
設
管
に
つ
い
て
は
、
管
の
外
径

(太
さ
)
に
よ
り
占
用
料
単
価
が
異
な
り
、
現
在
六
区
分

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
占
用
料
制
度
の
見
直
し
に
当
た
っ
て

細
分
化
が
要
望
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

◎

激
変
緩
和
措
置
に
つ
い
て

市
町
村
合
併
等
に
よ
る
区
分
の
格
上
げ
等
に
つ
い
て

現
行
制
度
に
お
い
て
は
、
市
町
村
合
併
等
に
よ
り
町

村
が
市
と
な
っ
た
場
合
、
所
在
地
区
分
が
丙
か
ら
乙
に

変
更
と
な
り
、
乙
の
単
価
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
場
合
、
当
該
変
更
と
な
っ
た
町
村
の
道
路
価

格
が
、
乙
の
占
用
料
単
価
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
既
に
許
可
を
受
け
て
占
用

し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
占
用
の
実
態
が
変
わ

ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
占
用
料
の
適
用
区
分
が

変
更
と
な
り
、
占
用
料
が
上
昇
す
る
こ
と
と
な
る
。

区
分
が
変
更
と
な
っ
た
町
村
の
道
路
価
格
を
占
用

料
単
価
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
規
模

な
合
併
等
に
よ
る
も
の
以
外
は
政
令
別
表
で
定
め
る

占
用
料
単
価
へ
の
影
響
も
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
も
の
の
、
本
来
は
、
占
用
料
算
定
の
基
礎

と
な
る
所
在
地
区
分
に
変
更
が
あ
る
こ
と
か
ら
市
町

村
合
併
等
の
度
に
政
令
を
見
直
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
行
政
界
に
よ
り
区
分
し

て
い
る
以
上
、
合
併
等
の
影
響
は
免
れ
な
い
と
こ
ろ
と

考
え
ら
れ
る
が
、
市
町
村
合
併
等
の
都
度
政
令
を
見
直

す
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、

占
用
料
改
定
を
こ
れ
ま
で
よ
り
短
い
一
定
期
間
ご
と
に

行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

既
存
の
占
用
物
件
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
合
併
等

に
よ
る
区
分
の
格
上
げ
や
占
用
料
制
度
の
変
更
に
伴

う
具
体
の
占
用
料
の
上
昇
が
あ
る
場
合
、
占
用
者
の

負
担
を
考
慮
し
、
激
変
緩
和
措
置
を
設
け
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
激
変
緩
和
措
置
に
つ
い
て
は
、
占
用
料
の

上
昇
幅
や
占
用
料
改
定
の
間
隔
に
つ
い
て
も
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
。

行
政
界
に
よ
り
所
在
地
区
分
を
設
け
て
い
る
以
上
、
占

用
料
制
度
が
市
町
村
合
併
の
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
こ
と

は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
町
村
合
併
に
よ
り
市
が

で
き
た
場
合
に
は
、
丙
地
だ
っ
た
区
域
が
乙
地
に
な
り
、

道
路
占
用
料
が
全
体
的
に
上
昇
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
既
存
の
占
用
物
件
か
ら
見
れ
ば
、
占
用
の
状
態

は
変
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
激
変
緩
和
措
置
を
設
け
て
占
用

者
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
報
告
書
に
は
、
道
路
占
用
料
の
改
定
に
当
た

っ
て
検
討
す
べ
き
論
点
と
し
て
、
有
料
道
路
に
お
い
て
公

租
公
課
が
課
さ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
の
検
討
や
、
今
後
は

三
年
に
一
度
の
改
定
を
検
討
す
べ
き
こ
と
な
ど
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
今
回
の
道
路
占
用
料
改
定
に
際
し
て
措
置
す

る
こ
と
は
適
当
で
な
い
も
の
の
、
｢N

引
き
続
き
検
討

す
べ
き
事
項
｣
と
し
て
、
売
上
収
入
額
を
勘
案
し
た
占
用

料
の
適
用
対
象
、
政
策
的
な
占
用
料
、
道
路
法
第
三
十
九

条
第
二
項
但
書
の
政
令
に
つ
い
て
、
中
長
期
的
な
検
討
課

題
と
整
理
さ
れ
て
い
ま
す

(こ
れ
ら
の
報
告
書
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
誌
面
の
都
合
上
、
省
略
)。

三

ま
と
め

道
路
占
用
料
が
規
定
さ
れ
て
い
る
道
路
法
施
行
令
別
表

や
そ
れ
に
基
づ
く
実
際
の
占
用
料
額
は
、
こ
の
よ
う
な
複

雑
な
算
定
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
結
果
で
す
。

今
後
は
、
三
で
述
べ
た
道
路
占
用
料
制
度
に
関
す
る
調

査
検
討
会
報
告
書
の
提
言
の
内
容
を
踏
ま
え
た
道
路
占
用

料
制
度
の
改
定
に
向
け
、
道
路
法
施
行
令
の
見
直
し
を
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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長
寿
命
化
修
繕
謝
鬮

簾
電
事
業
費
補
助
制
度
の
創
講
に
つ
い
て

道
路
局
地
方
道

･
環
境
課

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
今
後
、
老
朽
化
橋
梁
が

増
大
し
、
急
速
に
進
む
更
新
時
代
へ
の
流
れ
を
踏
ま
え
、

定
期
点
検
に
よ
る
既
設
橋
梁
の
健
全
度
の
把
握
、
予
防
保

全
に
よ
る
長
寿
命
化
、
計
画
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
そ
の

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
る
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
の
縮

減
･
適
正
化

(図
3
)
を
一
連
の
仕
組
み
と
し
て
着
実
に

進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

道
路
の
安
全
性

･
信
頼
性
は
、
路
線
と
し
て
は
も
と
よ

り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
も
、
そ
の
機
能
を
確
保
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
轄
国
道
を
は
じ
め
と

し
て
、
自
治
体
管
理
の
橋
梁
に
お
い
て
も
、
定
期
点
検
等

に
よ
る
健
全
度
の
把
握
を
促
進
し
、
従
来
の
事
後
的
な
修

繕
及
び
架
替
え
か
ら
予
防
的
な
修
繕
及
び
計
画
的
な
架
替

え
へ
と
政
策
転
換
を
図
る
と
と
も
に
、
橋
梁
の
長
寿
命
化

及
び
橋
梁
の
修
繕
･
架
替
え
に
係
る
費
用
の
縮
減
を
図
り

つ
つ
、
地
域
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
全
性

･
信
頼
性

一
、制
度
創
設
の
背
景
と
目
的

我
が
国
の
道
路
は
、
戦
後
本
格
的
に
整
備
が
行
わ
れ
、

特
に
、
高
度
成
長
期
に
は
、
急
ピ
ッ
チ
で
整
備
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
現
在
、
多
く
の
道
路
施
設
が
建
設
後
五
〇
年
以

上
を
迎
え
、
様
々
な
損
傷
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
道
路
橋

(以
下

｢橋
梁
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て

も
、
建
設
後
五
〇
年
以
上
経
過
し
た
橋
梁
の
全
橋
梁
に
対

す
る
割
合

(図
1
)
が
、
二
〇
〇
六
年
現
在
の
六
%
か
ら

二
〇
年
後
に
は
四
七
%
と
大
幅
に
老
朽
化
橋
梁
が
増
大
す

る
こ
と
か
ら
、
適
時
に
適
切
な
修
繕
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

架
替
え
や
大
規
模
な
修
繕
が
必
要
と
な
り
、
近
い
将
来
大

き
な
負
担
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

我
が
国
よ
り
道
路
整
備
が
三
〇
年
早
く
本
格
化
し
た
米

国

(図
2
)
で
は
、
橋
梁
を
は
じ
め
と
す
る
道
路
施
設
の

適
切
な
管
理
を
怠
っ
た
結
果
、
一
九
八
〇
年
代
に

｢荒
廃

す
る
ア
メ
リ
カ
｣
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
劣
悪
な
状
態
に
な

り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
米
国
は
、
橋
梁
補
修
な
ど
の
維
持
管
理
に
重

点
を
置
く
政
策
転
換
を
図
っ
て
い
ま
す
が
、
未
だ
欠
陥
橋

梁
が
全
橋
梁
の
三
割
近
く
を
占
め
る
な
ど
、
未
だ
に
回
復

が
図
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
適
時
適
切
な
管
理
を
怠
れ
ば
、
日
本
で
も

同
様
の
状
態
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
米
国
を

教
訓
と
し
て
、
｢荒
廃
す
る
日
本
｣
と
し
な
い
た
め
の
政

策
転
換
が
今
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

我
が
国
の
一
般
道
路
に
は
、
約
一
四
万
橋
の
橋
梁
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
九
割
以
上
が
自
治
体
の
管
理
す
る
橋
梁
で
す
。

直
轄
国
道
で
は
定
期
点
検

(五
年
サ
イ
ク
ル
)
に
よ
り
橋

梁
の
健
全
度
を
把
握
し
て
い
る
の
に
対
し
、
二
〇
〇
六
年
時

点
に
お
い
て
都
道
府
県
で
は
約
一
割
、
市
町
村
に
至
っ
て
は

約
九
割
で
点
検
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
態
で
す
。



　
　

　

　

緻
建

　　
　 建設後50年以上の橋梁の増加予測

建設後50年以上の橋梁

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

二

制
度
の
概
襄

長
寿
命
化
修
繕
計
画
策
定
事
業
費
補
助
制
度
の
仕
組
み

を
図
4
に
示
し
ま
す
。

長
寿
命
化
修
繕
計
画
の
策
定
に
先
立
ち
自
治
体
は
、
橋

梁
の
健
全
度
の
把
握

(今
回
の
補
助
対
象
外
)
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

国
は
、
点
検
要
領
を
持
た
な
い
自
治
体
の
た
め
に
、

設
度
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図 2 日本より30年早く高齢化が進んだ米国の橋梁
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※国道･都道府県道の橋梁を対象

【日本の橋梁の建設年】
同梁数 (単位 :千)

囃

｢簡
易
に
健
全
度
を
把
握
す
る
要
領
の
提
供
｣
や

｢講
習

会
の
実
施
｣
な
ど
、
技
術
支
援
を
行
い
ま
す
。

※

こ
の
健
全
度
の
把
握
結
果
を
踏
ま
え
て
、
策
定
す
る

計
画
の
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す

(長
寿
命
化
修

繕
計
画
策
定
事
業
費
補
助
制
度
要
綱
抜
粋
)。

1

長
寿
命
化
修
繕
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定

め
る
こ
と
o

①
長
寿
命
化
修
繕
計
画
の
目
的

②
長
寿
命
化
修
繕
計
画
の
対
象
橋
梁

【十分なメンテナンスを行わない場合 (平均寿命60年程度)1

H28 H38 H19

図 3 継続的かつ適切な維持管理投資による長期的費用の縮減

　　替
繧

架
修

国
口

H38 H45

出典 :国土技術政策総合研究所

【適切な時期にメンテナンスを行う場合 (平均寿命foo年程度)】



長寿命化修繕計画策定に
/ < 要する費用について支援

･補助率 1 / 2

･ 5 年間の時限措置※2

　
　

　　

※ 2 市町村については7年間

事後的な修繕 ･架替えへの

補助は 5年後に廃止※1

※ 1 市町村造については 7年後

③
健
全
度
の
把
握
及
び
日
常
的
な
維
持
管
理
に
関
す

る
基
本
的
な
方
針

④
対
象
橋
梁
の
長
寿
命
化
及
び
修
繕
･
架
替
え
に
係

る
費
用
の
縮
減
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

◎
対
象
橋
梁
ご
と
の
概
ね
の
次
回
点
検
時
期
及
び
修

繕
内
容
･
時
期
又
は
架
替
え
時
期

◎
長
寿
命
化
修
繕
計
画
に
よ
る
効
果

長
寿
命
化
修
繕
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
学
識

経
験
者
等
の
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴

;く
、こ
、と
0

予防的な修繕による長寿命化 -------“--- - -

計画的な架替え

図 4 長寿命化修繕計画策定事業の仕組み

------- ------- 替えのみを補助対象

位置付けられた予防的な修

繕及びその後の計画的な架

に　　　　　のめたの化輪長

3

地
方
公
共
団
体
は
、
長
寿
命
化
修
繕
計
画
を
策
定
し

た
と
き
は
、
こ
れ
を
遅
滞
な
く
公
表
す
る
こ
と
。

な
お
、
本
制
度
で
は
、
次
の
三
点
に
つ
い
て
、
留
意
が

必
要
で
す
。

一
点
目
は
、
計
画
策
定
補
助
の
対
象
橋
梁
は
、
｢補
助

国
道
、
主
要
地
方
道
及
び
そ
の
他
の
重
要
な
道
路
網
を
形

成
す
る
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
上
の
橋
梁
｣
に
限
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
点
目
は
、
計
画
策
定
補
助
の
期
間
は
、
平
成
二
三
年

度
ま
で

(市
町
村
は
、
平
成
二
五
年
度
ま
で
)
の
五
年
間

(市
町
村
は
、
七
年
間
)
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
点
目
は
、
通
常
事
業
に
お
け
る
修
繕
及
び
架
替
え
事

業
の
採
択
基
準
を
平
成
一
九
年
度
に
改
正
し
、
計
画
策
定

に
対
す
る
補
助
期
間
を
経
過
す
る
と
、
修
繕
及
び
架
替
え

事
業
は
、
長
寿
命
化
の
た
め
の
計
画
に
基
づ
く
も
の
に
限

定
さ
れ
る
こ
と
o

こ
の
計
画
の
策
定
効
果
は
、
長
寿
命
化
修
繕
計
画
に
基
づ

き
、
自
治
体
が
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
重
要
性
･
緊

急
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
健
全
度
の
把
握
を
行
う
と
と
も
に
、

日
常
的
な
維
持
管
理
に
加
え
、
個
々
の
橋
梁
に
対
し
て
最
も

効
率
的
な
修
繕
を
計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
橋
梁

の
長
寿
命
化
並
び
に
橋
梁
の
修
繕
及
び
架
替
え
に
係
る
費
用

の
縮
減
が
図
ら
れ
、
橋
梁
の
長
寿
命
化
に
よ
る
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
安
全
性
･
信
頼
性
が
確
保
さ
れ
る
等
、
多
様
な
効

果
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
創
設
初
年
度
と
な
る
平
成
一
九
年
度
の
活
用

状
況
は
、
自
治
体
数
四
二
(都
道
府
県
二
九
、
指
定
市
七
、

市
町
村
六
)、
橋
梁
数
約
一
万
橋
と
な
っ
て
お
り
、
都
道

府
県
に
お
い
て
は
、半
数
を
超
え
る
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
急
速
に
進
む
更
新
時
代
へ
の
流
れ
を
う
け
、
多

数
の
橋
梁
を
管
理
す
る
自
治
体
が
、
強
く
危
機
感
を
持
っ

て
い
る
現
れ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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宴対象橋梁の健全度把握 (点検)

予防的な修繕に向けて

長寿命化修繕計画の策定

0学識経験者等の参画
0当該計画の公表



れ

今
般
の
道
路
特
定
財
源
の
見
直
し
に
関
し
て
は
、
近
年
の

公
共
投
資
全
体
の
抑
制
な
ど
を
背
景
と
す
る
道
路
歳
出
の
抑

制
な
ど
に
よ
り
、
平
成

一
九
年
度
に
は
、
こ
の
道
路
特
定
財

源
に
よ
る
税
収
が
歳
出
を
上
回
る
と
見
込
ま
れ
て
い
た
こ
と

な
ど
か
ら
、
見
直
し
の
検
討
が
進
め
ら
れ
、
平
成

一
七
年

一

二
月
九
日
、
政
府
,
与
党
協
議
に
お
い
て
、
｢道
路
特
定
財

源
の
見
直
し
に
関
す
る
基
本
方
針
｣
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
本
基
本
方
針
の
内
容
を
法
文
化
し
た

｢簡
素
で
効
率

的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る

法
律
｣
が
平
成
一
八
年
六
月
二
日
に
公
布
さ
れ
、
同
法
や

｢骨
太
の
基
本
方
針
2
0
0
6
｣
に
沿
っ
て
、
見
直
し
の
検

討
を
進
め
た
後
、
同
年
一
二
月
八
日
に

｢道
路
特
定
財
源
の

見
直
し
に
関
す
る
具
体
策
｣
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

本
具
体
策
に
お
い
て
は
、
｢道
路
整
備
に
対
す
る
ニ
ー
ズ

を
踏
ま
え
、
そ
の
必
要
性
を
具
体
的
に
精
査
し
、
引
き
続
き
、

重
点
化
、
効
率
化
を
進
め
つ
つ
、
真
に
必
要
な
道
路
整
備
は

計
画
的
に
進
め
る
こ
と
と
し
、
一
九
年
中
に
、
今
後
の
具
体

的
な
道
路
整
備
の
姿
を
示
し
た
中
期
的
な
計
画
を
作
成
す

る
｣
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
た
め
、
国
土
交
通
省
道
路
局
で
は
、
中
期
計
画
の
素

案
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
で
き
る
限
り
幅
広
く
国
民
の
意

見
を
聞
き
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
十
分
な
時

間
を
か
け
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し

て
お
り
、
ま
ず
は
、
｢真
に
必
要
な
道
路
｣
に
つ
い
て
、

一

般
の
方
々
を
は
じ
め
、
有
識
者
、
都
道
府
県
知
事
、
市
町
村

長
に
対
し
、
幅
広
く
問
い
か
け
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

一
般
の
方
々
に
対
し
て
は
、
本
年
四
月
二
日
か
ら
ア
ン
ケ

ー
ト
を
実
施
し
て
お
り
、
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
地
方
自
治

体
、
道
の
駅
、
S
A
･
P
A
な
ど
に
備
え
付
け
て
あ
る
ア
ン

ケ
ー
ト
用
紙
か
ら
応
募
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

皆
様
の
積
極
的
な
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

国民に対して多様な手段により、 幅広く問いかけるとともに、
有識者、都道府県知事 ･市町村長にも意見を聴くこととする。

〈主な問いかけ ･意見聴取の対象〉

○ホームページを開設しアンケートを実施
･回答を直接入力又はメール

○アンケート用紙の配布
･ S A ･ P A や道の駅、 自治体窓口等に設置を依頼
.回答を郵送、 ファックス
･点字の用紙を設置予定

○標本調査の実施
･統計的な分析ができるように、 地域別 ･年齢別に偏り
がないよう抽出した約 1万人を対象に調査を実施

有 識 者 ･大学教授、経済界等具 有 識 者 げ
直接訪問
･報道機関の論説委員、 解説者等

匙都道府県知事 ･市鬮軽震三瀦 O文書により回答依頼 (自由回答)
･全知事 ･全市町村長

アンチ鬮ト調鱸看襲囃していま漸豊疊
~ 道路整備の中期計画の作成に着手へ~

道路局中期計画作成担当



◆ アンケート調査概雲 ◆

募集期間 平成 1 9年 4月 2 日 (月) ~ 平成 19 年 7月 3 1日 (火)【必着】
※ ただし、 期間中におきまして、 中間とりまとめを行うことを考えています。

内 容
①今後の道路政策における効率化のポイントについて
②今後の取り組む道路政策の優先度について
③道路政策全般について

提出方法

【パソコン、 携帯電話のインターネットによる場合】
①パソコンの場合
下記にアクセスし、 ご意見を選択、 記入の上、 送付してください。
(U R L ) http://w w w .douro keikakt1Jp/

②携帯電話の場合
下記の携帯用ページから、 ご意見を選択、 記入の上、 送付してください。
(U R L ) http“douro keikakuJp/quest斡nnaire m obile

もしくは、 Q R code対応の機種であれば、 下記からアクセスしてください。

鬮
【郵送による場合】

上記のホームページヘアクセス し、 アンケート用紙をダウンロー ドも しくは、 国
土交通省、 地方整備局等、 都道府県、 市町村、 高速道路株式会社 (SA ･PA を含む)、
道の駅等に備え付けてありますアンケート用紙にご意見を選択、 記入の上、 郵送又
は意見回収箱 (設置していない場合もあります。) により、 送付してください。 な
お、 アンケート用紙の郵送も承りますので、 下記問い合わせ先までご連絡ください.

〒 1 0 0 - 8 7 8 2 東京中央郵便局 私書箱第224号
国土交通省道路局 中期計画作成担当 あて

【F A X による場合】
上記のホームページヘアクセス し、 F A X 送信状をダウンロー ドし、 ご意見を選択、
記入の上、 F A X してください。

F A X 番号 : 0 3 - 5 2 5 3 一 1 5 8 5

国土交通省道路局 中期計画作成担当 あて

注意事項

･頂いたご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、 あらかじめその旨ご
了承願います。
･ご意見を正確に把握する必要があるため、 電話によるご意見の受付は対応いた
しかねますので、 あらかじめその旨ご承知おきください。

･頂いたご意見の内容については、 集計の上、 公開される可能性がありますので、
あらかじめその旨ご承知おきください。

問い合わせ先
国土交通省道路局 中期計画作成担当 あて

T E L 番号 : 0 3 - 5 2 5 3 - 8 1 1 1 (内線 3 7 3 8 4 )

その他
道路行政に関する情報については、

道路局ホームページ (ア ドレス : http://w w w .m lit.go.jp/road/) でもご覧頂けます。



◆ アンケート ◆
我が国の財政事情が厳しい中、 少子高齢化などの社会経済情勢を踏まえ、 限られた予算で

最大限の効果を発揮するためには、 効率的な政策展開が求められます。
そこで、 今後の道路政策の効率的な展開についてお伺いします。

Q 1 今後の道路政策においては、 コストを減らし、 無駄を排するなどの効率化を徹底する
必要があると思いますが、 その際、 どのようなことが大事だと思いますか。
以下の中からあなたが大事だと思うものを 3つまであげてください。

(ァ) 事業の開始前や途中段階で必要性をチェックするなど事業ごとの評価を徹底する
(イ) 個別の事業のスピードアップを図るなどスケジュール管理を徹底する
(ウ) 道路の建設や管理にかかるコストをもっと減らす努力をする (工法の工夫や新技術の活

用等)
(エ) 事業の実施にあたって、 早い段階から国民の考えや意見が十分に反映されるような取組

みをもっと行う
(オ) 沿道の住民やN P 0 (特定非営利活動法人) などが道路の管理にもっと参画できる取組

みを行う
(力) 入札契約の適正化など事業の透明性を確保する
(キ) 現在ある道路をもっと有効に利用する (高速道路料金の引き下げ、 インターチェンジの

増設、 路上工事の縮減等)
る

(ク) その他 (
(ケ) わからない

Q 2 あなたがお住まいになっている地域で、 道路に関して無駄と感じることがあれば、 い
くつでもあげてください。

次に、 今後の取り組む道路政策の優先度についてお伺いします。

Q 3 今後の取り組む道路政策の一層の重点化を図ることが必要であると思いますが、 優先度が高
い課題への対応は何だと思いますか。

以下の中からあなたが特に優先度が高いと思うものを 3つまであげてください。
(ア) 渋滞対策 (バイパスの整備 ･開かずの踏切対策 ･交差点の改良等)
(イ) 都心へ入る車を分散させる大都市圏の環状道路の整備
(ウ) ネットワークがつながっていない高速道路の整備
(エ) 地域活性化や物流のため都市や交通拠点を結ぶ道路の整備
(オ) 通勤、 通院などの日常の暮らしを支える生活幹線道路の整備
(力) バリアフリー対策 (歩道の段差の解消等)
(キ) 交通事故対策 (通学路を主とした歩道の設置等)
(ク) 大雨 ･大雪や地震などの災害、 重大事故などへの備え (避難路の整備 ･橋の補強 ･雪崩

予防欄の設置等)
(ケ) 大気汚染や騒音などへの環境対策
(コ) 道路管理の充実 (日常的な維持修繕 (清掃 舗装修繕 ･除雪等) ･老朽化した橋の予防

対策等)
(サ) 電線類の地中化
(シ) 自転車利用の促進 (自転車道 ･駐輪場の整備等)
(ス) 植樹など道路景観の改善
(セ) わかりやすい案内標識などの整備
(ソ) カーナビ情報の充実
(夕) バスや L R T (次世代型路面電車) などの公共交通機関への支援
(チ) その他 (
(ツ) わからない

次に、 道路政策全般などについてお伺いします。

Q 4 道路政策全般や中期計画の作成の検討の進め方等に関し、 ご意見、 ご要望等があれば
自由にご記入ください。
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大
野
係
員

は
い
、
こ
れ
で
大
丈
夫
だ
と
思
い
ま
す
。
何
か
あ
り
ま

○
根
拠
法

し
た
ら
御
連
絡
し
ま
す
。
ど
う
も
、
お
疲
れ
様
で
し
た
。

水
道
法
、
工
業
用
水
道
事
業
法
、
下
水
道
法
、
鉄
道
事
業
法
、

坂
上
係
員

全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
、
ガ
ス
事
業
法
、
電
気
事
業
法
、
電
気

通
信
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
も
の

窓
口
に
誰
か
来
て
い
た
み
た
い
だ
け
ど
、
ど
ん
な
用

○
物
件

件
だ
っ
た
の
?

①

水
管

(水
道
事
業
、
水
道
用
水
供
給
事
業
、
工
業
用
水
道
事

大
野
係
員

業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
o)

②

下
水
道
管

ガ
ス
管
を
設
置
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
工
事
計
画

③

公
衆
の
用
に
供
す
る
鉄
道

書
を
持
っ
て
来
ら
れ
た
ん
で
す
よ
。

④

ガ
ス
管

分
ス
事
業
法
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
事
業
又
は
簡

坂
上
係
員

易
ガ
ス
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。)

⑤

電
柱
、
電
線
、
公
衆
電
話
所

そ
う
。
と
こ
ろ
で
、
せ
っ
か
く
だ
し
、
大
野
君
の
た

･
電
気
事
業
法
に
基
づ
く
も
の

め
に
も
義
務
占
用
物
件
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
お
さ
ら

(電
気
事
業
法
に
規
定
す
る
電
気
事
業
者

(特
定
規
模
電
気
事
業

い
し
て
み
ま
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
義
務
占
用
物
件
と
し

者
を
除
く
。)
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。)

･
電
気
通
信
事
業
法
に
基
づ
く
も
の

て
は
ど
ん
な
も
の
が
該
当
す
る
の
か
し
ら
?

(電
気
通
信
事
業
法
に
規
定
す
る
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の

大
野
係
員

事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。)

ガ
ス
管
の
ほ
か
、
水
管
や
下
水
道
管
、
電
線
や
電
柱

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
道
路
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
中

坂
上
係
員

で
該
当
す
る
事
業
や
物
件
が
規
定
さ
れ
て
ま
す
よ
ね
。

そ
う
ね
。
で
も
義
務
占
用
物
件
は
そ
れ
だ
け
か
し
ら
?

大
野
係
員

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。
え
ー
と
、
そ
う
い
え

ば
、
石
油
管
が
第
三
十
六
条
に
規
定
さ
れ
て
ま
せ
ん
ね
。

坂
上
係
員

少
し
思
い
出
し
た
わ
ね
。
道
路
法
に
は
規
定
さ
れ
て

い
な
い
け
れ
ど
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
の
規
定

に
基
づ
く
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
用
に
供
す
る
石

油
管
や
、
駐
車
場
法
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
地
下
の

路
外
駐
車
場
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
さ
っ
き
言
っ
た
道

路
法
第
三
十
六
条
と
同
じ
様
な
規
定
が
あ
る
の
よ
。

○
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法

(昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
六
日
法
律
第
百
五
号
)

第
三
十
五
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
五
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第

一
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係

る
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
用
に
供
す
る
導
管
が
道
路

(道
路

法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
に
よ
る
道
路
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

道
路
管
理
者
は
、
第
五
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
た
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
用
に
供
す
る
導
管
に
つ
い

て
、
道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
占
用
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請

に
係
る
道
路
の
占
用
が
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
者
は
、
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、

当
該
工
事
の
計
画
書
を
道
路
管
理
者
に
提
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
に
よ
る
復
旧
工
事
そ
の
他
緊
急
を
要

す
る
工
事
又
は
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
工
事
に
つ
い
て
は
、
こ
の



限
り
で
な
い
。

○
駐
車
場
法

(昭
和
三
十
三
年
五
月
十
六
日
法
律
第
百
六
号
)

第
十
七
条

都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
路
外
駐
車
場
の
用
に

供
す
る
た
め
、
道
路
の
地
下
又
は
都
市
公
園
法

(昭
和
三
十
一
年

法
律
第
七
十
九
号
)
第
二
条
第
一
項
の
都
市
公
園
の
地
下
の
占
用

の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
占
用
が
そ
れ

ぞ
れ
道
路
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
都
市
公
園
法
第
七
条
の
規

定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
限
り
、
道

路
管
理
者
又
は
都
市
公
園
法
第
五
条
第

一
項
の
公
園
管
理
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
法
律
に
よ
る
占
用
の
許
可
を
与
え
る
も
の
と

す
る
。

2

(略
)

大
野
係
員

そ
う
で
し
た
ね
!
。

坂
上
係
員

そ
れ
じ
ゃ
あ
、
占
用
許
可
に
当
た
っ
て
、
義
務
占
用

物
件
と
そ
の
他
の
占
用
物
件
と
で
は
、
取
扱
い
に
ど
の

よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
し
ら
。

大
野
係
員

は
い
、
第
三
十
六
条
第
一
項
に
よ
り
、
工
事
を
実
施

し
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
あ
ら
か
じ
め
当

該
工
事
の
計
画
書
を
道
路
管
理
者
に
提
出
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

坂
上
係
員

ほ
か
に
は
?

大
野
係
員

え
ー
と
、
同
条
第
二
項
で
は
、
占
用
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

渡
邊
課
長

づ
く
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
許
可

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

渡
邊
課
長

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
か
わ
か
り
ま
す
ね
?

大
野
係
員

は
い
。
道
路
法
施
行
令
で
は
、
占
用
の
期
間
、
占
用

場
所
、
占
用
物
件
の
構
造
、
工
事
実
施
の
方
法
、
工
事

の
時
期
、
道
路
の
復
旧
方
法
に
関
す
る
基
準
が
そ
れ
ぞ

れ
定
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
基
準
の
す
べ
て
に
適

合
す
る
と
き
に
は
、
道
路
管
理
者
は
許
可
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

渡
邊
課
長

そ
れ
は
な
ぜ
だ
か
わ
か
る
か
い
?

大
野
係
員

え
ー
と
、
｢義
務
｣
占
用
物
件
だ
か
ら
で
す
。

渡
邊
課
長

!
!
、
義
務
占
用
物
件
と
そ
の
他
の
占
用
物
件
と
は
、

な
ぜ
取
扱
い
が
違
う
か
を
聞
い
て
る
ん
だ
よ
。

大
野
係
員

え
ー
と
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
物
件
の
公
益
性
に
着
目

し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

渡
邊
課
長

そ
れ
だ
け
で
す
か
?

大
野
係
員

.･････o

確
か
に
そ
の
と
お
り
な
ん
で
す
が
、
義
務
占
用
物
件
は
、

一
般
公
衆
の
生
活
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
た
め
、

公
益
性
が
極
め
て
高
く
、
個
別
の
事
業
法
に
お
い
て
、
一

般
利
用
者
に
対
す
る
役
務
提
供
義
務
が
設
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
占
用
許
可
に
当
た
っ
て

の
道
路
管
理
者
の
裁
量
を
制
限
す
る
と
い
う
特
例
的
な
取

扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
例
え
ば
、
ガ
ス
事
業
法
第

十
六
条
で
は
、
｢
一
般
ガ
ス
事
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が

な
け
れ
ば
、
そ
の
供
給
区
域
又
は
供
給
地
点
に
お
け
る
一

般
の
需
要
に
応
ず
る
ガ
ス
の
供
給
を
拒
ん
で
は
な
ら
な

い
。｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
ね
。
大
野
君
は
ま
だ

事
業
法
を
読
ん
で
い
な
い
ん
じ
ゃ
!
･。

大
野
係
員

あ
っ
、
そ
う
で
し
た
。
事
業
法
に
書
い
て
あ
り
ま
し

た
ね
、
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
ま
し
た
。

坂
上
係
員

大
野
君
に
と
っ
て
も
い
い
復
習
に
な
っ
た
わ
ね
。

大
野
係
員

は
い
。
今
度
は
き
ち
ん
と
事
業
法
を
読
ん
で
お
き
ま
す
。

渡
邊
課
長

や
っ
ぱ
り
!
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
こ
れ
ら
の
事
業
法
を

じ
っ
く
り
読
ん
で
み
る
と
い
い
。
私
の
六
法
を
貸
そ
う
。

(大
野
係
員
の
机
の
上
に
六
法
全
書
を
ド
サ
ッ
と
置
く
。)

大
野
係
員

え
~
っ
、
ま
た
で
す
か
-
,
(ガ
ッ
ク
リ
と
肩
を
落
と
す
。)
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臟
轟
し
た
歩
道
橋
を
海
外
に

ー
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
日
本
と
の
架
け
橋
づ
く
り
j

｢人
と
人
と
の
架
け
橋
づ
く
り
｣
実
行
委
員
会
事
務
局

大
阪
府
都
市
整
備
部
交
通
道
路
室
道
路
環
境
課

　

　
　

こ
の
事
業
は
、
大
阪
府
で
撤
去
す
る
こ
と
に
な
っ
た
歩

道
橋
に
つ
い
て
点
検

･
再
整
備
を
行
え
ば
、
ま
だ
ま
だ
使

用
で
き
る
こ
と
か
ら
、
ジ
ャ
ワ
島
中
部
地
震
が
発
生
し
た

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
河
川
上
の

橋
梁
と
し
て
移
転
し
、
大
阪
と
ア
ジ
ア
の
橋
渡
し
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

事
業
に
要
す
る
資
金
は
、
民
間
企
業
の
協
賛
や
個
人
か

ら
の
募
金
を
お
願
い
し
、
こ
の
資
金
で
橋
梁
の
点
検

･
整

備
や
輸
送
費
を
支
出
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

歩
道
橋
な
ど
の
土
木
構
造
物
を
海
外
で
再
利
用
す
る
こ

と
は
、
戦
後
で
は
お
そ
ら
く

｢日
本
初
｣
で
あ
る
こ
と
、

｢も

っ
た
い
な
い
精
神
｣
の
実
践
に
な
る
こ
と
、
｢
ア
ジ
ア

交
流
｣
の
一
環
と
な
る
こ
と
か
ら
、
退
職
予
定
で
あ
っ
た

｢三
九
歳
｣
の
こ
の
歩
道
橋
に
第
二
の
人
生
を
送
ら
せ
よ

う
と
、
海
を
渡
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

三

経
緯

1

歩
道
橋
に
つ
い
て
取
捨
選
択

大
阪
府
で
は
、
高
度
成
長
期
の
交
通
戦
争
の
最
中
を
中

心
に
多
数
の
歩
道
橋
を
建
設
し
ま
し
た
。

し
か
し
近
年
、
少
子
高
齢
化
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
利

用
者
が
非
常
に
少
な
く
な
っ
た
歩
道
橋
に
つ
い
て
は
、
次

の
条
件
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
、
平
成
一
八
年

度
よ
り
順
次
撤
去
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

=
撤
去
条
件

小
学
校
の
通
学
路
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の

利
用
者
が
極
め
て
少
な
い
も
の

(概
ね
二
〇
人
未

満
/
一
二
時
間
)

･
代
替
横
断
施
設
ま
で
の
距
離
が
一
〇
0
m
以
内
の
も

の
②

管
理
歩
道
橋
と
撤
去
対
象

大
阪
府
が
管
理
す
る
歩
道
橋
二
六
五
橋
の
中
で
、
撤
去

条
件
を
す
べ
て
満
た
す
も
の
は
一
八
橋
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
の
中
で
事
前
調
整
が
整
っ
た
第
一
号
と
し
て
、
守
口
市

の
佐
大
東
歩
道
橋
を
撤
去
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

③

撤
去
歩
道
橋
の
位
置

(図
ー
)
と
概
要

･
大
阪
府
守
口
市
佐
大
東
町

(府
道
京
都
守
口
線

(
一

九
六
八
年
建
設
こ

･
二
0
0
六
年
一
一
月
三
〇
日
に
撤
去

･
道
路
上
部

…延
長
約
二
0
m

幅
員
一
･
五
m

･
国
道
一
号
バ
イ
パ
ス
の
完
成
に
伴
い
旧
建
設
省
か
ら

大
阪
府
に
弓
き
継
ぎ
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図 1 歩道橋位置図

2

中
古
で
も
大
歓
迎
-
.

【現
地
の
要
望
】

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
で
は
、
二
〇
〇
六
年
五
月
二
七

日
に
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
特
別
州

(図
2
)
を
中
心
に
ジ

ャ
ワ
島
中
部
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。

地
震
災
害
復
旧
の
た
め
に
、
大
阪
府
職
員
が
現
地
派
遣

(地
震
直
後
と
昨
年
八
月
の
二
回
)
さ
れ
、
そ
の
際
に
現

地
住
民
よ
り
橋
梁
復
旧
の
強
い
要
望
を
受
け
ま
し
た

(
一

〇
年
以
上
前
に
土
石
流
で
流
出
し
復
旧
で
で
き
て
い
な
い

ヵ
所
も
あ
り
、
日
本
製
で
あ
れ
ば
中
古
で
も
大
歓
迎
と
の

こ
と
で
し
た
)
。

3

再
利
用
に
向
け
て
の
組
織
づ
く
り

撤
去
す
る
歩
道
橋
を
再
利
用
し
移
転
す
る
こ
と

で
、
被
災
復
興
支
援
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
大
阪
府
と
の
連
携
強
化
を

図
り
、
国
と
国
、
人
と
人
と
の
架
け
橋
と
な
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
大
阪
府
都
市
整
備
部
交
通
道
路

室
長
を
は
じ
め
と
す
る
職
員
及
び
社
団
法
人
ア
ジ

ア
協
会

･
ア
ジ
ア
友
の
会
事
務
局
長
な
ど
で
実
行

委
員
会
を
設
立
し
、
次
の
よ
う
な
事
業
を
実
施
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

①

撤
去
さ
れ
た
歩
道
橋
を
再
利
用
す
る
た

め
に
必
要
な
点
検

･
補
修
及
び
加
工
及
び

運
搬
作
業

②

架
設
地
と
の
調
整
及
び
技
術
指
導
に
関
す

る
こ
、と

③

歩
道
橋
の
再
利
用
を
通
じ
た
撤
去
地
と

架
設
地
と
の
交
流
に
関
す
る
こ
と

④

事
業
に
必
要
と
な
る
資
金
の
募
金
活
動

4

撤
去
の
状
況

(写
真
1
5
3
)

両
側
の
階
段
を
二
晩
で
撤
去
し
、
そ
の
後
、
道

路
上
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
晩
で
仮
支
柱
を
立

て
、
そ
の
上
で
ガ
ス
切
断
を
行
い
、
ニ
ブ
ロ
ッ
ク

に
分
け
撤
去
し
ま
し
た
。

撤
去
後
、
す
ぐ
に
ト
レ
ー
ラ
に
て
輸
送
し
、
工

場
に
仮
置
き
を
実
施
し
ま
し
た
。

　 　　 　
ke lgNK臥爵能ol

グジャカルタの位置図
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三

移
転
事
業
の
実
施
に
向
け
て

1

資
金
の
調
達

移
転
に
関
す
る
点
検
･
再
整
備
及
び
輸
送
に
つ
い
て
、
五

0
0
万
円
程
度
の
資
金
が
必
要
と
な
り
、
こ
の
資
金
に
つ
い

て
企
業
か
ら
の
協
賛
及
び
一
般
か
ら
の
募
金
で
賄
う
こ
と
に

し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
企
業
向
け
の
営
業
活
動
に
関
す
る

資
料
や
募
金
用
の
ビ
ラ
の
作
成
を
行
い
ま
し
た
。

田

口
ゴ

(図
4
)
の
設
定
と
趣
旨

橋

(歩
道
橋
)
の
移
転
が
、
橋
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
人
と
人
と
の
希
望
と
友
情
の
架
け
橋
に
な
る
こ
と
を

願
い
、
設
定
し
ま
し
た
。
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F
B

国

事釀の鰹蹴と郷腰 ⑧ 歩趨圏の離農短ついて
‘夢中り鑓中鰹地讓鑓室よ中蹴"=專5神野園:等鷺ガジヤカル蓼鯖群州耕秘鎌】
･齪鬘範囲のため、太鼓彌鉈員が轉鯰憾越され聽した匐弍地曲薑戟窓キ牢8円の筑穢)
･を鷁灘.鎌趨き麗鞏襁旧あ聴い蟹窒を愛欝濠した◆“□綴鎗に雲霞認愁露毬》

　　　　　　　　　　　　　　

写真 3 歩道橋仮置状況

⑧ 蝋舳事項と縱擁事項
　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

③ 問合せ、迩簾光
r“A七人との銀【す糯づくり裏幽覊霰員喩麒梱国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑧
･そこで等国蟻塞ぎ券泌爆撃樛窓稲}“"繊維"涎筆}亥翁霧=を窓議していますq
･薄利用のた銹檮撥を巍籤･皹豊饑し,捜蝮へ鰤送すること【こより、現地の搜
罠に密崩すあと封で圏と濫素人を人との靭け燈教を蕊巴とを窩鑓していませ"
･このための壤罫ど醇についても主談兆鳩譜愛敏鍬する縦仲です。

　　　　 　 　　　 　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　
圓霊鬮騨霊‐……こ ぎキト

俄躍搬黛燐蘂朧饗通瞬鞏,霜お鑿珠多解纜就総務鬱學幟轆嗣が粉愛鴦ル狄》　　　　　　　　　　　　　　

図 5 企業向け協賛要綱の説明資料
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写真 2 歩道橋撤去状況



②

企
業
向
け
協
賛
要
綱
の
作
成
と

説
明
資
料

(図
5
)
の
作
成

【協
賛
要
綱
概
要
】

･
一
ロ

…
二
〇
万
円

･
橋
梁
に
企
業
ロ
ゴ
の
掲
示

･
大
阪
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載

･
事
業
協
賛
企
業
と
し
て
の
名
義
使
用
許
可

③

企
業
向
け
営
業
活
動
と
結
果

事
務
局
の
大
阪
府
職
員
に
よ
り
、
の
べ
五
0
社
以
上
に

対
し
説
明
や
資
料
の
配
布
を
行
い
、
う
ち
一
三
社
か
ら
資

金
や
塗
装
材
料
の
協
賛
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

【協
賛
企
業
】

㈱
天
辻
鋼
球
製
作
所
、
イ
オ
ン
㈱
、
大
阪
ガ
ス
㈱
、
ガ

ル
ー
ダ
･
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
航
空
会
社
、
住
友
商
事
㈱
、
大

和
ハ
ウ
ス
工
業
㈱
、
ト
ヨ
キ
工
業
㈱
、
日
本
通
運
㈱
、
日

本
ペ
イ
ン
ト
販
売
㈱
、
㈱
日
立
製
作
所
、
㈱
明
電
舎
、
三

菱
電
機
㈱
、
ヤ
ン
マ
ー
㈱

(五
○
音
順
)

㈲

募
金
の
チ
ラ
シ

(図
6
)
の
作
成
と
募
金
状
況

募
金
の
チ
ラ
シ
を
、
守
口
市
内
を
中
心
と
し
た
公
共
施

設
や
駅
で
三
、
五
〇
0
枚
を
配
布
し
ま
し
た
。

ま
た
、
一
部
の
店
舗
で
の
募
金
箱
の
設
置
協
力
だ
け
で

な
く
、
テ
レ
ビ
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
以

下
の
募
金
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

肉募
金
額
】

六
七
団
体

･
個
人
…

一
一
四
万
七
、
四
七
三
円

(平
成
一
九
年
四
月
一
日
現
在
)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電アメ--ルを○往aidonG『窓聡謬写box森『主計DB謎Kは一団JD
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人クリップ処分されますが、裟足十分に澄川C去るのにもったいな
い、という蛾も多く開かれてい辰した,
一方、平癒"8峠6月に発生したツヤリ鞘中郵地騒で、災蜜笹雁の
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箋れた募金のチラシ

図 7 歩道橋架設予定地



こ
の
他
、
国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
第
二
六
六
〇
地
区

の
ご
協
力
を
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

2

現
地
調
査
の
実
施

昨
年
一
二
月
に
職
員
有
志
に
て
、
現
地
調
査
を
実
施
し

ま
し
た
。

=

架
設
予
定
位
置

(図
7
)

ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
中
心
地
か
ら
北
側
の
チ
ョ
デ
川

(幅
約
二
0
m
)
が
対
象
で
す
。

川
の
両
側
に
つ
い
て
は
、
樹
木
が
生
い
茂
っ
て
い
ま
す

　　
　　
　　
　

ぬ
き
で
べき
A
＼

　　　　
　　

　
　
　

　
　
　
　　

　

　

　　　
　

　　
　
　
　　　
　

写真 4 架設予定地の状況

が
、
一
段
上
が
れ
ば
、
住
宅
街
と
な
っ
て
い
ま
す
。

設
置
予
定
位
置
の
付
近
に
は
橋
梁
は
な
く
、
付
近
住
民

は
往
復
二
如
以
上
の
迂
回
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

②

予
定
地
の
状
況

･
幅

"約
二
0
m
(写
真
4
)

㈱

現
地
住
民
か
ら
の
要
望
等

調
査
の
際
に
は
、
現
地
住
民
か
ら
橋
梁
架
設
に
対
し
て

非
常
に
熱
い
要
望
を
受
け
ま
し
た

(写
真
5
j
7
)。

写真フ 地元機関の人たち

42 道チテセ 2007,5

予定地周辺に住む子どもたち

写真 5 自治会での要望



Q
J図

= 21.96m

燭

地
元
か
ら
の
要
望
書

(図
8
)

(訪
問
後
、
送
付
受
)

〔訳
文
〕

ス
レ
マ
ン
県
ム
ラ
テ
イ
ー
都
シ
ン
ド
ゥ
ア
イ

村
地
区
事
務
所

大
阪
府
か
ら
の
チ
ー
ム
の
方
々
へ

拝
啓
、
歩
道
橋
を
チ
ヨ
デ
川
に
架
け
る
支
援
計

画
に
つ
い
て
事
務
所
一
同
感
謝
い
た
し
ま
す
。

橋
の
架
設
は
住
民
が
川
の
東
側
と
往
来
す
る

の
に
効
果
的
で
あ
り
、
子
供
た
ち
は
学
校
に
、

女
性
た
ち
は
市
場
に
、
川
の
東
側
の
病
院
に
仕

事
に
住
民
た
ち
の
色
々
な
こ
と
に
使
え
ま
す
。

住
民
た
ち
は
事
業
に
協
力
す
る
用
意
が
あ
り
、

す
ぐ
に
で
も
橋
が
使
え
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

我
々
に
対
す
る
心
遣
い
と
支
援
に
謝
意
を
表

し
ま
す
。

･

図10 送付図面 (英訳版)

◎

地
元
小
学
生
か
ら
の
お
礼
の
手
紙

(図
9
)

〔訳
文
〕

大
阪
チ
ー
ム
の
皆
様
へ

私
は
ス
ン
ド
ゥ
地
区
に
住
む
ト
ゥ
ル
バ
ン
サ

リ
学
校
の
五
年
生
で
す
。

も
し
、
橋
が
で
き
た
ら
川
の
西
側
に
あ
る
小

学
校
に
行
く
の
に
苦
労
す
る
こ
と
が
な
く
な
る

の
で
と
て
も
幸
せ
で
す
。

K飛騨N G 文玉7II P A D U K U鼈H A N S E N D O守りro
孵日野A S Iト=D U A D I ]M L度T I S L R趨轟ィA N
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図 8 地元からの要望書
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ご
支
援
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大
阪
に
い
る
他

の
人
々
に
よ
ろ
し
く
。

図= 橋梁及びコンテナ断面

3

送
付
図
面

〔英
訳
版
〕
の
作
成

再
整
備
の
仕
様
に
つ
い
て
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
委
託

し
英
語
版
の
図
面

(図
中
)
を
作
成
･
送
付
し
ま
し
た
。

4

海
上
輸
送
の
手
配

今
回
の
歩
道
橋
は
、
幅
が
一
･
九
m
で
、
延
長
も
一
ブ

ロ
ッ
ク
当
た
り

一
二

m
弱
な
の
で
、
標
準
コ
ン
テ
ナ
へ
の

積
載
が
可
能
で
す

(図
=
)。ノ

こ
の
こ
と
か
ら
、
輸
送
費
に
つ
い
て
も
、
日
本
か
ら
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
海
上
分
に
つ
い
て
約
四
0
万
円
と
割
安

と
な
り
ま
し
た
。

四

今
後
の
予
定
等
に
つ
い
て

1

予
定
に
つ
い
て

撤
去
し
た
歩
道
橋
は
、
本
年
五
月
上
旬
に
は
、
点
検

･

再
整
備
の
作
業
を
始
め
、
六
月
に
は
コ
ン
テ
ナ
に
詰
め
た

上
で
船
積
み
し
、七
月
に
は
現
地
に
到
着
す
る
予
定
で
す
。

そ
の
後
、
架
設
を
行
い
、
一
ヵ
月
程
度
の
作
業
後
、
八

月
中
に
は
完
了
す
る
予
定
で
す
。

2

交
流
に
つ
い
て

移
転
予
定
地
の
地
元
小
学
生
か
ら
の
手
紙
に
対
し
て
、

歩
道
橋
の
撤
去
箇
所
の
直
近
に
あ
る
守
口
市
立
庭
窪
中
学

校
か
ら
、
大
阪

･
守
口
を
紹
介
す
る
手
紙
を
出
し
た
と
こ

ろ
で
す
。

今
後
は
、
歩
道
橋
を
通
じ
て
出
会
っ
た
守
口
と
ジ
ョ
グ
ジ

ャ
カ
ル
タ
の
子
供
た
ち
が
、
例
え
ば
、
使
用
済
み
の
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
な
ど
を
再
利
用
し
た
玩
具
づ
く
り
を
通
じ
て
触
れ
合

い
、
異
文
化
を
体
験
す
る
と
同
時
に
、
地
球
環
境
に
つ
い
て

も
学
べ
る
よ
う
な
取
組
み
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
守
口
特
産
の
た
こ
焼
き
用
鉄
板
を
用
い
た

｢た

こ
焼
き
｣
の
紹
介
な
ど
と
合
わ
せ
、
相
互
で
の
取
組
み
が

文
化
的
、
経
済
的
な
交
流
に
ま
で
広
が
っ
て
い
け
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。

3

最
後
に

現
在
は
ま
だ
資
金
の
目
処
が
立
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

無
事
現
地
に
M光
旧
Z
-)で
て
閃
男
己
Q
mを
架
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
関
係
者
一
同
、
楽
し
み
な
が
ら
取
り
組
ん
で

ま
い
り
た
い
。



〆

'<

＼

｣

現
場
の
取
組
み
事
例

べさ
き滋
述

百

一

海
を
測
る
麒
置
卿
喩
薹

;
再
生
自
転
車
海
外
譲
与
自
治
体
連
絡
会
の
取
組
み
$

再
生
自
転
車
海
外
譲
与
自
治
体
連
絡
会
事
務
局

東
京
都
豊
島
区
土
木
部
交
通
安
全
課
自
転
車
対
策
係
主
査

早
川

雅
裕

一

街
に
濫
れ
る
放
置
自
転
車

自
転
車
は
、
地
球
に
優
し
い
乗
り
物
と
し
て
世
界
中
で

広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
子
ど
も
か

ら
高
齢
者
ま
で
、
免
許
不
要
の
手
軽
で
便
利
な
乗
物
と
し

て
通
勤
、
通
学
、
買
い
物
、
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
、
多
く
の

人
々
の
生
活
必
需
品
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

し
か
し
、
人
口
の
集
中
す
る
都
市
部
で
は
、
駅
周
辺
や

繁
華
街
に
無
盤
通
作
に
置
か
れ
た
自
転
車
に
よ
り
、
通
行
の

障
害
や
街
の
景
観
を
損
ね
る
な
ど
、
大
き
な
社
会
問
題
に

発
展
し
て
い
る
。
そ
の
対
応
に
追
わ
れ
る
道
路
行
政
、
交

通
政
策
の
関
係
省
庁
、
全
国
の
自
治
体
の
苦
悩
は
増
す
ば

か
り
で
あ
る
。

釜
三島
区
の
例
》

東
京
都
豊
島
区
は
、
東
京
二
三
区
の
北
西
部
に
位
置
す

る
人
口
約
二
五
万
人
の
都
市
で
あ
る
。
面
積
は
一
三
･
0

一
蠕
で
、
一
三
区
中
一
八
番
目
の
比
較
的
小
さ
な
都
市
で

あ
る
が
、
乗
降
客
の
多
い
池
袋
駅
を
は
じ
め
、
区
境
の
隣

接
駅
を
含
め
る
と
、
J
R
七
駅
、
私
鉄
六
駅
、
地
下
鉄
一

○
駅
で
合
計
二
三
の
駅
が
あ
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
で
あ
る

池
袋
や
乗
り
換
え
駅
を
一
つ
と
し
て
数
え
て
も
、
自
転
車

の
放
置
が
深
刻
な
エ
リ
ア
は
一
八
ヵ
所
に
も
の
ぼ
り
、
放

置
自
転
車
の
問
題
は
区
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る

(写
真
-
)。

1

駐
輪
施
設
の
整
備

豊
島
区
で
は
、自
転
車
の
利
用
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、

　　　　　　　　　　　　

写真 1 駅周辺に溢れる放置自転車



　
　

　

藁

車

　　

　

　

　

　
　

　

　

　
　写真 2 自転車駐車場

各
駅
の
地
域
特
性
と
駐
輪
需
要
に
あ
わ
せ
て
、
駐
輪
施
設

の
整
備
を
行
っ
て
お
り
、
平
成
一
九
年
四
月
現
在
、
管
理

員
の
常
駐
す
る
有
料
自
転
車
駐
車
場
"
一
八
ヵ
所
、
コ
イ

ン
式
自
転
車
駐
車
場
"
三
ヵ
所
、
登
録
制
自
転
車
置
場

“

四
ヵ
所
、
無
料
自
転
車
置
場

…
八
ヵ
所
を
開
設
･
運
営
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
駐
輪
施
設
の
収
容
台
数
は
合
計
で
一

一
、
二
九
七
台
と
な
っ
て
い
る
が
、

り
き
続
き
駐
輪
施
設

の
整
備
を
進
め
、
平
成
二
二
年
ま
で
に
新
た
に
六
、
0
0

0
台
以
上
の
駐
輪
施
設
を
整
備
す
る
予
定
で
あ
る

(写
真

2
)
0

2

放
置
自
転
車
の
撤
去

通
称

｢自
転
車
法
｣
(自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及

写真 3 自転車駐車場誘導サインに置かれる
放置自転車

び
自
転
車
等
の
駐
車
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
法

律
)
で
は
、
放
置
自
転
車
を

｢自
転
車
等
駐
車
場
以
外
の

場
所
に
置
か
れ
て
い
る
自
転
車
等
で
あ
っ
て
、
当
該
自
転

車
等
の
利
用
者
が
当
該
自
転
車
等
を
離
れ
て
直
ち
に
移
動

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
も
の
｣
(第
五
条
第

六
項
)
と
定
義
し
て
お
り
、
自
転
車
利
用
者
が
駐
輪
施
設

を
利
用
せ
ず
、
道
路
や
公
共
の
場
所
に
駐
輪
し
そ
の
場
を

離
れ
る
と
、
自
転
車
の
放
置
が
発
生
す
る
。
通
勤
、
通
学

で
自
転
車
を
利
用
す
る
多
く
の
人
々
が
駅
前
等
に
無
難
旭
作

に
自
転
車
を
置
け
ば
、
街
中
が
放
置
さ
れ
た
自
転
車
で
溢

れ
て
し
ま
う
。
駅
周
辺
に
暮
ら
す
区
民
や
、
自
転
車
を
利

用
し
な
い
通
行
者
か
ら
、
放
置
自
転
車
の
解
消
を
求
め
る

切
実
な
声
が
毎
日
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
放
置
自
転
車
対
策

は
、
豊
島
区
の
重
要
な
施
策
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
放
置
自
転
車
の
中
に
は
、
駐
輪
場
の
誘
導
サ

イ
ン
の
上
に
放
置
し
た
も
の
や
、
駐
輪
場
出
入
口
周
辺
に

放
置
さ
れ
る
も
の
ま
で
あ
り
、
自
転
車
利
用
者
の
モ
ラ
ル

欠
如
に
、
我
々
放
置
自
転
車
対
策
に
取
り
組
む
職
員
も
、

憤
り
を
通
り
過
ぎ
て
、
悲
し
み
す
ら
抱
い
て
し
ま
う

(写

真
3
･
4
)
。

こ
の
た
め
、
駐
輪
施
設
の
整
備
と
平
行
し
て
、
自
転
車

法
及
び
条
例

(豊
島
区
自
転
車
等
の
放
置
防
止
に
関
す
る写真 4 自転車駐車場周辺に放置される自転車



写真 5 駅周辺での撤去作業

条
例
)
に
よ
り
、
放
置
さ
れ
た
自
転
車
へ
の
警
告
と
、
警

告
を
無
視
し
て
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
自
転
車
の
撤
去
を
精

力
的
に
行
い
、放
置
の
解
消
と
抑
止
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

平
成
一
人
年
度
中
に
駅
周
辺
で
撤
去
さ
れ
た
放
置
自
転
車

の
総
数
は
五
一
、
四
五
七
台
に
も
達
し
て
い
る

(写
真

5
,
6
)
0

3

撤
去
し
た
自
転
車
の
返
還

撤
去
し
た
放
置
自
転
車
は
、
撤
去
区
域
ご
と
に
指
定
さ

れ
た
保
管
所

(写
真
7
)
と
呼
ば
れ
る
保
管
施
設
に
搬
入

し
て
い
る
。
搬
入
さ
れ
た
自
転
車
は
、
撤
去
日
時
、
整
理

写真 7 保管所

番
号
で
管
理
し
、
撤
去
地
点
、
車
種
、
色
、
防
犯
登
録
番

号
を
記
録
し
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
撤
去
の

翌
日
か
ら
四
〇
日
間
保
管
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
警
察
へ

の
所
有
者
昭
答
云と
、
警
察
か
ら
の
回
答
で
判
明
し
た
所
有

者
に
、
撤
去
･
保
管
の
通
知
を
行
い
、
所
有
者
に
自
転
車

の
弓
取
り
を
促
し
て
い
る
o

自
転
車
の
返
還
に
際
し
て
は
、
撤
去
保
管
手
数
料
と
し

て
五
、
0
0
0
円
を
徴
収
し
て
い
る
。
手
数
料
は
、
自
転

車
法
と
区
条
例
に
基
づ
き
、
撤
去
作
業
に
要
す
る
車
両
、

燃
料
、
作
業
員
な
ど
の
人
件
費
や
、
保
管
中
の
事
務
に
要

し
た
経
費
か
ら
算
出
し
た
金
額
で
あ
る
が
、
自
転
車
の
撤

去
に
要
す
る
経
費
は
一
台
当
た
り
五
、
0
0
0
円
を
超
え

て
お
り
、
利
益
が
生
じ
る
訳
で
は
な
い
。

残
念
な
こ
と
に
、
返
還
さ
れ
る
自
転
車
の
割
合
は
、
平

成
一
八
年
度
で
全
体
の
五
三
%
に
留
ま
っ
て
い
る
。
自
転

車
の
所
有
者
が
、
保
管
中
の
自
転
車
を
引
き
取
ら
な
い
理

由
は
、
保
管
所
に
出
向
く
面
倒
を
厭
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、

撤
去
保
管
手
数
料
の
五
、
0
0
0
円
の
納
付
を
嫌
っ
た
り

す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
安
価
な
輸
入
自
転
車
が
量

販
店
な
ど
に
大
量
に
流
通
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り

｢五
、

O
O
0
円
を
払
う
な
ら
、
新
し
い
自
転
車
を
買
っ
て
し
ま

う
｣
と
い
っ
た
風
潮
も
、
こ
れ
ら
に
拍
車
を
か
け
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

4

引
き
取
り
手
の
無
い
自
転
車
と
そ
の
処
分

所
有
者
が
保
管
中
の
自
転
車
を
引
き
取
ら
な
い
以
上
、

写真6 トラックに積み込まれる放置自転車



こ
れ
ら
の
自
転
車
を
何
ら
か
の
方
法
で
処
分
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
再
生
自
転
車
を
海
外
に
譲
与
す
る
事
業
が
ス

タ
ー
ト
す
る
以
前
は
、
廃
棄
物
と
し
て
専
門
業
者
に
破
砕

処
分
を
依
頼
す
る
ほ
か
な
く
、
そ
の
経
費
も
豊
島
区
が
負

担
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

自
転
車
の
ル
ー
ル
を
無
視
し
た
利
用
者
か
ら
路
上
に
自

転
車
を
放
置
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
所
定
の
方
法
で
撤
去
、
保

管
し
た
う
え
に
、
貴
重
な
財
源
を
使
っ
て
大
量
の
自
転
車

を
廃
棄
す
る
理
不
尽
に
、
担
当
す
る
職
員
の
誰
も
が
釈
然

と
し
な
い
思
い
を
抱
く
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
事
情
を
知

ら
な
い
区
民
等
か
ら
は
｢不
要
な
も
の
は
捨
て
れ
ば
よ
い
｣

｢罰
金
を
取
れ
ば
よ
い
｣
と
い
っ
た
声
も
聞
か
れ
る
が
、

本
誌
の
読
者
の
方
で
あ
れ
ば
、
過
密
都
市
に
集
中
し
た
自

転
車
の
放
置
を
解
消
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
こ
と

は
、
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

海
を
渡
る
放
置
自
転
車

,
リ
サ
イ
ク
ル
自
転
車
の
海
外
譲
与
活
動
の
経
緯
j

ー

廃
棄
処
分
す
る
自
転
車
の
有
効
活
用

自
転
車
の
廃
棄
は
、
専
門
業
者
に
よ
る
破
砕
処
分
を
行

っ
て
い
る
が
、
破
砕
さ
れ
る
自
転
車
の
中
に
は
、
ま
だ
ま

だ
充
分
に
使
用
可
能
な
も
の
や
、
中
に
は
購
入
し
て
間
も

な
い
と
思
わ
れ
る
新
し
い
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。

昭
和
六
〇
年
当
時
、
豊
島
区
自
転
車
対
策
課
長
で
あ
っ

た
水
島
正
彦

(現

豊
島
区
副
区
長
)
は
、
持
ち
主
が
駅

前
に
放
置
し
た
挙
句
、
見
向
き
も
さ
れ
ず
捨
て
ら
れ
る
た

く
さ
ん
の
自
転
車
を
前
に
、
こ
れ
ら
の
自
転
車
を
有
効
活

用
す
る
方
法
を
模
索
し
て
い
た
。

そ
こ
で
浮
上
し
た
の
が

｢交
通
機
関
が
整
備
さ
れ
て
い

な
い
開
発
途
上
国
で
の
活
用
｣
で
あ
る
。
当
時
、
我
が
国

に
は
、
留
学
や
就
学
を
目
的
に
来
日
す
る
外
国
人
が
急
増

し
、
国
や
自
治
体
も
定
住
外
国
人
へ
の
施
策
の
実
施
が
重

要
課
題
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
市
民
生
活

に
お
い
て
も
国
際
理
解
、
国
際
交
流
の
機
運
が
高
ま
り
、

所
有
者
が
引
き
取
ら
な
か
っ
た
放
置
自
転
車
の
海
外
譲
与

の
取
組
み
は
、
時
宜
に
適
っ
た
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
た
。

2

大
荒
れ
の
船
出

し
か
し
、
先
例
の
な
い
新
た
な
試
み
で
あ
る
た
め
、
そ

の
ス
タ
ー
ト
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
通
関
手
続
き
に
緑
の
な
い
自
治
体
が
大
量
の
自

転
車
を
海
外
に
輸
出
す
る
た
め
に
は
、
外
務
省
、
通
商
産

業
省

(現

経
済
産
業
省
)、
輸
出
の
起
点
と
な
る
港
を

所
管
す
る
税
関

(大
蔵
省

(現

財
務
省
))
の
各
担
当

者
と
の
協
議
な
ど
、
関
係
方
面
と
の
調
整
に
多
く
の
時
間

を
割
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
こ

の
時
の
担
当
者
の
熱
意
と
は
裏
腹
に
、
撤
去
し
た
放
置
自

転
車
の
輸
出
は

｢輸
出
検
査
法
｣
(昭
和
三
十
二
年
法
律

第
九
十
七
号
、平
成
人
年
度
通
常
国
会
で
廃
止
法
案
可
決
)

な
ど
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
海
外
に
向
け
た
自
転
車

の
輸
出
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。

法
の
ハ
ー
ド
ル
を
前
に
、
紐
促
た
る
思
い
で
い
た
昭
和

六
二
年
、
輸
出
検
査
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
海
外
譲
与
の
実
現
に
向
け
た
取
組
み

が
再
開
さ
れ
、
つ
い
に
昭
和
六
三
年
七
月
、

リ
き
取
り
手

の
無
い
自
転
車
三
七
五
台
を
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
ザ
ン
ビ
ア
に
向
け
て
の
出
荷
が
実
現
し
、
再
生
自
転

車
海
外
譲
与
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
当
時
は
放
置
自
転

車
対
策
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
社
会
問
題
を
、
国
際
貢
献

と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
事
業
と
し
た
取
組
み
に
、
多
く
の

反
響
を
呼
び
、
多
数
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
話
題
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

3

N
G
0
と
の
出
会
い

豊
島
区
が
自
転
車
の
海
外
譲
与
の
実
現
に
奮
闘
し
て
い

た
頃
、
海
外
の
途
上
国
を
舞
台
に
、
保
健
衛
生
と
医
療
の

支
援
に
取
り
組
む

｢財
団
法
人

ジ
ョ
イ
セ
フ

(家
族
計

画
交
際
協
力
財
団
)
｣
(
J
O
I
C
F
P

…
対
せ
p
□
①
:

-n洋
鱒
ゆれ]口
幟N
田
口
○
ロ
対
〕H
HH料
の□
霜
害
汕o
巴
D
｣
-o
o
o
電
oHp言
○
ロ
鰊ロ
堝
~盪
巳ニ
ーて

四
m目
目
巴

の
ス
タ
ッ
フ
も
あ
る
現
実
に
直
面
し
て
い
た
。

途
上
国
で
は
慢
性
的
な
飢
え
と
栄
養
失
調
、
医
療
水
準
の

低
さ
と
絶
対
的
不
足
、
さ
ら
に
女
性
の
妊
娠
と
出
産
で
も

母
子
の
死
亡
率
が
高
く
、
妊
娠
と
出
産
の
リ
ス
ク
を
軽
減

す
る
た
め
に
悪
戦
苦
闘
の
日
々
が
続
い
て
い
た
。

ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
開
発
途

上
国
で
は
、
国
際
機
関
や
各
国
の
N
G
O
が
保
健
医
療
の

分
野
で
活
動
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
活
動
で
明
ら
か
に

な
っ
た
病
死
や
死
因
に
関
す
る
統
計
に
は
、多
く
の
病
名
、



死
因
な
ど
数
値
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ジ
ョ
イ

セ
フ
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
病
名
や
死
因
な

ど
と
は
異
な
る
数
値
化
さ
れ
て
い
な
い
大
き
な
要
因
が
あ

る
と
い
う
。
そ
れ
は

｢無
知
｣
と

｢手
遅
れ
｣
と
い
っ
た

も
の
で
、
統
計
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
非

常
に
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
途
上
国
で
は
、
調

理
や
食
事
の
前
に
手
を
洗
う
と
い
う
、
日
本
で
あ
れ
ば
幼

児
で
も
知
っ
て
い
る
知
識
の
不
足
や
、
予
防
接
種
、
抗
生

物
質
な
ど
医
薬
品
の
確
保
と
配
布
が
困
難
な
ケ
ー
ス
な
ど

｢知
っ
て
い
れ
ば
病
気
に
な
ら
な
か
っ
た
｣
｢手
に
入
れ
ば

助
か
っ
た
｣
と
い
っ
た
、
日
本
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
が

欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
途
上
国
で
の
活
動
を
終
え
て
帰
国
を
控
え
た
ジ

ョ
イ
セ
フ
の
ス
タ
ッ
フ
に
寄
せ
ら
れ
た
現
地
の
声
は
、

｢も
う

一
度
会
い
た
い
。
ま
た
訪
ね
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、

そ
の
と
き
は
、
一
台
で
い
い
か
ら
日
本
か
ら
自
転
車
を
持

っ
て
き
て
ほ
し
い
｣
と
い
う
願
い
で
あ

っ
た
と
い
う
。
ガ

ソ
リ
ン
の
入
手
も
容
易
で
な
い
途
上
国
で
は
、
自
動
車
よ

り
も
自
転
車
を
使
っ
た
方
が
効
果
的
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
自
転
車
が
欲
し
い
と
の
願
い
を
託
さ
れ
た
ジ

ョ
イ
セ
フ
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
帰
国
後
の
日
本
で
眼
に
し
た

の
が
街
中
に
溢
れ
る
放
置
自
転
車
と
、
豊
島
区
に
よ
る
自

転
車
の
海
外
譲
与
の
新
聞
記
事
で
あ
っ
た
。

4

広
が
る
輪

豊
島
区
か
ら
途
上
国
に
贈
ら
れ
た
自
転
車
は
、
途
上
国
に

お
け
る
保
健
衛
生
と
医
療
活
動
の
推
進
に
大
き
く
貢
献
す
る

こ
と
を
確
信
し
た
ジ
ョ
イ
セ
フ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
早
速
豊
島

区
を
来
訪
し
、
海
外
の
途
上
国
で
如
何
に
自
転
車
が
有
効
で

あ
る
か
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
こ
こ
に
豊
島
区
と
ジ
ョ
イ
セ
フ
と

の
協
働
に
よ
る
事
業
の
本
格
化
が
始
ま
っ
た
。

さ
ら
に
、
水
島
正
彦
は
豊
島
区
の
活
動
の
輪
を
広
げ
る

た
め
特
別
区

(東
京
二
三
区
)
の
自
転
車
対
策
担
当
課
長

会
議
や
、
全
国
自
転
車
問
題
自
治
体
連
絡
協
議
会
に
加
盟

す
る
自
治
体
に
向
け
て
、
事
業
へ
の
参
加
ア
ピ
ー
ル
に
積

極
的
に
乗
り
出
し
た
。
こ
の
ア
ピ
ー
ル
で
は

『放
置
自
転

車
対
策
の
結
果
、
発
生
す
る
引
取
り
手
の
な
い
良
質
車
の

有
効
利
用
対
策
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
良
質
車
を
さ
ら
に
点

検
整
備
し
、
再
生
自
転
車
と
し
て
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、

中
南
米
等
の
開
発
途
上
国
に
無
償
譲
与
し
、
看
護
師
、
保

健
師
等
の
交
通
手
段
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当

該
国
、
地
域
で
の
福
祉
の
向
上
･
増
進
を
希
求
し
、
国
際

協
力
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
』
を
掲
げ
、
関
係

各
方
面
に
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
努
力
が
実
を
結
び
、
平
成
元
年
、
東
京

都
の
文
京
区
、
大
田
区
、
世
田
谷
区
、
埼
玉
県
の
川
口
市
、

大
宮
市

(現

さ
い
た
ま
市
)
と
豊
島
区
の
六
自
治
体
と

ジ
ョ
イ
セ
フ
に
よ
り
、
｢再
生
自
転
車
海
外
譲
与
自
治
体

連
絡
会
｣
(ム
コ
ー
バ

(M
C
C
O
B
A
…
区
に
巳
o忌
巴

▲0
0
O
H
Q
…=□
凹
[一□
m

一0
o
員
一員
}糾[[①
①

(O)く
の
｢
の
の
P
の

切
言
o
て
○
一の

>
のの翼
貰
邑

が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

5

支
援
の
輪

加
盟
自
治
体
は
、
撤
去
し
た
自
転
車
の
中
か
ら
良
質
な

も
の
を
選
別
し
、
ブ
レ
ー
キ
そ
の
他
自
転
車
の
安
全
な
使

用
に
不
可
欠
な
点
検
整
備
を
行
い
、
横
浜
市
内
に
あ
る
保

税
倉
庫
に
搬
入
す
る
ほ
か
、
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
と

し
て
規
約
に
よ
り
、
毎
年
度
一
〇
〇
万
円
の
分
担
金
を
納

付
し
て
い
る

(写
真
8
)。
こ
の
財
源
を
使
っ
て
海
外
に

自
転
車
を
出
荷
す
る
の
で
あ
る
が
、
輸
送
コ
ス
ト
、
途
上

国
の
情
勢
変
化
、
現
地
通
貨
、
米
ド
ル
、
日
本
円
な
ど
の

通
貨
レ
ー
ト
の
変
動
な
ど
、
様
々
な
不
安
定
要
素
の
影
響

を
受
け
る
こ
と
が
多
い
。

写真8 加盟自治体から保税倉庫に搬入き

　　　さ　庫



こ
こ
で
救
い
と
な
っ
た
の
が
、
民
間
企
業
と
自
転
車
関

係
団
体
か
ら
の
支
援
で
あ
る
。

=

日
本
郵
船
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
海
上
輸
送
へ
の
支
援

テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
、
貨
物
船
の
甲
板
に
自
転

車
や
電
化
製
品
が
甲
板
ま
で
溢
れ
て
輸
送
さ
れ
る
映
像
を

眼
に
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
自
転
車
を
む
き
出
し
で
海
上

輸
送
す
れ
ば
、
海
水

･
潮
風
に
曝
さ
れ
た
自
転
車
が
傷
む

の
は
想
像
に
難
く
な
い
。ま
た
無
事
に
陸
揚
げ
さ
れ
て
も
、

む
き
出
し
の
状
態
で
は
、
現
地
に
運
ば
れ
る
間
に
積
荷
の

抜
き
取
り
や
、
集
団
に
よ
る
強
奪
な
ど
を
防
ぐ
こ
と
は
で

き
な
い
。

こ
の
た
め
、
海
外
へ
の
物
資
輸
送
は
国
際
的
な
物
流
規

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
釀楚趨勢該警察ききでき＼べ きストさ き＼、きけとき!

9 日本郵船コンテナヤード

格
を
満
た
し
た
コ
ン
テ
ナ
に
よ
る
輸
送
が
必
須
と
な
る

が
、
こ
こ
で
救
い
と
な
っ
た
の
が
我
が
国
の
大
手
海
運
会

社
の
一
つ
で
あ
る

｢日
本
郵
船
｣
(N
Y
K
-
L
I
N
E

(現

日
本
郵
船
グ
ル
ー
プ
))
か
ら
の
支
援
で
あ
る
。

日
本
郵
船
は
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
定
期
貨
物

航
路
を
就
航
さ
せ
て
お
り
、
再
生
自
転
車
の
海
外
譲
与
事

業
へ
の
賛
同
を
示
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
梱
包
に
必
要

な
コ
ン
テ
ナ
の
無
償
払
い
下
げ
と
、
輸
送
船
舶
確
保
の
便

宜
供
与
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
支
援
に
よ
り
、
毎

外
へ
の
出
荷
事
業
の
安
定
と
、
出
荷
台
数
の
増
加
を
図
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。特
に
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、

我
々
自
治
体
で
は
コ
ン
テ
ナ
を
保
有
し
維
持
管
理
を
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
無
償
払
い
下
げ
の
コ
ン
テ
ナ
で

あ
れ
ば
、
自
転
車
を
現
地
に
送
り
届
け
た
後
に
持
ち
帰
る

こ
と
も
不
要
で
あ
る
う
え
、
現
地
で
診
療
所
な
ど
に
改
造

し
て
有
効
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
そ
の
支
援
の

効
果
は
限
り
な
く
大
き
い

(写
真
9
)。

②

自
転
車
関
係
団
体
に
よ
る
財
政
支
援

活
動
の
充
実
に
伴
い
、
事
業
経
費
も
増
え
続
け
、
財
源

の
効
率
的
な
運
用
だ
け
で
は
事
業
の
継
続
は
非
常
に
困
難

と
な
っ
て
い
た
平
成
三
年
、
自
転
車
産
業
界
の
N
G
O
で

あ
る

｢財
団
法
人

自
転
車
産
業
振
興
協
会
｣
か
ら
再
生

自
転
車
海
外
譲
与
に
対
す
る
財
政
支
援
の
手
が
差
し
伸
べ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
七
年
に
は
東
京

都
の

｢財
団
法
人

東
京
都
駐
車
場
公
社
｣
(現

財
団

法
人

東
京
都
道
路
整
備
保
全
公
社
)
か
ら
も
助
成
金
が

交
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

実
は
、
豊
島
区
が
最
初
に
自
転
車
を
送
っ
た
こ
ろ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
現
地
で

｢日
本
は
捨
て
ら
れ
た
自

転
車
を
贈
っ
て
き
た
=
こ
と
報
道
さ
れ
て
し
ま
っ
た
苦
い

経
験
が
あ
る
。
何
し
ろ
、
途
上
国
で
の
自
転
車
は
、
高
価

な
貴
重
品
で
あ
り
、
引
き
取
り
手
の
無
い
自
転
車
は

｢捨

て
ら
れ
て
、
見
向
き
も
さ
れ
な
い
ス
ク
ラ
ッ
プ
｣
と
誤
解

さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
く
、
｢放
置
自
転
車
｣
の
概
念
が

理
解
で
き
な
い
途
上
国
で
は
無
理
も
無
い
こ
と
あ
る
。

こ
の
教
訓
以
後
、
再
生
自
転
車
海
外
譲
与
自
治
体
連
絡

会
で
は
、
独
自
に
定
め
た
整
備
基
準
で
安
全
性
な
ど
を
点

検
整
備
し
た
自
転
車
を
出
荷
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
パ
ン

ク
、
故
障
、
破
損
の
際
に
必
要
と
な
る
パ
ン
ク
修
理
セ
ッ

ト
、
空
気
入
れ
、
整
備
工
具
な
ど
も
出
荷
台
数
に
応
じ
て

コ
ン
テ
ナ
に
同
梱
し
て
い
る

(写
真
中
、
表
)。

こ
れ
ら
の
多
く
の
支
援
が
、
今
日
の
活
動
を
支
え
て
い

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
そ
の
後
、
再
生
自
転
車

海
外
譲
与
の
輪
に
、
東
京
都
の
練
馬
区
、
荒
川
区
、
板
橋

区
、
渋
谷
区
、
武
蔵
野
市
、
多
摩
市
、
埼
玉
県
の
所
沢
市
、

上
尾
市
、
静
岡
市
、
広
島
市
が
、
順
次
加
盟
し
て
お
り
、

平
成
一
九
年
四
月
現
在
、
加
盟
自
治
体
は
、
一
都
三
県
、

一
三
自
治
体
へ
と
拡
が
っ
た
。
一
つ
の
自
治
体
か
ら
始
ま

っ
た
国
際
貢
献
事
業
が
、
多
く
の
自
治
体
と
N
G
0
、
民

間
企
業
が
力
を
合
わ
せ
た
、
国
際
貢
献
事
業
へ
と
成
長
し

た
の
で
あ
る
。



写真10 放置自転車再生作業

三

海
外
譲
与
の
事
業
の
仕
組
み

こ
こ
で
、
再
生
自
転
車
海
外
譲
与
自
治
体
連
絡
会
に
お

け
る
役
割
分
担
と
譲
与
の
仕
組
み
を
述
べ
る
と
、
図

(次

頁
参
照
)
の
よ
う
に
な
る
。

四

ア
フ
リ
カ
の
大
地
、

け
る
役
割
分
担
と
譲
与
の
仕
組
み
を
述
べ
る
と
、
図

(次

い
っ
た
例
は
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
実
例
が
報
告
さ
れ
て

頁
参
照
)
の
よ
う
に
な
る
。

い
る
が
、
我
々
が
寄
贈
し
た
再
生
自
転
車
で
は
こ
の
よ
う

四

ア
フ
リ
カ
の
大
地
、

な
実
例
は
一
件
も
発
生
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
自
転
車

を
必
要
と
し
て
い
る
の
は
ど
の
国
の
、
ど
の
地
域
の
、
誰

ア
ジ
ア
の
森
林
を
走
る
再
生
自
転
車

が
、
何
の
た
め
に
必
要
と
し
て
い
る
の
か
?

を
事
前
に

〈譲
与
自
転
車
の
活
用
状
況
〉

調
査
し
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
確
実
に
送
り
届
け
て
い
る
こ

海
外
の
途
上
国
に
物
資
を
寄
贈
し
て
も
、
略
奪
や
搾
取

と
と
、
そ
し
て
贈
ら
れ
た
自
転
車
が
ど
の
様
に
活
用
さ
れ

に
遭
い
、
本
当
に
必
要
な
人
々
の
下
に
届
か
な
い
ー
、
と

て
い
る
の
か
を
必
ず
検
証
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
説
明
を
す
る
と
、
｢本
当
に
?
｣
と
の
疑

問
を
抱
く
読
者
も
い
る
と
思
う
が
、
ジ
ョ
イ
セ
フ
が
持
つ

国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
途
上
国
の
情
報
に
常
に

ア
ン
テ
ナ
を
張
り
、
必
要
に
応
じ
て
ジ
ョ
イ
セ
フ
の
ス
タ

ッ
フ
が
現
地
へ
飛
ん
で
調
査
を
実
施
し
て
い
る
ほ
か
、
自

治
体
側
の
代
表
者
が
途
上
国
の
N
G
O
を
訪
問
し
た
こ
と

も
あ
る
。
こ
れ
ら
現
地
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
、
途
上
国
の

ニ
ー
ズ
把
握
と
活
用
状
況
の
検
証
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で

い い 表 自転車再生整備基準 (平成18年度)

1 . この基準は、再生自転車海外譲与自治体連絡会 (ムコーバ) が、海外に再生自転車を譲与
するにあたり、加盟各自治体が再生整備の基準を統一化し、整備完成車の品質水準を均一
に保ち、かつ整備不良車が海外に出荷されることを防止するため、最低限必要な自主的基
準としての役割を課すものである。

2 ,この基準に基づいて点検整備をおこない海外に譲与する自転車は、特殊自転車及び変速ギ
ア付きの自転車を避け、最も一般的なタイプの自転車とする。
自転車のサイズは26インチを基本とする。

3 . 再生整備の基準は次のとおりとする。
(1) 自転車安全整備士の資格取得者が、警視庁が定める ｢普通自転車点検整備基準｣ に基

づき整備を実施する。ただし、 ｢普通自転車点検整備基準｣ により整備された自転車
で、加盟各自治体が明らかに同基準に適合すると認めた自転車は、この限りでない。

(2) 上記(1)に基づく整備のほか、次の内容について整備を実施する。
① カギについて
取り付けられているカギは全て取り外すこと。

② 荷篭について
前荷篭は必ず付けるものとし、使用可能かつ綺麗な荷篭については清掃後そのまま活

用し、損傷及び汚損の著しいものは良品と交換すること。
なお、後部荷台に取り付けられている篭については、取り外すこと。

※ 荷篭の材質については、金属性のものが好ましいが、自転車本体の状況から取り替
えが不可能な場合、再生経費の状況等により支障が生じる場合は、プラスチック性
の材質のものでも可とする。

③ 空気注入口について
バルブの虫ゴムは全て新しいものと交換すること。

④ サドルについて
損傷及び汚損のあるものは、良品と交換すること。

⑤ タイヤ及びタイヤチューブについて
タイヤの摩耗が著しいものは、良品と交換する。
タイヤチューブはパンクしていないか必ず点検し、バンクしている場合は修理のうえ、

通止空気圧まで空気を充填すること。
⑥ ハンドルの形状について
現在、量販されている自転車の状況から、婦人用車等の形状に加え棒状 (一文字) タ

イプも可とする。
※ 禁止形状=カマキリタイプのアップハンドル、 ビーチクルーザーなどの大型ハンド

ル、サイクリング車等のドロップハンドル等。
⑦ スタンドについて
両立てスタンドとすること。片足スタンドのものは必ず両立スタンドに取り替えること。

⑧ 後部荷台について
後部に必ず荷台がついていること。ついていない自転車には必ず荷台を取付けること

とするが、荷台の取り付けに限っては、 3の(l)に基づく基準に該当しないものとする。
⑨ 旧所有者氏名の表示について
すべて綺麗に落とすこと。

⑲ その他の点検整備について
各部分とも錆落とし、注油を充分に実施するとともに、自転車全体の清掃をおこなう

こと。また自転車利用者の安全に直接かかわる制御部分･反射器･前照灯及び警音器等に
ついては、必ず目視のみならず操作による確認を行うとともに、努めて部品を新品又は
良品と交換すること。
⑪ T Sマークの貼付は行わない。

4 .上記の仕様を基本的な再生整備の基準とし、その他不明な点や昨今の自転車事情から不都
合が生じる場合は、ムコーバ事務局 (豊島区) に報告し、改めて検討を行うものとする。



ム コ ー バ
(再生自転車海外譲与自治体連絡会)

① ジヨイセフ
家族計画国際協力財団)

③ 事務局 i出荷
(豊島区交通安全課)毛 　

　
　
　
　
　

　　　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　
　

東
世
区
埼
市
静
島

あ
る

(写
真
性
･
酸
)。

五

途
上
国
の
人
々
の
期
待
に
応
え
る
た
め
に

こ
の
よ
う
に
、
再
生
自
転
車
再
生
自
転
車
海
外
譲
与
の

事
業
は
多
く
の
輪
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
放
置
自
転
車
と
い
う
社
会
問

題
が
無
け
れ
ば
、
再
生
自
転
車
の
海
外
譲
与
は
始
ま
ら
な

か
っ
た
の
は
皮
肉
な
こ
と
で
は
あ
る
。

再
生
自
転
車
･
ス
ペ
ア
部
品
等

通関手続等
海外輸送に関する契約 ･支払

海外輸送

図 再生自転車海外譲与事業の流れ

　
　
　
　
　

イ
地
族
る
族

ヨ
ト
家
す
家

　　　　　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
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P
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2
協
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務
目
の

開
フ
I
画
5
画
国
外
在
そ

0

0

0
0
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し
か
し
、
自
転
車
を
待
ち
望
む
途
上
国
の
人
々
の
期
待

に
応
え
て
、再
生
自
転
車
を
海
外
に
贈
り
続
け
る
こ
と
は
、

自
治
体
レ
ベ
ル
に
よ
る
国
際
貢
献
事
業
と
し
て
大
き
な
意

義
を
持
っ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
。
今
後
も
、
加
盟
自

治
体
、
ジ
ョ
イ
セ
フ
、
支
援
し
て
く
だ
さ
る
企
業
、
団
体

と
力
を
合
わ
せ
て
、
再
生
自
転
車
の
海
外
譲
与
を
続
け
て

行
き
た
い
。

写真12 母子に保健指導を行うスリランカの
保健医療 N G O スタッフ
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卿
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④ 助成団体
自転車産業振興協会

東京都道路整備保全公社

写真= 家庭訪問に向かうタンザニアの
保健医療 N G O スタッフ



〔
一
審
判
決
〕

平
成
一
人
年
四
月
二
一
日

横
浜
地
方
裁
判
所

罰
金
二
〇
万
円

(業
務
上
過
失
致
死
罪
)

〔二
審
判
決
〕

平
成
一
九
年
一
月
一
一
日

東
京
高
等
裁
判
所

被
告
無
罪

(確
定
)

は
じ
め
に

本
件
は
、
ト
ン
ネ
ル
入
口
に
あ
る
高
さ
制
限
バ
ー
に
車

両
の
積
載
物
が
衝
突
し
た
結
果
、当
該
積
載
物
が
落
下
し
、

積
載
物
の
下
敷
き
と
な
っ
た
歩
行
者
が
死
亡
し
た
事
故
に

つ
い
て
、
道
路
管
理
職
員
が
過
去
に
同
様
の
事
故
が
起
き

て
い
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
高
さ
制
限
バ
ー
の
付

け
替
え
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と

(不
作
為
)
が
、
業
務
上

過
失
致
死
罪
に
該
当
す
る
か
否
か
が
問
わ
れ
た
事
例
で
あ

る
0

第
一
審
で
は
、
道
路
管
理
職
員
に
結
果
回
避
義
務
を
尽

く
さ
な
か
っ
た
過
失
が
あ
る
と
し
て
業
務
上
過
失
致
死
罪

に
該
当
す
る
と
し
た
が
、
第
二
審
で
は
、
当
該
職
員
に
は

業
務
上
の
注
音
室
我
務
は
な
い
と
し
て
鉦
曲
非
と
な
っ
て
い

る
。裁

判
所
の
判
断
が
第
一
審
と
第
二
審
で
異
な
っ
た
背
景

に
は
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
に
係
る

｢通
常
有
す
べ
き
安

全
性
｣
の
検
討
を
行
っ
た
か
否
か
が
影
響
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
詳
細
を
紹
介
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

一

事
案
の
概
嚢
篝

横
浜
市
道
の
某
ト
ン
ネ
ル

(以
下

｢本
件
ト
ン
ネ
ル
｣

と
い
う
。
)
に
お
い
て
、
平
成

一
六
年

三

月
三
〇
日
、

荷
台
に
掘
削
機
を
積
載
し
た
普
通
貨
物
自
動
車
が
本
件
ト

ン
ネ
ル
西
側
入
口
か
ら
進
入
し
よ
う
と
し
た
際
、
当
該
掘

削
機
が
入
口
に
設
置
さ
れ
て
い
た
高
さ
制
限
バ
ー

(以

下

｢本
件
高
さ
制
限
バ
ー
｣
と
い
う
。)
に
接
触
し
、
荷

台
か
ら
左
側
に
転
落
し
て
本
件
ト
ン
ネ
ル
の
左
側
に
あ

る
歩
道
に
落
下
し
、
同
所
を
歩
い
て
い
た
歩
行
者
を
下

敷
き
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
歩
行
者
は
、
搬
送
先
の
病

院
で
死
亡
し
た
。

本
件
は
、
横
浜
市
の
職
員
で
あ
り
、
本
件
ト
ン
ネ
ル

を
管
轄
す
る
事
務
所

(以
下

｢事
務
所
｣
と
い
う
。)
に

お
い
て
道
路
及
び
道
路
の
安
全
施
設
の
改
良
、
修
繕
な

ど
に
係
る
工
事
の
設
計
並
び
に
施
工
の
職
務
を
行
う
ほ

か
、
陳
情
の
対
応
者
で
も
あ
っ
た
被
告
が
、
平
成

一
五

年
に
発
生
し
た
同
様
の
事
故
を
知
り
、
ま
た
、
本
件
高

さ
制
限
バ
ー
の
危
険
性
に
つ
い
て
の
陳
情
を
受
け
て
い

な
が
ら
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
の
付
け
替
え
工
事
を
行

わ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
に

該
当
す
る
か
否
か
が
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
る

(普
通
貨

道
路
管
理
職
員
の
不
作
為
が
業
務
比
過
失
轢
死
罪
に

護
当
す
る
か
否
か
が
問
わ
れ
た
事
例

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直

道"〒セ 20075 53



物
自
動
車
の
運
転
者
は
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
よ
り
、

は
、
工
事
監
督
員
が
一
名
ず
つ
定
め
ら
れ
、
道
路
係

な
っ
て
い
る
た
め
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
が
設
置
さ

平
成
一
七
年
二
月
二
五
日
、
禁
錮
二
年
(執
行
猶
予
五
年
)

の
職
員
が
輪
番
で
担
当
し
て
い
た
。

れ
る
ま
で
は
、
西
側
入
口
か
ら
進
入
し
た
ト
ラ
ッ
ク

の
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
い
る
)。

三

事
実
関
係

1

被
告
人
の
地
位
、
職
務
内
容
等

ア

被
告
人
は
、
平
成
一
四
年
四
月
か
ら
横
浜
市
の
事

務
所
道
路
係
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。

イ

被
告
人
は
、
事
務
所
に
お
い
て
、
陳
情
処
理
担
当

者
の
任
に
就
い
て
い
た
。

ウ

陳
情
処
理
担
当
者
は
、
陳
情
を
検
討
し
た
結
果
、

業
者
に
工
事
を
実
施
さ
せ
る
の
が
相
当
と
判
断
し
た

場
合
、
通
常
は
管
内
一
円
工
事

(道
路
等
に
損
傷
等

が
生
じ
た
際
に
迅
速
に
復
旧
を
行
う
た
め
、
管
理
区

域
内
一
円
を
対
象
と
し
て
、
頻
繁
に
起
き
る
損
傷
等

に
対
応
す
る
復
旧
工
種
と
数
量
等
を
想
定
し
て
入
札

に
か
け
、
施
工
業
者
と
あ
ら
か
じ
め
工
事
請
負
契
約

を
締
結
し
て
お
き
、
損
傷
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

契
約
業
者
に
指
示
を
出
し
て
行
う
工
事
。)
で
対
応

し
た
。
ま
た
、
陳
情
処
理
担
当
者
が
一
本
工
事

(特

定
の
工
事
を
個
別
の
入
札
に
か
け
、発
注
す
る
工
事
)

で
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合

に
は
、
経
費
の
捻
出
が
で
き
れ
ば
一
本
工
事
を
実
施

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

平
成
一
五
年
度
及
び
平
成
エ
ハ年
度
の
管
内
一
円

工
事
は
、
一
二
単
位
に
分
か
れ
て
お
り
、
各
単
位
に

2

本
件
ト
ン
ネ
ル
及
び
そ
の
付
近
の
状
況

ア

本
件
ト
ン
ネ
ル
は
、
国
道
と
市
道
を
交
差
さ
せ
る

た
め
に
、
国
道
の
下
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
ト
ン
ネ
ル
内
に
は
、
ト
ン
ネ
ル
西
側
入
口
か
ら

見
て
左
側
路
肩
に
路
面
が
若
干
高
く
な
っ
た
歩
道
状

の
も
の

(以
下

｢歩
道
｣
と
い
う
。)
が
あ
り
、
歩

道
と
市
道
の
間
に
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
設
置
さ
れ
て
い

な
い
。
最
高
速
度
は
四
〇
如
/
h
と
指
定
さ
れ
て
い

た
ほ
か
、
高
さ
制
限
二
･
八
m
の
交
通
規
制
が
設
定

さ
れ
て
い
た
。

イ

本
件
ト
ン
ネ
ル
付
近
は
市
街
地
で
、
沿
道
に
は
一

般
民
家
が
連
立
し
、
民
家
の
密
集
す
る
地
域
で
あ
っ

た
。
本
件
ト
ン
ネ
ル
を
通
る
市
道
は
、
付
近
住
民
の

生
活
道
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
近
隣
の
小
中

学
校
や
高
等
学
校
の
通
学
路
に
も
な
っ
て
い
た
。
そ

の
一
方
で
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
は
、
付
近
の
幹
線
道
路

の
混
雑
を
避
け
よ
う
と
す
る
自
動
車
が
通
行
す
る
、

い
わ
ゆ
る
抜
け
道
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う

実
態
も
あ
っ
た
。

3

本
件
高
さ
制
限
バ
ー
設
置
の
経
緯
及
び
設
置
状
況
等

ア

本
件
ト
ン
ネ
ル
は
、
西
側
入
口
か
ら
東
側
入
口
に

向
か
う
に
つ
れ
て
徐
々
に
天
井
が
低
く
な
る
構
造
と

れ
る
ま
で
は
、
西
側
入
口
か
ら
進
入
し
た
ト
ラ
ッ
ク

等
が
ト
ン
ネ
ル
内
で
天
井
に
つ
か
え
て
立
ち
往
生
し

て
交
通
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
事
故
が
度
々

発
生
し
、本
件
ト
ン
ネ
ル
を
管
轄
す
る
事
務
所
に
は
、

地
元
住
民
や
警
察
か
ら
事
故
対
策
を
求
め
る
旨
の
陳

情
等
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
同
事
務
所
は
、

平
成
一
〇
年
こ
ろ
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
を
設
置
し

た
。

イ

本
件
高
さ
制
限
バ
ー
は
、
車
両
運
転
者
に
高
さ
制

限
を
視
覚
的
に
示
す
と
と
も
に
、
高
さ
制
限
を
超
え

る
車
両
が
本
件
ト
ン
ネ
ル
内
に
進
入
す
る
の
を
物
理

的
に
防
ぎ
、
車
両
を
徐
行
、
停
止
さ
せ
る
こ
と
を
ね

ら
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
高
さ
制
限
バ
ー
は
、
長
さ
約
二
･
八
m
、
幅

約
一
二
･
五
皿
の
H
型
鋼
を
本
件
ト
ン
ネ
ル
西
側
入

口
上
部
に
水
平
に
わ
た
し
、
そ
の
両
端
を
ト
ン
ネ
ル

の
擁
壁
に
ボ
ル
ト
で
固
定
す
る
方
法
に
よ
り
据
え
付

け
ら
れ
た
も
の
で
、
市
道
路
面
か
ら
本
件
高
さ
制
限

バ
ー
下
部
ま
で
の
高
さ
は
約
二
･
九
m
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
が
国
道
の
下
を
斜
め
に
通

り
抜
け
て
い
る
た
め
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
は
、
西

うnnワ

側
入
口
に
向
か
っ
て
右
端
を
手
前
、
左
端
を
奥
に
し

て
、
市
道
上
を
斜
め
に
横
切
る
状
態

(右
車
道
外
側

線
に
対
し
、
約
二
七
度
の
角
度
。
な
お
、
本
件
ト
ン

ネ
ル
に
西
側
入
口
か
ら
進
入
す
る
車
両
の
進
行
方
法



は
、
右
車
道
外
側
線
と
ほ
ぼ
平
行
と
な
る
。)
に
な

人
は
、
道
路
設
備
の
損
傷
の
有
無
等
を
確
認
す
る
た

っ
て
い
た
。

本
件
高
さ
制
限
バ
ー
は
、
目
立
つ
よ
う
に
、
赤
色

と
白
色
の
し
ま
模
様
で
塗
ら
れ
、
そ
の
上
辺
に
は
、

白
地
に
赤
色
の
文
字
で
｢頭
上
注
意
桁
下
二
･
八
M
｣

と
書
か
れ
た
金
属
製
看
板
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、
本
件
当
時
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
西
側
入
口

の
上
部
壁
面
に
は
、
高
さ
制
限
二
･
八
m
で
あ
る
旨

を
示
す
道
路
標
識
が
取
り
付
け
ら
れ
、
同
入
口
の
左

側
に
は

｢危
険

ト
ン
ネ
ル
内
徐
行
運
転
｣
と
書
か

れ
た
看
板
が
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
上
記
入
口
の
手
前
約

一
三
0
m
の
地
点

(同
地
点
か
ら
上
記
入
口
ま
で
の
間
に
脇
道
は
な

い
。)
に
、
一
三
0
m
先
で
高
さ
制
限
二
･
八
m
の

交
通
規
制
が
あ
る
旨
を
示
す
交
通
標
識
が
設
置
さ
れ

て
い
た
。

4

被
告
人
が
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
の
改
良
を
求
め
る

陳
情
を
受
け
た
状
況
等

平
成
一
五
年
八
月
二
一
日
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
に
西

側
入
口
か
ら
進
入
し
よ
う
と
し
た
普
通
貨
物
自
動
車

が
、
荷
台
に
積
載
し
た
小
型
掘
削
機
の
上
部
を
本
件

高
さ
制
限
バ
ー
に
衝
突
さ
せ
、
車
体
全
体
が
左
に
傾

い
て
ト
ン
ネ
ル
左
側
の
壁
に
倒
れ
か
か
っ
た
状
態
に

な
り
、
動
け
な
く
な
る
と
い
う
事
故
が
発
生
し
た
。

同
日
、
こ
の
事
故
発
生
の
知
ら
せ
を
受
け
た
被
告

め
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
に
赴
い
た
。
そ
の
際
、
事
故
現

場
に
い
た
付
近
住
民
か
ら

｢本
件
高
さ
制
限
バ
ー
が

道
路
に
対
し
て
斜
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

衝
突
し
た
と
き
に
歩
行
者
通
行
側
に
倒
れ
る
。
歩
行

者
が
犠
牲
に
な
っ
た
ら
土
木
の
責
任
だ
。
何
ら
か
の

対
応
を
望
む
。｣
旨
を
強
い
調
子
で
訴
え
ら
れ
た
。

イ

同
年
九
月
五
日
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
に
西
側
入
口
か

ら
進
入
し
よ
う
と
し
た
普
通
貨
物
自
動
車
が
本
件
高

さ
制
限
バ
ー
に
衝
突
し
、
左
側
に
傾
い
て
ト
ン
ネ
ル

左
側
の
壁
に
倒
れ
か
か
っ
た
状
態
に
な
り
、
動
け
な

く
な
る
と
い
う
事
故
が
発
生
し
た
。

同
日
、
こ
の
事
故
発
生
の
知
ら
せ
を
受
け
た
被
告

人
は
、
同
年
八
月
の
事
故
と
同
様
、
本
件
ト
ン
ネ
ル

に
赴
い
た
。
事
務
所
に
戻
っ
た
被
告
人
は
、
付
近
住

民
か
ら
電
話
で
、
｢本
件
高
さ
制
限
バ
ー
が
道
路
に

対
し
て
斜
め
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
を
道
路
に
直
交

す
る
よ
う
に
早
急
に
対
応
し
て
ほ
し
い
。｣
旨
の
訴

え
を
受
け
た
。

ウ

と
こ
ろ
で
、
所
轄
警
察
署
で
保
管
さ
れ
て
い
た
物

件
事
故
報
告
書
に
は
、
平
成
一
二
年
一
月
一
日
か
ら

平
成
ニ
ハ年
三

月
三
〇
日
ま
で
の
間
に
、
本
件
高

さ
制
限
バ
ー
に
自
動
車
が
衝
突
す
る
事
故
と
し
て
、

前
述
ア
、
イ
の
事
故
の
ほ
か
に
平
成
一
二
年
六
月
、

平
成
一
五
年
六
月
、
平
成
一
六
年
七
月
に
各

一
件
、

合
計
五
件
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。

5

本
件
高
さ
制
限
バ
ー
に
関
す
る
陳
情
へ
の

被
告
人
の
対
応
等

ア

被
告
人
は
、
前
述
4
の
付
近
住
民
か
ら
の
訴
え
に

つ
い
て
、
い
ず
れ
の
事
故
に
つ
い
て
も
、
現
場
を
見

分
し
た
当
日
な
い
し
翌
日
に
、
上
司
に
各
陳
情
の
内

容
等
を
報
告
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
上
司
か
ら
、
本
件

高
さ
制
限
バ
ー
の
改
良
工
事
の
見
積
り
を
と
る
よ
う

に
指
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
は
、
鉄
鋼
業
者

に
見
積
り
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
改
良
工
事
の
費
用

は
、
経
費
を
含
め
て
二
三
五
万
円
で
あ
る
旨
の
見
積

書
が
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
。
被
告
人
が
こ
の
見
積

り
結
果
を
上
司
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
上
司
は
、
工

事
費
用
が
か
な
り
高
い
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
も
の

の
、
最
終
的
に
は
、
管
内
一
円
工
事
に
よ
る
改
良
工

事
で
処
理
す
る
よ
う
指
示
し
、
被
告
人
も
こ
れ
に
異

論
は
述
べ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
改
良
工
事
は
、
管
内
一
円
工
事
で

行
う
通
常
の
工
事
と
対
比
す
る
と
、
費
用
が
か
な
り

高
額
で
あ
る
上
、
工
種
も
鉄
鋼
工
事
を
含
む
例
外
的

な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
被
告
人
は
、
業
者
へ
の
依

頼
が
困
難
な
工
事
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、

管
内
一
円
工
事
の
落
札
業
者
に
は
、
工
種
と
し
て
想

定
さ
れ
て
い
な
い
鉄
鋼
工
事
を
自
ら
施
工
で
き
な
い

業
者
が
多
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
業
者
に
こ
の
種
の

工
事
を
指
示
す
れ
ば
、
外
注
に
出
す
ほ
か
な
く
採
算

が
と
れ
な
い
と
し
て
難
色
を
示
し
た
り
、
苦
情
を
言



わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
測
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
事
情
か
ら
、
被
告
人
は
、
上
司
が
被
告
人

以
外
の
工
事
監
督
員
に
改
良
工
事
の
組
入
れ
を
指
示

す
る
こ
と
を
期
待
し
た
が
、
上
司
は
そ
の
よ
う
な
指

示
を
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
は
、
本
件
高

さ
制
限
バ
ー
の
改
良
工
事
を
自
ら
又
は
他
の
工
事
監

督
員
を
通
じ
て
業
者
に
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
。

イ

被
告
人
は
、
本
件
事
故
が
発
生
す
る
ま
で
、
本
件

高
さ
制
限
バ
ー
の
改
良
工
事
を
自
ら
又
は
他
の
工
事

監
督
員
を
通
じ
て
業
者
に
指
示
す
る
こ
と
は
な
く
、

陳
情
処
理
の
進
捗
状
況
等
を
上
司
に
報
告
あ
る
い
は

相
談
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

三

争
点

以
下
の
点
が
争
点
と
さ
れ
た
。

①

本
件
道
路
が
直
ち
に
工
事
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
程
度
に
危
険
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
の
点

に
つ
い
て
の
被
告
人
の
認
識
は
ど
う
で
あ
っ
た
か

②

被
告
人
は
、
直
ち
に
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
を
改
良

す
る
工
事
を
実
施
す
る
た
め
の
方
策
を
講
じ
て
、
同

所
に
お
け
る
人
身
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
べ

き
業
務
上
の
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
か
ど
う
か

③

被
告
人
は
、
結
果
回
避
義
務
を
尽
く
し
て
い
た
と

い
え
る
か
ど
う
か

四

第
一審
(地
裁
)
の
判
断

第
一
審
は
概
ね
次
の
と
お
り
判
示
し
、
被
告
人
に
は
、

本
件
事
故
に
つ
い
て
過
失
が
あ
る
と
認
定
し
た
。

ー

争
点
①
に
つ
い
て

本
件
高
さ
制
限
バ
ー
は
、
車
道
外
測
線
に
対
し
斜
め
に

取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
に
西
側
入

口
か
ら
進
入
す
る
高
さ
制
限
を
超
え
た
車
両
や
積
載
物
が

本
件
高
さ
制
限
バ
ー
に
衝
突
す
る
と
、
車
体
が
左
側
に
傾

い
て
、
積
載
物
が
転
落
す
る
な
ど
し
て
、
本
件
ト
ン
ネ
ル

左
側
に
設
置
さ
れ
た
歩
道
上
の
歩
行
者
の
生
命
、
身
体
に

危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
平
成
一
五

年
八
月
二
一
日
及
び
同
年
九
月
五
日
、
本
件
高
さ
制
限
バ

ー
に
衝
突
し
た
貨
物
自
動
車
が
左
側
に
傾
い
て
停
止
す
る

事
故
が
連
続
し
て
発
生
し
た
が
、
そ
の
際
、
被
告
人
は
、

付
近
住
民
か
ら
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
の
取
付
け
角
度
を
変

え
る
な
ど
何
ら
か
の
対
応
を
と
る
よ
う
に
陳
情
を
受
け
る

と
と
も
に
、
現
場
で
こ
れ
ら
の
事
故
の
状
況
を
確
認
す
る

な
ど
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
を
そ
の

ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
上
記
の
と
お
り
本
件
ト
ン
ネ
ル
左
側

に
設
置
さ
れ
た
歩
道
上
の
歩
行
者
の
生
命
、
身
体
に
危
険

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
容
易
に
予
見
す
る
こ
と

が
で
き
、
実
際
に
そ
の
お
そ
れ
を
予
見
し
て
い
た
。

2

争
点
②
に
つ
い
て

被
告
人
は
、
上
記
の
よ
う
な
予
見
を
し
て
い
た
上
、
上

記
陳
情
の
処
理
担
当
者
と
し
て
、
管
内
一
円
工
事
で
対
応

す
る
場
合
は
、
事
実
上
被
告
人
の
判
断
で
処
理
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
て
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
改
良
工
事
に
つ

い
て
、
ま
ず
は
工
事
監
督
員
に
指
示
を
依
頼
し
、
仮
に
同

工
事
の
実
施
に
不
都
合
が
あ
れ
ば
、
上
司
に
対
し
、
そ
の

経
緯
や
事
情
を
報
告
し
、
工
事
監
督
員
又
は
業
者
へ
の
指

示
を
促
す
な
ど
同
工
事
の
実
施
の
た
め
に
協
力
を
求
め
、

管
内
一
円
工
事
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
一
本
工
事
に
よ
っ
て
対
応
す
る
た

め
に
上
司
に
そ
の
旨
上
申
す
る
な
ど
、
早
期
に
本
件
高
さ

制
限
バ
ー
を
改
良
す
る
工
事
を
実
施
す
る
た
め
の
方
策
を

講
じ
て
、
人
身
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
べ
き
業
務

上
の
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
。

3

争
点
③
に
つ
い
て

被
告
人
は
、
こ
の
よ
う
な
業
務
上
の
注
音
堂
我
務
を
負
っ

て
い
た
上
、
上
司
か
ら
管
内
一
円
工
事
で
対
応
す
る
よ
う

指
示
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
高
さ
制
限

バ
ー
の
改
良
工
事
に
は
鉄
鋼
工
事
が
含
ま
れ
、
請
負
業
者

の
採
算
が
と
れ
な
い
こ
と
か
ら
工
事
を
指
示
し
て
も
断
ら

れ
、
又
は
請
負
業
者
と
の
間
で
紛
争
が
生
じ
る
可
能
性
が

あ
り
、
あ
る
い
は
他
に
優
先
順
位
の
高
い
工
事
が
あ
る
な

ど
と
し
て
、
工
事
監
督
員
に
管
内
一
円
工
事
の
業
者
に
指

示
の
依
頼
を
せ
ず
、
一
本
工
事
を
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て



上
司
へ
の
上
申
を
し
な
い
ま
ま
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
の

改
良
工
事
を
実
施
す
る
こ
と
な
く
放
置
し
、
注
意
義
務
を

尽
く
さ
な
か
っ
た
。

五

被
告
か
ら
の
控
訴
の
章
立
て
に
つ
い
て

被
告
は
、
上
記
第
一
審
の
判
決
に
不
服
が
あ
る
と
し
て

控
訴
の
申
立
て
を
行
っ
た
が
、
そ
の
趣
意
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

①

本
件
事
故
の
原
因
は
、
法
令
を
著
し
く
違
反
し
た

普
通
貨
物
自
動
車
の
運
転
者
の
無
謀
運
転
に
あ
り
、

そ
の
無
謀
さ
は
被
告
人
の
予
見
を
著
し
く
上
回
る
も

の
で
あ
っ
た

②

被
告
人
に
は
、
普
通
貨
物
自
動
車
の
運
転
者
の
よ

う
な
無
謀
運
転
を
す
る
者
が
出
現
す
る
こ
と
ま
で
を

予
見
し
て
事
故
発
生
を
防
止
す
べ
き
注
意
義
務
は
な

か
っ
た
。

③

被
告
人
は
、
結
果
回
避
義
務
を
尽
く
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
人
は
無
曲
非
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決

に
は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
事
実
誤
認

が
あ
る
。

穴

第
二
審
(高
裁
)
の
判
断

ー

争
点
①
に
つ
い
て

本
件
の
結
果
発
生
に
つ
い
て
の
被
告
人
の
認
識
等
に
つ

き
検
討
す
る
と
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
判
決
の
判
断
は
、

正
当
と
し
て
こ
れ
を
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

争
点
②
に
つ
い
て

確
か
に
、
被
告
人
は
、
陳
情
処
理
担
当
者
と
し
て
本
件

高
さ
制
限
バ
ー
の
改
良
を
求
め
る
陳
情
の
処
理
を
担
当

し
、
上
司
か
ら
管
内
一
円
工
事
で
対
応
す
る
よ
う
に
指
示

を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
自
ら
請
負
業
者

に
工
事
の
指
示
を
出
し
、
あ
る
い
は
他
の
工
事
監
督
員
に

指
示
を
依
頼
し
、
仮
に
同
工
事
の
実
施
に
不
都
合
が
あ
れ

ば
、
上
司
に
対
し
、
そ
の
経
緯
や
事
情
を
報
告
し
て
対
応

の
検
討
を
促
し
、
被
告
人
に
お
い
て
一
本
工
事
で
対
応
す

る
こ
と
が
必
要
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
旨

を
上
司
に
相
談
す
る
と
い
う
職
責
を
負
っ
て
い
た
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
の
場
合
、
も
し
被
告
人
が

早
期
に
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
の
改
良
工
事
を
実
施
す
る
た

め
の
方
策
を
講
じ
て
本
件
事
故
発
生
前
に
改
良
工
事
を
完

了
さ
せ
て
い
れ
ば
、
本
件
事
故
は
起
き
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
、
被
告
人
の
上
記
職
責
が
本
件
業
務
上
過
失
致

死
罪
に
お
け
る
注
意
義
務
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い

て
は
、
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

所
論
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
道
路
及
び
道
路
施
設
は
、

そ
の
性
質
上
、
想
定
で
き
る
す
べ
て
の
事
故
を
防
止
で
き

る
完
全
無
欠
の
安
全
性
の
具
備
を
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
道
路
の
位
置
、
利
用
実
態
等
の

道
路
状
況
に
応
じ
、
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
者
の
常
識
的
で

秩
序
あ
る
利
用
方
法
を
あ
る
程
度
期
待
で
き
る
こ
と
を
想

定
し
、
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を

備
え
て
い
れ
ば
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
以
上
、
上
記
の
よ
う
な
想
定
を
超
え
る
行
動
に
よ
り
事

故
が
発
生
し
た
こ
と
を
も
っ
て
道
路
施
設
等
が
安
全
性
を

欠
い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
道
路
施
設
等

が
そ
の
具
備
す
べ
き
安
全
性
を
一
応
備
え
て
い
る
と
い
え

る
場
合
で
も
、
よ
り
安
全
性
や
利
便
性
を
高
め
る
た
め
に

改
良
を
施
す
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
工

事
に
よ
り
事
故
発
生
を
防
止
し
得
る
こ
と
が
あ
る
の
は
多

言
を
要
し
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
う
し
た

工
事
が
行
わ
れ
ず
に
事
故
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
当
該
施
設
が
安
全
性
を
欠
い
た
危
険
な
も

と
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
道
路
管
理
者
が
事
故

発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た

と
評
す
る
の
は
相
当
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
高

さ
制
限
バ
ー
に
高
さ
制
限
を
超
え
る
車
両
が
衝
突
し
て
人

身
事
故
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
高

さ
制
限
バ
ー
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と

認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
、
改
良
工

事
を
行
う
な
ど
し
て
危
険
防
止
の
措
置
を
講
ず
る
義
務
が

あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
で
検
討
す
る
と
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
に
高
さ
制

限
を
超
え
る
車
両
が
衝
突
し
て
人
身
事
故
を
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
に

は
、
高
さ
制
限
二
･
八
m
の
交
通
規
制
が
設
定
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
運
転
者
が
遵
守
し
さ
え
す
れ
ば
本
件
事
故
が

起
き
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
関
係
証
拠
を
子
細
に



検
討
し
て
も
、
本
件
事
故
現
場
付
近
に
お
い
て
、
上
記
高

高
さ
制
限
バ
ー
に
つ
き
、
よ
り
安
全
性
を
高
め
る
た
め
の

参
考
条
文

さ
制
限
の
遵
守
を
期
待
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
が
あ
っ

も
の
と
み
る
ほ
か
な
く
、
そ
の
よ
う
な
工
事
の
実
施
に
関

刑
法

た
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
本
件

ト
ン
ネ
ル
を
通
る
市
道
は
、
抜
け
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
付
近
住
民
の
生
活
道
路
と
い

っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
西
側
入

口
の
手
前
約
一
三
0
m
の
地
点
及
び
本
件
高
さ
制
限
バ
ー

に
は
上
記
高
さ
制
限
が
あ
る
旨
を
示
す
道
路
標
識
等
が
設

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
所
轄
警
察
署
で
保
管
さ
れ
て
い
た

物
件
事
故
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
本
件
事
故
発
生
前

の
約
四
年
二

か
月
間
に
発
生
し
た
本
件
高
さ
制
限
バ
ー

に
車
両
が
衝
突
す
る
事
故
は
五
件
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
認

め
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
を
利

用
す
る
車
両
は
、
通
常
は
前
述
高
さ
制
限
を
遵
守
す
る
も

の
と
期
待
し
て
よ
い
状
況
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
本
件
市
道
の
位
置
、
そ
の
利
用
実
態
、
本
件
卜

も
の
と
み
る
ほ
か
な
く
、
そ
の
よ
う
な
工
事
の
実
施
に
関

し
、被
告
人
が
前
述
職
責
を
負
っ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
れ
が
本
件
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
お
け
る
注
意
義
務
を

構
成
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

3

争
点
③
に
つ
い
て

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
に
よ
り
歩
行
者
が
死
亡
す

る
と
い
う
重
大
な
結
果
が
生
じ
て
お
り
、
本
件
高
さ
制
限

バ
ー
が
車
両
の
積
載
物
を
歩
道
の
あ
る
左
側
に
転
落
さ
せ

た
一
因
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、被
告
人
に
は
、

原
判
決
が
判
示
す
る
よ
う
な
業
務
上
の
注
意
義
務
は
な

く
、
こ
れ
を
認
め
た
原
判
断
に
は
誤
り
が
あ
る
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
回
避
義
務
違
反
の
有

無
に
つ
い
て
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
被
告
人
に
は
過
失
責

任
を
負
う
べ
き
理
由
は
な
い
。

刑
法

第
二
百
十
一条

(業
務
上
過
失
致
死
傷
等
)

業
務
上
必
要
な
注
意
を
怠
り
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ

せ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
百

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
重
大
な
過
失
に
よ
り
人

を
死
傷
さ
せ
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

2

略

刑
事
訴
訟
法

第
三
百
三
十
六
条

被
告
事
件
が
罪
と
な
ら
な
い
と
き
、
又
は
被
告
事
件

に
つ
い
て
犯
罪
の
証
明
が
な
い
と
き
は
、
判
決
で
鑑
霊
非

の
言
渡
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ン
ネ
ル
及
び
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
の
構
造
、
交
通
規
制
を

示
す
道
路
標
識
等
の
設
置
状
況
と
い
っ
た
諸
般
の
事
情
の

ほ
か
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
の
設
置
目
的
等
を
併
せ
考
慮

す
る
と
、
本
件
高
さ
制
限
バ
ー
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性

を
欠
い
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
局
、
本

件
の
事
実
関
係
の
下
で
は
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
、
本

件
高
さ
制
限
バ
ー
の
改
良
工
事
を
行
う
な
ど
し
て
危
険
防

止
の
措
置
を
講
ず
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ

と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
で
予
定
さ
れ
て
い
た
改

良
工
事
は
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
備
え
て
い
た
本
件

4

結
論
及
び
自
判

以
上
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
被
告
人
に
過
失
が
あ
る
と

し
て
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
決
に

は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
明
ら
か
な
事
実
の
誤

認
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
被
告
人
に
は
本
件
事
故
に
つ
き
過
失

は
な
く
、
結
局
本
件
公
訴
事
実
に
つ
い
て
は
犯
罪
の
証
明

が
な
い
こ
と
に
帰
す
る
か
ら
、
刑
訴
法
三
三
六
条
後
段
に

よ
り
被
告
人
に
対
し
無
罪
の
言
渡
し
を
す
る
。



廉
鼎
寺
繭

『あ
ん
し
ん
歩
衙
エ
リ
ア
内
の

通
過
蘂
週
の
鞠
倒
社
会
実
験
』

藤
井
寺
市
都
市
整
備
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

藤
井
寺
市
の
沿
革

大
阪
府
藤
井
寺
市

(図
1
)
は
、
大
阪
平
野
の
東
南
部

に
位
置
し
、
和
泉
山
脈
北
麓
か
ら
緩
く
広
が
る
羽
曳
野
丘

陵
の
北
端
を
占
め
て
お
り
、
北
部
を
大
和
川
、
東
部
を
石

川
が
流
れ
、
北
東
部
で
合
流
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
難
波

滓
と
大
和
飛
鳥
を
結
ぶ
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
た
こ
と
か

ら
、
古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
と
し
て
開
け
て
き
ま
し
た
。

市
域
の
大
部
分
が
平
坦
地
で
、
南
か
ら
北
に
傾
斜
し
な

が
ら
、
概
ね
数
m
の
高
低
差
を
な
し
て
お
り
、
市
域
面
積

は
八
･
八
九
蝸
の
小
さ
な
市
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
大
阪
市
の
中
心
部
か
ら
鉄
道
で
一
四
分
程
度
で

繋
が
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
西
名
阪
自
動
車
道
の
藤
井
寺

I
C
が
あ
り
、名
古
屋
市
方
面
に
通
じ
て
い
る
と
と
も
に
、

松
原
J
C
T
を
経
て
阪
神
高
速
道
路
、
近
畿
自
動
車
道
、

阪
和
自
動
車
道
に
通
じ
て
い
ま
す
。

二

社
会
襲
驗
実
施
に
至
る
背
景

藤
井
寺
市
で
は
、
警
察
庁
、
国
土
交
通
省
よ
り

｢あ
ん

し
ん
歩
行
エ
リ
ア
｣
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
た
藤
井
寺
駅

前
周
辺
地
区

(図
2
)
に
お
い
て
、
歩
行
者
及
び
自
転
車

利
用
者
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る
た
め
、
大
阪
府
、
大

阪
府
公
安
委
員
会
、
藤
井
寺
市
、
地
域
住
民
と
協
働
に
よ

り
様
々
な
対
策
検
討
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。

対
策
の
一
つ
で
あ
る
車
両
速
度
を
抑
制
し
、
生
活
道
路

に
お
け
る
交
通
事
故
削
減
を
図
る
方
策
と
し
て
、
ハ
ン
プ

や
ク
ラ
ン
ク
な
ど
の
効
果
が
文
献
な
ど
に
も
紹
介
さ
れ
、

ま
た
、
効
果
を
上
げ
て
い
る
事
例
も
み
ら
れ
ま
す
が
、
藤

　
大阪市

嚇そナ｢性藤井寺市 i

関西国際空港

図 1 藤井寺市の位置図



井
寺
市
内
や
周
辺
に
は
設
置
事
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
導

入
に
際
し
て
の
地
元
へ
の
説
明
を
行
な
っ
て
も
住
民
が
判

断
す
る
情
報
が
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
住
民
と
協
議
を
進
め
る
な
か
で
、
実
験
的

に
ハ
ン
プ
や
ク
ラ
ン
ク
を
設
置
し
て
住
民
が
体
験
し
、
効

果
検
証
を
行
う
社
会
実
験
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

三

実
験
実
施
地
蠅
の
現
状
と
課
題

実
験
を
実
施
し
た
地
域

(図
2
)
は
、
周
辺
の
幹
線
道

路

(国
道
一
七
〇
号
、
府
道
堺
大
和
高
田
線
、
府
道
西
藤

井
寺
線
、
府
道
大
阪
羽
曳
野
線
)
の
慢
性
的
な
渋
滞
に
よ

り
、
住
宅
地
内
に
迂
回
通
過
交
通
が
多
く
、
特
に
朝
夕
の

ラ
ッ
シ
ュ
時
に
は
、
高
速
で
通
過
す
る
車
両
が
多
く
、
通

学
児
童
、
住
区
内
の
住
民
や
来
訪
者
の
安
全
が
著
し
く
低

下
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
地
域
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
重
点
整
備
地
区
に
も

指
定
し
て
お
り
、
誰
も
が
安
全
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

四

実
験
概
要

1

目
的
･
目
標

通
過
交
通
の
抑
制
を
図
り
、
歩
行
者
に
優
し
い
道
づ
く

り
施
策
の
実
施
に
向
け
、
事
前
に
期
間
を
限
定
し
、
仮
設

ハ
ン
プ
や
ク
ラ
ン
ク
等
の
設
置
に
よ
る
騒
音
･
振
動
の
計

測
、
実
験
実
施
前
と
実
施
中
に
お
け
る
交
通
量
及
び
通
過

速
度
の
計
測
に
よ
り
実
際
の
効
果
や
影
響
の
検
証
を
行
う

と
と
も
に
、
地
域
住
民
に
対
し
ハ
ン
プ
や
ク
ラ
ン
ク
等
に

関
す
る
感
想
、
生
活
道
路
へ
の
導
入
に
関
す
る
意
向
等
の

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
地
元
と
の
合
意
形
成
を
図
る
た
め

の
基
礎
的
資
料
と
し
て
の
活
用
を
図
り
ま
す
。

2

実
施
箇
所

渋
滞
を
回
避
す
る
た
め
、
迂
回
に
利
用
さ
れ
て
い
る
住

宅
地
内
の
道
路
で
、
か
つ
沿
道
の
利
用
形
態
等
を
考
慮
し

下
記
の
理
由
に
よ
り
、
図
3
の
箇
所
に
お
い
て
実
施
す
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

の

ハ
ン
プ
設
置
箇
所

ハ
ン
プ
は
騒
音
、
振
動
の
影
響
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る

た
め
、
家
屋
に
影
響
が
で
な
い
空
地
が
あ
る
箇
所
を
選
定

“ 道行セ 2007,5

藤井寺駅周辺
あんしん歩行エリア社会実験実施地域

図 2 社会実験実施地域
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3

実
験
内
容

侑

の

ハ
ン
プ

　　
　
　

　　　

爾
邁
大
阪
羽
曳
野
線

実
験
前
と
実
験
中
に
お
け
る
交
通
量
の
変
化

。

実
験
前
と
実
験
中
に
お
け
る
走
行
速
度
の
変
化

セ

騒
音
、
振
動
の
測
定

行請

②

ク
ラ
ン
ク

.
実
験
前
と
実
験
中
に
お
け
る
交
通
量
の
変
化

･
実
験
前
と
実
験
中
に
お
け
る
走
行
速
度
の
変
化

③

イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ

･
実
験
前
と
実
験
中
に
お
け
る
交
通
量
の
変
化

･
実
験
前
と
実
験
中
に
お
け
る
走
行
速
度
の
変
化

晝

4

実
験
期
間

平
成
一
八
年
一
一
月
二
九
日

(水
)
午
前
七
時
か
ら
一

二
月
六
日

(水
)
午
前
七
時
ま
で

験
毀
実

例

　　
　
　
　

　

ク
ラ
ン
ク
実
験

凡

西藤井寺線から北への通過交通 (現状)
西藤井寺線からのオヒヘの通過交通のうち迂回交通
地区東方向からコヒヘの通過交通 (現状)

地区東方向からの北への通過交通のうち迂回交通

(点線は規制時間以外の時間帯)

東西方向の通過交通 (現状)

図 3 社会実験実施箇所

藤井寺球場跡

n
溜
し

5

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

地
元
自
治
会
の
協
力
を
得
て
実
験
実
施
地
域
全
域
に
、

各
種
実
験
を
体
験
し
た
感
想
、
生
活
道
路
へ
の
導
入
の
可

否
等
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

府
造
西
藤
井
寺
線

･斧

ど輻
ご

し
ま
し
た
。

③

イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
設
置
箇
所

②

ク
ラ
ン
ク
設
置
箇
所

イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
に
お
い
て
は
制
約
が
ほ
と
ん
ど
な

ク
ラ
ン
ク
状
に
車
線
が
設
定
可
能
な
幅
員
、
勾
配
が
あ

く
、
ハ
ン
ブ
･
ク
ラ
ン
ク
設
置
箇
所
と
隣
接
し
な
い
箇
所

り
、
一
方
通
行
区
間
を
選
定
し
ま
し
た
。

を
選
定
し
ま
し
た
。
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6.om工事用
!

l
工事用

ハンプ (道路上に設置)

コ雄 一麩 . - 愈
-ン

側溝に 側溝に
蓋架け 蓋架け

側溝 側溝

図 4 ハンプ実験 (設置位置及びハンプの形状)

写真 1 ハンプ実験の様子
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6 7 6 .7

1 .f 4 .0 1 .6 1 .6 4 .0 1 ,1

歩道 車道 歩道
(フラット) (フラット)

歩道 車道 歩道
(フラット) (フラット)

図 5 クランク実験 (設置位置及びクランクの形状)
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写真 2 クランク実験の様子
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五

実
験
結
果
の
概
要

1

ハ
ン
プ
実
験

燭

交
通
量
の
変
化

ハ
ン
プ
設
置
に
よ
る
交
通
量
の
変
化
は
表
1
に
示
す
と

お
り
、
一
二
時
間
で
一
五
%
の
交
通
量
が
減
少
し
て
お
り
、

特
に
ピ
ー
ク
時
に
は
二
七
%
と
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。

実
験
前
の
交
通
量
調
査
は
実
験
中
調
査
の
一
週
間
前
に

測
定
し
て
お
り
、
こ
の
間
で
地
区
内
や
周
辺
で
交
通
量
が

大
き
く
変
動
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
ハ
ン
プ
の
影
響

で
交
通
量
が
減
少
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

特
に
、
地
区
内
に
あ
ま
り
用
の
な
い
と
思
わ
れ
る
大
型

車
の
減
少
が
大
き
い
。

②

走
行
速
度
の
変
化

ヒ

デ
I
夕
の
m簗

は
朝
方

(七
~
九
時
)、
昼
間

仝
÷

磯量

一
四
時
)、
夕
方

(
一
六
･
一
八
時
)
の
三
回
測
定
し
、
ハ

通

ン
プ
設
置
道
路
の
平
均
走
行
速
度
の
変
化
は
表
2
に
示
す
と

鮫

お
り
、
七
~
九
脳
/
h
の
速
度
抑
制
が
な
さ
れ
て
い
る
。

よに

ハ
ン
プ
設
置
道
路
の
走
行
状
況

(図
7
)
を
見
る
と
交

耀

差
点
を
過
ぎ
て
ハ
ン
プ
設
置
道
路
に
入
り
速
度
を
上
げ
走

ガ

行
し
、
ハ
ン
プ
手
前
約
三
O
m
付
近
で
三
五
如
/
h
前
後

、

に
行
速
度
を
落
し
始
め
、
ハ
ン
プ
通
過
時
に
は
二
0
~
二

1

五
畑
/
h
ま
で
速
度
を
落
と
し
て
い
る
。
ハ
ン
プ
を
通
過

表

し
た
後
、
次
の
交
差
点
で
速
度
を
落
す
ま
で
四
〇
蝿
/
h

前
後
の
速
度
で
走
行
し
て
い
る
。

薹
12時間 ( 7 ~ 19時) ピーク時 ( 7 ~ 8 時)

実験前 実験中 減少率 実験前 実験中 減少率

全車種 1
,
275台 1

,
085台 銚M 鉛 冶n 靴笈

大型車 輪 胎 眺れ 恰 胎 税雄
小型車 1

,
227台 1

,
047台 留執 治 冶11 銘“

注) ピーク時…実験前の交通量で最も多かった時間帯

虱
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ハンプ設置道路による平均走行速度の変化

時間帯 実験前 実験中 速度減少効果

朝方(7 ~ 9時) 準撚 伍61鸚 魚税払
昼間(12 ~ 14時) 繍凱 繍期 街916
夕方(16 ~ 18時) 衛鰍踞 伍51盟 鰊熟

度
4

4

3

3

2

2

1

1

セ

速

行道



③

騒
音
の
変
化

騒
音
に
つ
い
て
は
、
車
の
走
行
速
度
が
低
下
し
た
た
め

か
、
実
験
前
に
比
べ
昼
間
で
騒
音
レ
ベ
ル
の
減
少
が
あ
っ

た
。
夜
間
は
交
通
量
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
ほ
ぼ
同
じ

騒
音
レ
ベ
ル
で
あ

っ
た
。

こ
の
結
果
、
表
3
の
示
す
と
お
り
、
生
活
道
路
で
は
騒

音
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

燭

振
動
の
変
化

振
動
に
つ
い
て
は
、
実
験
前
に
比
べ
昼
間
、
夜
間
と
も

に
振
動
レ
ベ
ル
の
若
干
の
増
加
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
環

境
面
で
の
基
準
値
と
の
比
較
で
は
、
要
請
限
度
を
大
き
く

下
回
っ
て
お
り
問
題
は
な
か
っ
た

(表
4
)。

1首矛千セ 20075 百9

表6 クランク設置道路による平均走行速度の変化

時間帯 実験前 実験中 速度減少効果
朝方(7 ~ 9 時) 皺" 雌搬 衛税汕
昼間(12 ~ 14時) 鰤捌 雄鰡 衝QVa
夕方(16 ~ 18時) 皺槻 雌郷 皺騙

2

ク
ラ
ン
ク
実
験

ゆ
交
通
量
の
変
化

ク
ラ
ン
ク
設
置
に
よ
る
交
通
量
の
変
化
は
表
5
に
示
す

と
お
り
、
三

時
間
で
一
五
%
の
交
通
量
が
減
少
し
て
い

る
が
、
ピ
ー
ク
時
に
は
七
%
の
減
少
し
か
み
ら
れ
な
か
っ

た
。ま

た
、
ピ
ー
ク
時
の
交
通
量
は
非
常
に
高
く
、
こ
れ
は
、

こ
の
時
間
帯
は
藤
井
寺
西
小
学
校
北
側
の
道
路
が
時
間
規

制
で
通
行
で
き
な
い
た
め
、
春
日
丘
三
一号
線
に
通
過
交

通
が
集
中
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
ピ
ー
ク
時
時
間
帯
以
外
で
は
交
通
量
の
減
少

が
み
ら
れ
、
藤
井
寺
西
小
学
校
の
交
通
規
制
が
解
除
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
ハ
ン
プ
と
同
様
、
通
過
交
通
の
排
除

効
果
は
期
待
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②

走
行
速
度
の
変
化

ハ
ン
プ
設
置
箇
所
と
同
様
に
デ
ー
タ
の
収
集
を
行
い
、

ク
ラ
ン
ク
設
置
道
路
の
平
均
走
行
速
度
の
変
化
は
表
6
に

示
す
と
お
り
、
七
~
九
m
/
h
の
速
度
抑
制
が
な
さ
れ
て

い
る
。

ク
ラ
ン
ク
設
置
道
路
の
走
行
状
況

(図
8
)
を
見
る
と

表 5 クランク設置による交通量の変化

鑓
12時間 ( 7 ~ 19時) ピーク時 (7 時 ~ 8 時)

実験前 実験中 減少率 実験前 実験中 減少率

全車種 394台 335台 跳施 旛 胎n 跳Z

大型車 冶 冶 梛第 姶 治 -
小型車 390台 332台 眺乳 冶12 胎n 跳7‘

注) ピーク時…実験前の交通量で最も多かった時間帯

表 3 ハンプ設置による騒音レベルの比較 (単位 :dB )

時間区分
騒音レベル (しもeq)

差 蹴 翳願実験前 辯昼間 ( 6 ~ 22時) 鋭 60 1 印 わ

夜間 (22 ~ 6 時) 55 琉 Û 55 鋳

表4 ハンプ設置による振動レベルの比較 (単位 :dB)

時間区分
振動レベル (L 10)

差 翳囃鶏験前 中
-

験実

昼間 ( 6 ~ 22時) 31 鉈 す4 “
夜間 (22 ~ 6 時) (20) ② リム 卸

注) ( ) は、 振動計の測定下限値 (25dB ) 未満の値のため参考値



交
差
点
を
過
ぎ
て
ク
ラ
ン
ク
の
二
0
~
三
0
m
手
前
で
速

度
を
落
し
、
ク
ラ
ン
ク
に
進
入
し
て
す
ぐ
に
速
度
を
上
げ

る
が
三
〇
如
/
h
前
後
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ク
ラ
ン
ク
終
了
の
交
差
点
で
一
旦
速
度
を
落

し
、
再
び
速
度
を
上
げ
る
が
す
く
に
幹
線
道
路
と
合
流
の

交
差
点
に
到
着
す
る
た
め
、
交
差
点
手
前
で
速
度
を
落
し

始
め
る
。

3

イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
実
験

の

交
通
量
の
変
化

イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
設
置
に
よ
る
交
通
量
の
変
化
は
表
7

に
示
す
と
お
り
、
三
一時
間
で
一
0
%
の
交
通
量
が
減
少

し
て
い
る
。

ま
た
、
ピ
ー
ク
時
で
の
交
通
量
は
一
二
%
の
減
少
と
ク

ラ
ン
ク
に
比
べ
高
い
減
少
率
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

ハ
ン
プ
を
設
置
し
た
道
路
を
利
用
す
る
通
過
交
通
が
迂
回

し
た
た
め
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
設
置
に
よ
る
交
通

量
の
減
少
と
い
う
よ
り
、
ハ
ン
プ
の
影
響
に
よ
り
大
き
く

左
右
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
走
行
速
度
の
変
化

他
の
実
験
と
同
様
に
デ
ー
タ
の
収
集
を
行
い
、
イ
メ
ー

ジ
ハ
ン
プ
設
置
道
路
の
平
均
走
行
速
度
の
変
化
は
表
8
に

鵤

示
す
と
お
り
、
一
如
/
h
程
度
の
速
度
抑
制
で
あ
り
、
あ

2

ま
り
効
果
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
o

託

イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
設
置
箇
所
の
走
行
状
況
を
見
る
と
、

道

観
察
結
果
で
は
あ
る
が
、
実
験
開
始
直
後
は
、
走
行
ラ
イ

70

ンラ
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　 一ジハンプ設置道路による平均走行速度の変化

時間帯 実験前 実験中 速度減少効果

朝方(7 ~ 9 時) 街棟銘 皺翔 繍鯛
昼間(12 ~ 14時) ◆範 準滿 ◆n-̂▲

k8Û

夕方(16 ~ 18時) 準皺 皺燃 繍蜷

巍
12時間 ( 7 ~ 19時) ピーク時 ( 7 ~ 8 時)

実験前 鶏験中 減少率 実験前 勢験中 減少率

全車種 2
,
298台 2

,
058台 饑10 胎 蛤 鍋燧

大型車 冶 胎 鷄7 飴 恰 眺偽
小型車 2

,
244台 2

,
000台 眺ぬ 冶22 蛤 眺郎

注) ピーク時…実験前の交通量で最も多かった時間帯

葛
車

全

大

小

表



ン
を
変
え
て
速
度
を
や
や
落
す
車
が
見
ら
れ
た
が
、
実
験

軽
自
動
車
な
ど
は
慣
れ
れ
ば
、
ほ
ぼ
直
進
走
行
が
可
能
で

開
始
五
日
目
で
は
、
実
験
前
と
変
っ
た
挙
動
を
す
る
車
は

あ
っ
た
た
め
、
車
道
幅
員
の
検
討
、
ク
ラ
ン
ク
の
デ
ザ
イ

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

ン
の
工
夫
、
車
道
と
の
仕
切
り
の
方
法
な
ど
課
題
が
あ
っ

穴

実
験
の
検
証

た
oま

た
、
朝
の
ピ
ー
ク
時
に
は
駅
へ
向
か
う
自
転
車
が
多

1

ハ
ン
プ
設
置
に
よ
る
効
果
、
課
題

く
、
車
と
の
錯
綜
が
見
ら
れ
、
危
険
な
状
況
も
生
じ
て
い

ハ
ン
プ
は
、
物
理
的
に
車
の
走
行
速
度
を
落
さ
ざ
る
を

た
た
め
、自
転
車
対
策
も
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ハ
ン
プ
は
、
物
理
的
に
車
の
走
行
速
度
を
落
さ
ざ
る
を

得
な
い
た
め
、
効
果
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
ヵ
所
だ
け
で
は
な
く
複
数
を
設
置
す
る
こ
と

に
よ
り
、よ
り
大
き
な
効
果
が
得
ら
れ
る
と
期
待
で
き
る
。

実
験
結
果
か
ら
み
て
も
、通
過
交
通
の
抑
制
に
つ
い
て
、

特
に
ピ
ー
ク
時
に
は
三
割
近
く
減
少
し
て
お
り
、
通
行
交

通
の
排
除
に
つ
い
て
も
大
き
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。

し
か
し
、
沿
道
へ
の
騒
音
、
振
動
は
ほ
と
ん
ど
影
響
は

な
い
も
の
の
、
設
置
場
所
の
選
定
に
は
十
分
な
配
慮
が
必

要
で
あ
り
、
ハ
ン
プ
箇
所
が
昼
夜
を
問
わ
ず
明
示
で
き
る

よ
う
、
標
識
、
看
板
な
ど
案
内
サ
イ
ン
の
整
備
が
必
要
で

あ
る
。

2

ク
ラ
ン
ク
に
よ
る
効
果
、
課
題

ク
ラ
ン
ク
は
、
ハ
ン
プ
に
比
べ
車
の
走
行
速
度
を
落
す

効
果
は
低
い
も
の
の
、
同
時
に
歩
行
者
空
間
の
整
備
も
伴

う
た
め
、
デ
ザ
イ
ン
等
に
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
良
好

な
景
観
づ
く
り
へ
の
貢
献
も
期
待
で
き
る
。

し
か
し
、
今
回
の
実
験
箇
所
は
、
幅
員
七
m
足
ら
ず
の

道
路
で
行
な
っ
た
た
め
、
出
っ
張
り
が
十
分
に
と
れ
ず
、

3

イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
に
よ
る
効
果
、
課
題

イ
メ
ー
ジ
ハ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
慣
れ

れ
ば
、
効
果
が
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
と
い
こ
と
が
、
今

回
の
社
会
実
験
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
判
明
し
た
。

し
か
し
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
期
待
感
は
か
な
り
あ

る
と
い
う
点
や
ハ
ン
プ
、
ク
ラ
ン
ク
は
設
置
場
所
に
あ
る

程
度
の
制
約
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
を
考
慮
す
る
と
、

啓
蒙
活
動
等
と
あ
わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果

は
あ
る
程
度
期
待
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七

今
後
の
展
開

ハ
ン
プ
や
ク
ラ
ン
ク
等
を
実
際
に
体
験
す
る
こ
と
に
よ

り
、
目
指
し
た
効
果
を
理
解
し
や
す
く
、
導
入
に
も
判
断

し
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
本
格
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
沿
道
住
民
の
土

地
利
用
に
制
限
が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
、
住
民
の
十
分

な
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。

｢誰
も
が
安
全
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
｣

の
早
期
実
現
に
向
け
、
実
験
デ
ー
タ
を
基
に
官
民
協
働
で

の

効
果
的
か
つ
効
率
的
な
道
路
整
備
の
検
討
を
行
い
、
関
係

べ

機
関
と
調
整
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。




